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様式１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名  

評価対象中期目

標期間 

  

中期目標期間  

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局  担当課，責任者  

 評価点検部局 大臣官房 担当課，責任者 政策課， 

 

３．評価の実施に関する事項 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

 

 

 

 

 

５．○○ワーキングチーム 委員名簿 

 

 

 

  

 …実績報告時に法人が記載する項目。 

 …評価時に所管課が記載する項目。 

 …実績報告時に法人が記載し，所管課が評価時に修正する項目。 
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様式２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ） 

Ｂ：第３期の中期目標における所期の目標を達成していると認められる。 （参考）見込評価 

Ｂ 

評定に至った理由 ・美術振興のナショナルセンターとして，各美術館・フィルムセンターがそれぞれの特性をいかし，充実した企画展・所蔵品展・上映を実現し，さらに，多角的かつ専門的な美

術情報の発信に取り組むとともに，調査・研究においても一定の成果を上げているため。 

・業務運営の効率化等の面でも着実な実績を上げており，来館者へのサービス向上にも積極的に取り組んでいるため。 

 

２．法人全体に対する評価 

法人全体の評価 ・限られた人員及び予算の中で効率化を達成するという厳しい状況においても，我が国のナショナルセンターとしての役割を十分に果たし，展覧会事業，作品収集事業，調査研

究事業及び教育普及事業など多種多彩な事業が高い質を維持しつつ継続的，かつ適切に実施されている。 

・「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12月 24日閣議決定）において自己収入の増加等が求められたが，それを受け，平成 26年度に会員制度の拡充，イン

ターネット上での小口寄附金受入れの開始，デジタル画像の活用拡大，施設貸出の活用拡大などの取組を進め，自己収入の増加を積極的に図っている。 

・第 2期中期目標期間終了時の国立美術館に対する独立行政法人評価委員会による評価結果等を踏まえ，国立美術館としてその事務及び事業の運営等の改善に努力している。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 

・平成 13年の独立行政法人化以降，平成 27年度までの 14年間で 24名（約 21％）の人員，約 10億 900万円（約 23％）の運営費交付金が削減される中（平成 18年度開館の国

立新美術館を除く），とりわけ，人員については，美術館業務が増大する中で既に限界にきている。 

 

３．課題，改善事項など 

項目別評定で指摘した

課題，改善事項 

 

 

 

その他改善事項  

 

 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 

 

 

 

 

４．その他事項 

監事等からの意見  

 

 

 

その他特記事項  
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様式３ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定総括表 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別 

調書№ 
備考 

 

中期計画（中期目標） 

年度評価 
項目別

調書№ 
備考 ２３

年度 

２４

年度 

２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

２３

年度 

２４

年度 

２５

年度 

２６

年度 

２７

年度 

Ⅰ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 
Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

 

１ 美術振興の中心的拠点としての

多彩な活動の展開 
 １－１  

 

１ 業務の効率化の状況 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２－１  

(1)展覧会への取組 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－１－１  ２ 給与水準の適正化等 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２－２  

(2)国立新美術館等の取組 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－１－２  ３ 内部統制 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２－３  

(3)情報の発信 Ａ Ｂ Ａ Ｂ  １－１－３  ４ 情報安全 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ２－４  

(4)教育普及活動の実施状況 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－１－４          

(5)調査研究の実施状況 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－１－５          

(6)観覧環境の提供 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－１－６          

２ 我が国の近・現代美術及び海外

の美術を体系的・通史的に提示

しうるナショナルコレクション

の形成・継承 

 １－２          

(1)収蔵品の収集 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－２－１          

(2)収蔵品の保管・管理 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ  １－２－２  項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  －  

(3)収蔵品の修理 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－２－３  Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む），収支計画及び資金計画 

(4)収集・保管のための調査研究 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－２－４  

 

１ 財務の状況 Ａ Ａ Ａ Ｂ  ３－１  

３ 我が国における美術館のナショ

ナルセンターとして美術館活動

全体の活性化に寄与 

 １－３  ２ 人事の状況 Ａ Ｂ Ａ Ｂ  ３－２  

(1)ナショナルセンターとしての

国内外の美術館等との連携・協

力 

Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－３－１          

(2)ナショナルセンターとしての

人材育成 
Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ  １－３－２          

(3)フィルムセンターの取組状況 Ａ Ａ Ａ Ｂ  １－３－３  項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  －  

        Ⅳ．その他の事項 

        

 

        

                

項目評定 Ａ Ａ Ａ Ｂ  －  項目評定      －  
※平成２３年度から平成２５年度までの評定については，「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。各評定の詳細は下記の通り。 

  Ｓ ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず，法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 
  Ａ ：中期計画通り，または中期計画を上回って履行し，中期目標に向かって順調に，または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が１００％以上） 
  Ｂ ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが，工夫や努力によって，中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％以上１００％未満） 
  Ｃ ：中期計画の履行が遅れており，中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 
  Ｆ ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず，業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。）  



4 

 

様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－１ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（１）展覧会への取組 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

所蔵作

品展 

開催日数 実績値 － － 1,200 1,084 1,169 1,237  予算額（千円） － － － －  

展示替回数 実績値 － － 19 21 21 18  決算額（百万円） 1,698 1,947 1,653 1,815  

入館者数 

計画値 － － 689,000 697,000 690,000 620,500  経常費用（千円） － － － －  

実績値 － － 864,514 777,106 897,568 625,315  経常利益（千円） － － － －  

達成度 － － 125.5% 111.5% 130.1% 100.8%  行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

企画展 

開催日数 実績値 － － 1,849 1,699 1,576 1,475  従事人員数（人） 57 54 50 50  

開催回数 
計画値 － － 23～30 23～30 23～30 23～30  １）決算額は損益計算書 展覧事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事

務職員は勘案していない。 

 

実績値 － － 36 38 33 31  

入館者数 

計画値 － － 1,926,600 2,295,000 2,087,000 1,770,350  

実績値 － － 2,566,205 2,559,604 2,405,327 2,177,436  

達成度 － － 133.2% 111.5% 115.3% 123.0%  

ﾌｨﾙﾑｾﾝ

ﾀｰ上映

会 

開催日数 実績値 － － 323 308 230 294  

開催回数 
計画値 － － 15回程度 15回程度 15回程度 15回程度  

実績値 － － 14 13 10 13  

入館者数 

計画値 － － 99,000 97,500 75,000 88,700  

実績値 － － 105,163 89,905 74,870 103,099  

達成度 － － 106.2% 92.2% 99.8% 116.2%  

ﾌｨﾙﾑｾﾝ

ﾀｰ展覧

会 

開催日数 実績値 － － 278 263 245 252  

開催回数 実績値 － － 4 3 3 3  

入館者数 

計画値 － － 13,500 11,500 11,500 13,500  

実績値 － － 17,301 15,612 19,191 19,632  

達成度 － － 128.2% 135.8% 166.9% 145.4%  

巡回展 

事業数 実績値 － － 2 3 2 3  

会場数 実績値 － － 3 4 4 4  

開催日数 実績値 － － 141 157 153 209  

入館者数 実績値 － － 9,077 28,953 9,512 35,577  
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巡回上

映 

事業数 実績値 － － 8 5※ 5 8   

 
会場数 実績値 － － 199 194※ 203 205  

開催日数 実績値 － － 428 389※ 399 435  

入館者数 実績値 － － 96,621 82,294※ 85,335 81,259  

※京都国立近代美術館のコレクション・ギャラリーの一部を使って開催した展覧会については巡回上映の計に含めないこととしたため，それぞれの項目において平成 24年度実績報告書と数字が一致しない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（１）多様な鑑賞

機会の提供 

国立美術館は，

美術振興の中心的

拠点として，学術

的意義，国民の関

心，国際文化交流

の推進等に配慮し

つつ，多様で秀逸

な美術作品の鑑賞

機会をより多くの

国民に提供するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

① 展覧会を開催

する際は，企画段

階から開催目的，

期待する成果，学

術的意義等を明確

にするとともに，

専門家からの意見

や入館者の満足度

を踏まえた事業評

価を行い，それ以

降の展覧会の充実

に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）多様な鑑賞

機会の提供 

①-1 中期目標で

示された学術的意

義，国民の関心，

国際文化交流の推

進等に配慮しつ

つ，国立美術館な

らではの多様な美

術作品の鑑賞機会

をより多くの国 

民に提供するた

め，各館において

魅力ある質の高い

所蔵作品展・企画

展及び企画上映を

実施する。 

 

 

①-2 所蔵作品展

は，各館における

コレクションの充

実を図りつつ，そ

の特色を十分に発

揮したものとす

る。また，最新の

研究結果を基に，

美術に関する理解

の促進に寄与する

ことを目指すとと

もに，所蔵作品の

鑑賞・理解に資す

るため作品の展示

替えに加え，小企

画展・テーマ展な

どを開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・入館者数 

 

＜その他の指標＞ 

・開催日数 

・展示替え回数（所

蔵品展） 

・開催回数 

・事業数（巡回展，

巡回上映） 

 

＜評価の視点＞ 

○ 各館において，魅

力ある質の高い所

蔵作品展・企画展

及び企画上映を実

施したか。 

 

 

（所蔵作品展） 

○ 各館におけるコ

レクションの充実

を図りつつ，その

特色を十分に発揮

したものとした

か。また，最新の

研究結果を基に，

美術に関する理解

の促進に寄与する

ことを目指すとと

もに，所蔵作品の

鑑賞・理解に資す

るため作品の展示

替えに加え，小企

画展・テーマ展な

どを開催したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

１ 美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 

（１）多様な鑑賞機会の提供 

① 所蔵作品展 

② 企画展 

③ 東京国立近代美術館フィルムセンター映画上映等 

④ 巡回展 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（所属作品展） 

・第 3期の平均開催日数：約 1,173日／年 

・第 3期の平均展示替え回数：約 20回／年 

 

※各年度の開催日数及び展示替え回数については「主要

なアウトプット（アウトカム）情報」参照。 

 

◆第 3期における特徴的な取組 

（平成 23年度） 

国立美術館として東日本大震災の復興支援に寄与する

中で，東京国立近代美術館本館で１年間継続開催した，

東北出身の作家，東北出身のモデル，東北の風景を描い

た作品で展示を構成した「緊急企画 東北を思う」や，１

階企画展「ぬぐ絵画－日本のヌード 1880－1945」と２～

４階所蔵作品展「特集 ぬぐコレクション」の大規模なリ

ンクなど。 

 

（平成 24年度） 

海外で日本を代表する工芸の一つとして知られている

漆工を国立美術館として初めて特集した「寿ぎの『うつ

わ』―工芸館の漆工コレクションから―」（東京国立近代

美術館工芸館）など。 

 

（平成 25年度） 

日露戦争，関東大震災，日中戦争，太平洋戦争といっ

た大きな時代の出来事に即して美術の動向を紹介した

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

我が国の美術振興の中心的

拠点として，計画どおり所蔵作

品展，企画展，企画上映を開催

し，質の高い展覧会・上映会を

実施した。 

 

 

 

 

 

研究員の調査研究の成果に

基づく所蔵作品展の開催は，国

立美術館の基幹となる活動で

ある。各館とも，漫然としたコ

レクション名作展示ではなく，

開催中の企画展との連動を積

極的に図ることで全館を通し

て来館者満足度の向上を図る

など，様々な工夫を凝らした企

画を展開した。 
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①-3 企画展は，積

年の研究成果に基

づき，時宜を得た

ものを企画し，学

術水準の向上に寄

与するとともに，

利用者のニーズに

対応しつつ，実施

する。また，入館

者数を念頭におい

た展覧会のみなら

ず，新しい視点・

観点を提示する展

覧会をも提供す

る。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企画展） 

○ 積年の研究成果

に基づき，時宜を

得たものを企画

し，学術水準の向

上に寄与するとと

もに，利用者のニ

ーズに対応しつ

つ，実施したか。

また，入館者数を

念頭においた展覧

会のみならず，新

しい視点・観点を

提示する展覧会を

も提供したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「何かがおこってる：1907-1945の軌跡」（東京国立近代

美術館本館），芸術家としてのル・コルビュジエの活動を，

彼が設計した本館展示室でたどった「ル・コルビュジエ

と 20 世紀美術」（国立西洋美術館）など。 

 

（平成 26年度） 

所蔵作品展と開催中の企画展との連動を積極的に図る

形で，「菱田春草展」の会期に合わせて重要文化財も含む

形で実施された日本画の手厚い特集展示（東京国立近代

美術館本館），「上村松篁展」の会期に合わせて松篁と同

時代に京都で活動した工芸家たちの作品を紹介した「松

篁同時代の工芸家たち」（京都国立近代美術館），「ジャ

ン・フォートリエ展」の会期に合わせて同時代の作品を

紹介した「アンフォルメルとその周辺」（国立国際美術館）

など。  

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-１-（１）

-①所蔵作品展」を参照。 

 

 

（企画展） 

第 3期平均開催日数：約 1,650日／年 

第 3期平均開催回数：約 35回／年 

(目標回数：23～30回) 

 

※各年度の総開催日数及び総開催回数については「主要

なアウトプット（アウトカム）情報」参照。 

 

◆各館の第 3期平均開催回数 

●東京国立近代美術館 

（本館）：約 6回／年 

（工芸館）：約 5回／年 

●京都国立近代美術館：約 6回／年 

●国立西洋美術館：4回／年 

●国立国際美術館：約 6回／年 

●国立新美術館：約 9回／年 

 

◆第 3期における特徴的な取組 

（平成 23年度） 

・これまで展覧会で本格的に取り上げてこられなかった

日本における裸体画に焦点を当て，その歴史的経緯と

表現の変遷を具体的に示した国内初の展覧会である

「ぬぐ絵画－日本のヌード 1880-1945」（東京国立近代

美術館本館） 

・没後初めての本格的な回顧展となる「グェッリーノ・

トラモンティ展」（東京国立近代美術館工芸館） 

・作品制作のプロセスに焦点を当て，クレー作品に関す

る新たな見方を提示した「パウル・クレー―おわらな

いアトリエ」（京都国立近代美術館） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一部の展覧会では目標入館

者数に達しなかったものの，企

画展全体では毎年度目標を達

成した。 

今後も引き続き，入館者数と

のバランスに留意しつつ，各館

において国立美術館としての

役割をしっかりと果たしてい

く。 
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・「光と影」というキーワードのもと様々な切り口でゴヤ

の多彩な画業を示した「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と

影」（国立西洋美術館） 

・草間彌生の近作，新作によって構成され，目標の４倍

を超える入館者があった「草間彌生 永遠の永遠の永

遠」（国立国際美術館） 

・30年に及ぶ画家の取組を概観し，東京で初めての回顧

展となった「野田裕示 絵画のかたち/絵画の姿」（国立

新美術館） など 

 

（平成 24年度） 

・10年ぶりに所蔵品ギャラリーのリニューアルを行い，

そのお披露目として，全館を使用して日本の近代美術

100年の歴史を検証しつつ，所蔵する重要文化財全 13

点（寄託 1点を含む）を初めて一括公開した「東京国

立近代美術館 60 周年記念特別展 美術にぶるっ！ ベ

ストセレクション 日本近代美術の 100年」（東京国立

近代美術館本館） 

・今日国際的な注目を集める 11人の作家を取り上げ，現

代日本工芸の現状を検証するとともに，その先進的な

特色を探り，国際的な視点で国内外への普及を図った

「現代工芸への視点 現代の座標―工芸をめぐる 11の

思考―」（東京国立近代美術館工芸館） 

・重要な現代版画家の一人であり，国内のみならず国際

的にも高い評価を獲得し，世界各国の美術館に作品が

所蔵されている井田照一を取り上げ，作家の活動を改

めて精査・検証する機会とした「井田照一の版画」（京

都国立近代美術館） 

・日本初公開となったフェルメールの《真珠の首飾りの

少女》が話題となった「ベルリン国立美術館展 学べる

ヨーロッパ美術の 400年」（国立西洋美術館） 

・設立 35周年という節目にあたりコレクションを全館で

紹介するという趣旨のもとに企画された「国立国際美

術館 35周年記念展 コレクションの誘惑」（国立国際美

術館） 

・海外での評価・関心が非常に高い「具体美術協会」の

東京で初めての大規模な回顧展である「「具体」―ニッ

ポンの前衛１８年の軌跡」（国立新美術館） など 

 

（平成 25年度） 

・これまで本画と下絵，写生帖による紹介にとどまって

いた竹内栖鳳の画業について，最新の研究を踏まえ染

織作品や書簡などの資料をあわせて展示することで画

業の意義を多角的に示した「竹内栖鳳展 近代日本画の

巨人」（東京国立近代美術館本館） 

・1964年に行われた東京オリンピックにおいてデザイナ

ーが果たした役割を紹介した「東京オリンピック 1964 

デザインプロジェクト」（東京国立近代美術館工芸館） 

・これまで大々的に公開されることのなかった宮内庁三
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の丸尚蔵館が所蔵する美術品の中から近代以降の作品

を選りすぐって紹介した「皇室の名品－近代日本美術

の粋」（京都国立近代美術館） 

・西洋美術史上もっとも重要な画家の一人であるラファ

エロに焦点を当てた日本で最初の展覧会である「ラフ

ァエロ」（国立西洋美術館） 

・関西にある国公立美術館 6館の所蔵品を一堂に集める

という全国的にも例のないユニークな企画である「美

の饗宴 関西コレクションズ」（国立国際美術館） 

・国立民族学博物館との共同企画によって文化人類学的

な資料を芸術の文脈において捉え直すという前例のな

い試みに取り組んだ「イメージの力－国立民族学博物

館コレクションにさぐる」（国立新美術館） など 

 

（平成 26年度） 

・網羅的紹介には困難がつきまとう画家の回顧展であり

ながら，重要文化財 4点，「落葉」連作 5点すべてに加

え，準備過程での新発見作品や，数十年ぶりに再発見

した作品などきわめて充実したラインナップを実現さ

せた「菱田春草展」（東京国立近代美術館本館） 

・時代を超えて多くの人々を魅了してやまない「青磁」

に焦点を絞り，歴史的な名品から現代作家の最新作ま

でを紹介することでその魅力に迫った「青磁のいま－

受け継がれた技と美 南宋から現代まで」（東京国立近

代美術館工芸館） 

・近代京都の名工や漆器商の活動に焦点を当てた初めて

の大規模な展覧会であり，従来の東京中心の工芸史だ

けでは語ることのできない，京都という地域性と結び

ついて発展した漆芸の流れを紹介することで工芸への

新たな視点を提示した「うるしの近代－京都，「工芸」

前夜から」（京都国立近代美術館） 

・日本ではそれほど知られていないものの美術史上きわ

めて評価の高い版画家ジャック・カロの芸術を紹介し

た「ジャック・カロ－リアリズムと奇想の劇場」，小説

家という異分野の人物をゲストキュレーターとして招

へいし，研究員とは違った眼差しによって所蔵作品の

魅力を引き出すことを目的とした「非日常からの呼び

声 平野啓一郎が選ぶ西洋美術の名品」の同時開催（国

立西洋美術館） 

・現代アートの重要な創作源として「ノスタルジー」と

「ファンタジー」という二つのキーワードに注目し，

過去の記憶に固執する人間の本性に向き合いながら，

それを独自のイメージの世界へと昇華させた多様な美

術作品群を紹介した「ノスタルジー＆ファンタジー 

現代美術の想像力とその源泉」（国立国際美術館） 

・パリで第１回印象派展が開かれた 1874年から 140年を

数える節目の年に，印象派があらわれた 19世紀後半の

フランス絵画の全貌を紹介することに焦点を当てた

「オルセー美術館展 印象派の誕生 － 描くことの自
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② 地域における

鑑賞機会の充実の

ため，受け入れ側

の要望を十分に踏

まえつつ，国立美

術館としての機能

を活かした魅力あ

る地方巡回展の実

現に努め，積極的

に行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-4 展覧会を開

催するにあたって

は，実施目的，期

待する成果，学術

的意義を明確に

し，専門家等から

の意見を聞くとと

もに，入館者に対

するアンケート調

査を実施し，その

ニーズや満足度を

分析し，それらを

展覧会に反映させ

ることにより，常

に魅力あるものと

なるよう取り組

む。 

 

 

 

①-5 ５館共同企

画展「陰影礼讃―

国立美術館コレク

ションによる―」

（平成 22年 9月開

催）の成果を踏ま

え，今後の各館連

携を引き続き推進

する。  

 

 

② 公私立美術館

等のニーズ等を十

分踏まえ，国立美

術館が所蔵する美

術作品及びそれに

関する調査研究の

成果を活用して，

地方巡回展を積極

的に開催する。ま

た，あわせて当該

地方巡回展に関連

する講演会又はシ

 

 

 

 

 

 

○ 展覧会を開催す

るにあたっては，

実施目的，期待す

る成果，学術的意

義を明確にし，専

門家等からの意見

を聞くとともに，

入館者に対するア

ンケート調査を実

施し，そのニーズ

や満足度を分析

し，それらを展覧

会に反映させるこ

とにより，常に魅

力あるものとなる

よう取り組んだ

か。 

 

 

 

○ ５館共同企画展

「陰影礼讃―国立

美術館コレクショ

ンによる―」（平成

22年 9月開催）の

成果を踏まえ，今

後の各館連携を引

き続き推進した

か。 

 

 

（地方巡回展） 

○ 公私立美術館等

のニーズ等を十分

踏まえ，国立美術

館が所蔵する美術

作品及びそれに関

する調査研究の成

果を活用して，地

方巡回展を積極的

に開催したか。ま

た，あわせて当該

地方巡回展に関連

由－」（国立新美術館） など 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-１-（１）

-②企画展」を参照。 

 

 

所蔵作品展，企画展は，それぞれ実施目的，期待する

成果，学術的意義は異なるが，各館の研究員の研究結果

の反映（各年度実績報告書「Ⅰ-１-（５）各館における

調査研究成果の美術館活動への反映」を参照）という点

では，共通している。実施目的，期待する成果について

は，年度計画において明確にされており，それに基づい

て実施した。 

企画展等の開催に際し，専門家や作品貸出館の担当キ

ュレーター等から協力を得た。 

また，展覧会ごとに，入館者に対するアンケート調査

を実施し，その意見の中から改善可能なものについては，

以降の展覧会における観覧環境の改善等に反映するよう

に取り組んだ。展覧会情報については，インターネット

から情報を得ているというアンケートの回答を踏まえ，

特設サイトの設置やソーシャルネットワークサービス

（SNS）の活用などにより，幅広い情報発信に取り組んだ。 

 

 

 

 

５館の横断的・総合的事業プロジェクトとして，平成

22年度に初めての合同企画展「陰影礼讃―国立美術館の

コレクションによる」を開催し，高評を得た。平成 23年

度から平成 26年度にかけては，２度目の合同企画展「No 

Museum, No Life?―これからの美術館事典」（平成 27年

度開催）に向けて準備を進めた。 

 

 

 

 

 

（地方巡回展） 

国立美術館の所蔵作品を有効に活用するとともに，地

域住民の鑑賞機会の充実に資するため「独立行政法人国

立美術館巡回展」を開催した。当該巡回展の実施に際し

ては，毎年度交代で担当館を定め，担当館と開催館との

協議によって展示テーマ等を決定するとともに，あわせ

て講演会・シンポジウムを実施している。 

巡回上映では，フィルムセンターにおいて，引き続き

文化庁との共催事業として，全都道府県の公立文化施設

等を対象に，優秀映画鑑賞推進事業を実施した。このほ

かにも，関係機関と積極的に連携し，多くの巡回上映を

行った。 

 

 

 

 

 

 

展覧会開催の実施目的，期待

する成果等については，年度計

画に明確に位置づけており，展

覧会開催の都度，担当研究員等

の学術的協力を得て実施して

いる。また，展覧会ごとにアン

ケート調査を実施し，その意見

の中から改善可能なものにつ

いては， 以降の展覧会におけ

る観覧環境の改善等に反映す

るように取り組んでいる。展覧

会情報についてはインターネ

ットから情報を得ていること

が多いというアンケート結果

を踏まえ，特設サイトを設置し

たり，ソーシャルネットワーク

サービス（SNS)を活用したりす

るなど，広報面で活用した。 

 

 

企画内容について各館間で

調整を行うなど，平成 27 年度

の「No Museum, No Life?―こ

れからの美術館事典」展開催に

向けて，着実に準備を進めるこ

とができた。 

 

 

 

 

 

 

地方巡回展については，公私

立美術館と連携し，滞りなく実

施することができた。また，巡

回展に関連する講演会，優秀映

画鑑賞会についても積極的に

貢献した。地方巡回展・上映の

開催意義は大きいことから，今

後も公私立美術館等と連携し，

事業のより一層の充実を図っ

ていく。 
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③ 個々の展覧会

においては，実施

目的，内容，良好

な観覧環境の確

保，過去の入館者

数の状況等を踏ま

えた適切な入館者

数の目標を設定

し，その達成に努

めること。 

 

 

 

 

 

 

ンポジウムを開催

することにより，

ナショナルセンタ

ーとして地域にお

ける鑑賞機会の充

実と美術の普及に

資する。このほか，

公立文化施設等と

連携協力して，所

蔵映画フィルムに

よる優秀 映画鑑

賞会を実施する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 入館者数につ

いては，展覧会ご

とに実施目的，想

定する入館者層，

実施内容，学術的

意義，良好な観覧

環境の確保，広報

活動，過去の入館

者等の状況等を踏

まえて，国立美術

館としてふさわし

い入館者数の目標

を設定し，その達

成に取り組む。 

 

 

する講演会又はシ

ンポジウムを開催

することにより，

ナショナルセンタ

ーとして地域にお

ける鑑賞機会の充

実と美術の普及に

寄与したか。 

このほか，公立文

化施設等と連携協

力して，所蔵映画フ

ィルムによる優秀

映画鑑賞会を実施

したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（入館者） 

○ 入館者数につい

ては，展覧会ごと

に実施目的，想定

する入館者層，実

施内容，学術的意

義，良好な観覧環

境の確保，広報活

動，過去の入館者

等の状況等を踏ま

えて，国立美術館

としてふさわしい

入館者数の目標を

設定し，その達成

に取り組んだか。 

 

◆各年度の巡回展会場 

（平成 23年度） 

・江別市セラミックアートセンター（北海道） 

・瀬戸市美術館（愛知県） 

・福井県陶芸館（福井県） 

 

（平成 24年度） 

・井原市立田中美術館（岡山県） 

・島根県立石見美術館（島根県） 

・益子陶芸美術館（栃木県） 

・和光ホール（東京都） 

 

（平成 25年度） 

・川越市立美術館（埼玉県） 

・佐倉市立美術館（千葉県） 

・田辺市立美術館（和歌山県） 

・南丹市立文化博物館（京都府） 

 

（平成 26年度） 

・横須賀美術館（神奈川県） 

・安曇野高橋節郎記念美術館（長野県） 

・新潟県立万代島美術館（新潟県） 

・茨城県近代美術館（茨城県） 

 

【巡回展に関連する講演会又はシンポジウム】 

  H23 H24 H25 H26 

開催回数 2 5 2 3 

 

【巡回上映】 

※「主要なアウトプット（アウトカム）情報」及び各

年度実績報告書「Ⅰ-１-（１）-④巡回展」を参照。 

 

 

（入館者） 

 各展覧会の目標入館者数については，年度計画におい

て，近年の同種の展覧会の実績，共催者の広報活動，作

家の特性，作品の内容等に鑑みて算出している。 

 展覧会開催中は，定期的に入館者数を調査，確認し，

一日平均入館者数が目標値に達していない場合は，大学

等へのチラシの追加配布やメールマガジンの配信，特設

サイトのコンテンツの充実，また，共催者がある場合は，

共催者の協力により新聞広告を追加で行うなど，さらな

る広報活動を検討し，工夫している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各展覧会の特性を踏まえ，適

切な水準で目標入館者数を設

定している。また，展覧会開催

中は，日々の入館者数の動向を

分析し，必要に応じて広報活動

を追加するなど，その達成に取

り組んだ。 
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④ フィルムセン

ターにおいては，

映画フィルム等の

所蔵作品の活用を

図った上映展示機

能の充実を図るこ

と。 

 

④ 映 画 フ ィ ル

ム・資料の所蔵作

品を活用した上

映，展示等の活動

に積極的に取り組

む。 

 

（フィルムセンタ

ー） 

○ 映画フィルム・資

料の所蔵作品を活

用した上映，展示

等の活動に積極的

に取り組んだか。 

 

 

（フィルムセンター） 

東京国立近代美術館フィルムセンター映画上映等 

【上映会】 

・第 3期の平均開催回数：約 13回／年 

・第 3期の平均入館者数：約 93,259人／年 

（平均目標数 90,050人／年，達成率 103.6％） 

 

【展覧会】 

・第 3期の平均開催回数：約 3回／年 

・第 3期の平均入館者数：17,934人 

（目標数 12,500人／年，達成率 143.5％） 

 

◆第 3期における特徴的な上映会・展覧会 

（平成 23年度） 

・「よみがえる日本映画」シリーズの上映やデジタル復元

による「忠次旅日記」の特別上映など，これまで映画

館では見ることが困難な作品を紹介する企画を積極的

に実施した。 

 

（平成 24年度） 

・上映会「ロードショーとスクリーン 外国映画ブームの

時代」では，「観客から見た映画史」という新しい機軸

をもとに，映画に対する批評的視点や歴史的な重要性

よりも，映画という文化の大衆性に重きを置き，「日本

人にとっての外国映画」という新視点を打ち出した。 

・日本映画を一世紀にわたって支えた稀有な会社の業績

を一挙にたどる「日活映画の 100年 日本映画の 100年」

においては，日活創立時・創立初期の貴重な資料を公

開することで初期日本映画史の新しい相貌を明らかに

し，研究を大幅に発展させるための契機とした。 

 

（平成 25年度） 

・上映会「生誕 110年 映画監督 清水宏」は，日本映画

を代表する巨匠でありながらこれまでそれほど特集が

組まれてこなかった映画監督の，現存作品を可能な限

り集めた史上最大規模の回顧上映として実施した。 

・展覧会「小津安二郎の図像学」は，ますます世界的評

価の高まる巨匠小津安二郎の作品と生涯を絵画やデザ

インなど美術の諸分野とのかかわりにおいて捉え直す

という過去にない試みであり，どのように映像が作ら

れたかを図像学に絞って資料を駆使しながら示した。 

 

（平成 26年度） 

・上映会「日本の初期カラー映画」では，『くじら』など

フィルムセンターがデジタル復元を行ったものや，『花

の中の娘たち』などカラー映画史上重要な作品として

新規購入したものを構成に組み込み，フィルム・アー

カイブとしての強みを最大限に生かす企画とした。 

 

 

研究を大幅に発展させるた

めの契機とする企画，フィルム

アーカイブの強みを最大限に

いかした企画，国内唯一の国立

映画機関であるフィルムセン

ターでしか実現しえない史上

最大規模の回顧上映などが積

極的に実施されている。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

展覧会の開催に当たっては

広報活動の充実が非常に重要

であるが，国立美術館において

は，広報の専門人材が不足して

いること，特に自主企画展にお

いては，事業予算の削減に伴い

非常に限られた予算の範囲内

での広報活動となっているこ

とから，広報活動の充実が長年

の課題となっている。現在の体

制では様々な工夫を重ねても

限界があることは事実である

ものの，SNS 等のより一層の活

用，口コミにつながる関連イベ

ントの実施に努めるなど，引き

続き限られた人員と予算の中

で最大限の効果を発揮するた

めの工夫に取り組んでいきた

い。 
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・「MoMA ニューヨーク近代美術館 映画コレクション」で

は，1935年の創設から今日まで世界のフィルム・アー

カイブ運動，シネマテーク運動をリードし続けるニュ

ーヨーク近代美術館（MoMA）が誇るアメリカ映画コレ

クションを日本語字幕付き，かつ最良のプリントで紹

介した。 

・展覧会「赤松陽構造と映画タイトルデザインの世界」

は，映画作品に不可欠な要素であるにもかかわらず，

様々な職能の中でもほとんど取り上げられることのな

い「タイトルデザイン」に特化した新しい機軸の展覧

会として実施した。 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-１-（１）

-③東京国立近代美術館フィルムセンター映画上映等」

を参照。 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 



14 

 

様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－２ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（２）国立新美術館等の取組 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第６号ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

公募団

体への

展覧会

会場の

提供 

利用団体数 実績値 － － 69 69 69 69  予算額（千円） － － － －  

年間利用室

数 
実績値   

延べ 3,500

室／年 

延べ 3,500

室／年 

延べ 3,500

室／年 

延べ 3,500

室／年 
 決算額（百万円） 1,934 1,896 1,630 1,704  

稼働率 実績値   100% 100% 100% 100%  経常費用（千円） － － － －  

入館者数 実績値 － － 1,253,764 1,259,966 1,205,249 1,193,917  経常利益（千円） － － － －  

          行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

          従事人員数（人） 8 7 6 5  

          １）決算額は，セグメント情報 国立新美術館経常費用を計上している。 

２）従事人員数は，国立新美術館のすべての研究職員数を計上している。その

際，役員及び事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（２）美術創造活動

の活性化の推進 

国立新美術館は，

全国的な活動を行

っている美術団体

等に展覧会会場の

提供を行うととも

に，新しい美術の動

向を紹介すること

などを通じて，美術

に関する新たな創

造活動の展開や芸

術家の育成等を支

援し，我が国の美術

創造活動の活性化

を推進すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，メディアア

ート，アニメ，建築

など世界から注目

される新しい芸術

表現の国内外に向

（２）美術創造活動

の活性化の推進 

国立新美術館は，

全国的な活動を行

っている美術団体

等に展覧会会場の

提供を行うととも

に，新しい美術の動

向を紹介すること

などを通じて，美術

に関する新たな創

造活動の展開や芸

術家の育成等を支

援し，我が国の美術

創造活動の活性化

に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，メディアア

ート，アニメ，建築

など世界から注目

される新しい芸術

表現の国内外に向

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・公募展団体数 

・年間利用室数 

・稼働率 

・入館者数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 全国的な活動を行

っている美術団体等

に展覧会会場の提供

を行うとともに，新

しい美術の動向を紹

介することなどを通

じて，美術に関する

新たな創造活動の展

開や芸術家の育成等

を支援し，我が国の

美術創造活動の活性

化に寄与したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，メディアア

ート，アニメ，建築

など世界から注目さ

れる新しい芸術表現

の国内外に向けた拠

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（２）美術創造活動の活性化の推進 

① 公募団体等への展覧会会場の提供（国

立新美術館） 

② 新しい芸術表現への取組 

 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

① 公募団体等への展覧会会場の提供（国

立新美術館） 

 

・公募展団体数：69団体／年 

・年間利用室数：延べ 3,500室／年 

・稼働率：100％ 

・入館者数：平均 1,228,224人／年 

 

１ 国立新美術館では，全国的な活動を行

っている美術団体等に対して，発表の場

として展示室の一部（展示室 10室・延

べ床面積 10,000㎡，このほか野外展示

室）を貸与している。 

 

２ 公募展の効率的な開催準備と円滑な

運営を図るため様々な取組を行うとと

もに，館を使用する公募団体等が実施す

る教育普及活動に対し，講堂及び研修室

の提供や運営管理上必要な助言，参加者

の動線の確保等のサポートを行ってい

る。また，館ホームページへの情報掲載，

館内でのチラシの配布及びポスターの

掲示等により，普及・広報の支援を行っ

ている。 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（２）-①公募団体等への展覧

会会場の提供（国立新美術館）」を参照。 

 

 

② 新しい芸術表現への取組 

 

１ メディア・アート，建築，ファッショ

ンなどの新しい芸術表現については，各

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国立新美術館においては，我が国独自の

文化振興政策として，引き続き全国的な活

動を行っている美術団体等に公募展示室

の提供を行っている。美術団体等から寄せ

られた要望等を参考に，広報支援の実施

や，公募展と国立新美術館が開催する企画

展の観覧料との相互割引の実施など連携

協力に配慮しつつ，効率的・効果的な取組

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メディア・アート，建築，ファッション

などの世界から注目される新しい芸術表

現については，各館においてそれぞれ積極

的に取り組み，国内外に向けて積極的に発

信している。 
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けた拠点的な役割

を果たすことを目

指し，その取組みを

積極的に進めるこ

と。 

けた拠点的な役割

を果たすことを目

指し，その取組みを

積極的に進める。 

点的な役割を果たす

ことを目指し，その

取組みを積極的に進

めたか。 

館においてそれぞれ積極的に取り組ん

でいる。 

 

２ 第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館） 

・「フランシス・ベーコン展」におけるヴ

ィデオ・アートの紹介（平成 24年度） 

・ローマ現代アート美術館（イタリア）に

おける上映会に日本初期アニメーショ

ン映画を貸与（平成 25年度） 

 

（京都国立近代美術館） 

・「視覚の実験室 モホイ＝ナジ／イン・

モーション」展におけるメディア・アー

トの歴史的検証の実施（平成 23年度） 

 

（国立西洋美術館） 

・「ル・コルビュジエと 20世紀美術」展に

おける芸術作品としての建築の紹介（平

成 25年度） 

 

（国立国際美術館） 

・「世界制作の方法」展におけるヴィデオ・

アート，アニメーション，コンピュータ

ーアートの紹介（平成 23年度） 

 

（国立新美術館） 

・「中村一美展」における新しい芸術表現

としてのウォール・ペインティングの提

示（平成 26年度） 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（２）-②新しい芸術表現への

取組」を参照。 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

日本のマンガ，アニメ，ゲームについて

は，世界的に評価が高いものの，これまで

日本の美術館において十分に紹介されて

こなかった。今後，この分野に焦点をあて

た展覧会を国内外で開催していくなど，引

き続き新しい芸術表現の発信を積極的に

行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－３ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開  
（３）情報の発信 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第４号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

ホームページアク

セス件数合計 

計画値 － － 39,774,426 39,774,426 39,774,426 31,625,221※  予算額（千円） － － － －  

実績値 － 39,774,426 46,207,321 51,970,748 84,806,373 46,717,816  決算額（百万円） 1,229 1,127 1,049 1,138  

達成度 － － 116.2% 130.7% 213.2% 147.7%  経常費用（千円） － － － －  

図書資

料等の

収集 

収集件数 実績値 － － 23,848 19,494 15,397 15,165  経常利益（千円） － － － －  

累計件数 実績値 － － 398,972 418,603 434,023 449,190  行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

利用者数 

計画値 － － 51,314 51,314 51,314 51,314  従事人員数（人） 57 54 50 50  

実績値 － 51,314 29,186 28,408 28,536 36,331  １）決算額は損益計算書 教育普及事業費を計上している。（本項目は教育普及

事業費の一部であり，個別に計上できないため，教育普及事業費全額を計

上している。） 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事

務職員は勘案していない。 

達成度 － － 56.9% 55.4% 55.6% 70.8%  

所蔵作

品デー

タ等の

デジタ

ル化 

（画像

デー

タ） 

デジタル

化件数 
実績値 － － 1,311 2,078 858 709  

デジタル

化累計 
実績値 － － 32,614 34,450 35,308 36,017  

公開件数 実績値 － － 12,297 13,212 14,039 14,668  

公開率 

計画値 － － 17.8% 17.8% 17.8% 17.8%  

実績値 － 17.8% 34.2% 33.4% 35.1% 36.4%  

達成度 － － 192.1% 187.6% 197.2% 204.5%  

所蔵作

品デー

タ等の

デジタ

ル化

（テキ

ストデ

ータ） 

デジタル

化件数 
実績値 － － 4,141 36,926 10,219 4,148  

デジタル

化累計 
実績値 － － 154,274 192,002 202,221 206,369  

公開件数 実績値 － － 33,382 36,876 38,046 38,488  

公開率 

計画値 － － 93.9% 93.9% 93.9% 93.9%  

実績値 － 93.9% 93.0% 93.2% 95.3% 95.4%  

達成度 － － 99.0% 99.3% 101.5% 101.6%  

※平成 26年度より法人ホームページのカウントをアクセス件数からページビュー件数に改めたため，平成 25年度以前と計画値が一致しない。  
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（３）美術に関する

情報の拠点として

の機能の向上 

国民の美術に関す

る理解促進に寄与

するため，国立美術

館に関する情報の

公開を進めるとと

もに，国内外の美術

に関する情報を収

集・提供し，美術に

関する情報拠点と

しての機能を高め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＩＣＴ（情報通

信技術）の技術の進

歩を踏まえた，より

（３）美術に関する

情報の拠点として

の機能の向上 

国立美術館として

美術に関する情報

の拠点としての機

能を向上させるた

め，国立美術館及び

各館のホームペー

ジの充実のほか，所

蔵作品に関する情

報や展覧会活動，そ

の他の活動状況を，

情報通信技術を活

用して積極的に広

く社会に紹介し，国

立美術館について

の理解を得るよう

取り組む。 

また，国内外の美術

に関する情報の収

集・提供・利用の促

進に取り組むとと

もに，国立美術館が

保有する所蔵作品

情報等について，関

係機関と連携協力

し，検索できる環境

を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① ＩＣＴ（情報通

信技術）を活用した

展覧会情報や調査

＜主な定量的指標＞ 

・ホームページアクセ

ス件数合計 

・図書室利用者数 

・デジタル化した所蔵

作品データの公開率

（画像データ・テキ

ストデータ） 

＜その他の指標＞ 

・図書資料収集件数 

・図書資料累計件数 

・所蔵作品データのデ

ジタル化件数（画像

データ・テキストデ

ータ） 

・所蔵作品データのデ

ジタル化累計（画像

データ・テキストデ

ータ） 

・デジタル化した所蔵

作品データの公開件

数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 国立美術館に関す

る情報を広く社会に

紹介し，国立美術館

についての理解を得

るよう，以下のこと

に取り組んだか。 

また，国内外の美

術に関する情報の収

集・提供・利用の促

進に取り組むととも

に，国立美術館が保

有する所蔵作品情報

等について，関係機

関と連携協力し，検

索できる環境を構築

したか。 

 

 

・ ＩＣＴ（情報通信

技術）を活用した

展覧会情報や調査

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（３）美術に関する情報の拠点としての機

能の向上 

① 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した展

覧会情報や調査研究成果などの公表等 

② 美術情報の収集，記録の作成・蓄積，

デジタル化，レファレンス機能の充実 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 情報通信技術（ICT）を活用した展覧

会情報や調査研究成果などの公表等 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページのアクセス件数は，目標数

を大きく上回っており，展覧会情報や調査

研究成果などの公表も引き続き積極的に
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よい情報発信機能

の充実を図ること。

なお，ホームページ

については，アクセ

ス件数の目標を設

定し，その達成に努

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果などの公

表等の積極的な情

報発信やホームペ

ージの充実を図り，

ホームページのア

クセス件数の年間

の平均が，前中期目

標期間の年間平均

を上回る実績とな

るよう取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究成果などの公

表等の積極的な情

報発信やホームペ

ージの充実を図

り，ホームページ

のアクセス件数の

年間の平均が，前

中期目標期間の年

間平均を上回る実

績となるよう取り

組んだか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームページアクセス（ページビュー）

件数 

目標達成度：第 3期平均 152.2％ 

 

※平成 26年度より法人ホームページの

カウントをアクセス件数からページ

ビュー件数に改めたため，第 3期 4

年間の実績値の平均値は算出しない。 

（参考：平成 23～25年度平均実績値 

60,944,814件［目標達成度 153.4％］） 

 

１ 展覧会情報や調査研究成果などを主

としてホームページにより積極的に発

信した。 

 

２ 法人本部においては，国立美術館キャ

ンパスメンバーズ制度，国立美術館巡回

展など国立美術館で実施している事業

のほか，業務・財務に関する情報，公開

情報などを積極的に公表した。 

 

３ 第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館） 

・欧米主要美術図書館横断検索システム

「artlibraries.net」へ参加（国立西洋

美術館も同時参加，平成 25年度） 

・サイト構成及びデザイン等における大規

模リニューアル実施のため，ホームペー

ジ全体の全館的な全面改修を実施（平成

26年度） 

 

（国立西洋美術館） 

・「artlibraries.net」の後継システム「ア

ート・ディスカバリー・グループ目録」

に日本の美術館として唯一参加を実現

（平成 26年度） 

 

（国立新美術館） 

・展覧会情報検索サービス「アートコモン

ズ」における，日本全国の展覧会情報の

収集及び発信の強化 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（３）-①情報通信技術（ICT）

を活用した展覧会情報や調査研究成果

などの公表等」を参照。 

 

 

 

実施している。また，平成 25年度の東京

国立近代美術館と国立西洋美術館におけ

る「artlibraries.net」との連携開始や，

平成 26年度の国立西洋美術館の「アー

ト・ディスカバリー・グループ目録」参加

開始は，情報発信力の強化，国際的な認知

度の向上という意味において大きな前進

である。 
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② 国内外の美術に

関する情報の収集，

記録の作成・蓄積及

びデジタル化を進

めるとともに，レフ

ァレンス機能を充

実させること。 

②-1 美術史その他

の関連諸学に関す

る基礎資料，国内外

の美術館や展覧会

に関する情報及び

資料を収集し，展覧

会活動の推進に役

立てるとともに，図

書室等において芸

術文化に関する情

報サービスを広く

提供し，その利用者

数が前中期目標期

間の年間平均（新規

開館により利用者

が著しく増加した

年度の実績を除く）

を上回るよう取り

組む。 

 

②-2 所蔵作品デー

タ，所蔵資料データ

のデジタル化を一

層推進し，ネットワ

ークを通じてより

良質で多様なコン

テンツの提供を進

める。特に，各館に

おけるナショナル

コレクションを広

く周知するため，所

蔵作品総合検索シ

ステムの充実を図

ることとし，各年度

末における掲載作

品数（全所蔵作品数

に占める掲載件数）

の割合が，前中期目

標期間の年間平均

を上回るよう取り

組む。 

 

②-3 国立美術館全

体の機能として，ネ

ットワーク共有を

前提とするＩＤＣ

（インフォメーシ

ョンデータセンタ

ー）を確立し，美術

・ 美術史その他の関連

諸学に関する基礎資

料，国内外の美術館

や展覧会に関する情

報及び資料を収集

し，展覧会活動の推

進に役立てるととも

に，図書室等におい

て芸術文化に関する

情報サービスを広く

提供し，その利用者

数が前中期目標期間

の年間平均（新規開

館により利用者が著

しく増加した年度の

実績を除く）を上回

るよう取り組んだ

か。 

 

 

・ 所蔵作品データ，所

蔵資料データのデジ

タル化を一層推進

し，ネットワークを

通じてより良質で多

様なコンテンツの提

供を進める。特に，

各館におけるナショ

ナルコレクションを

広く周知するため，

所蔵作品総合検索シ

ステムの充実を図る

こととし，各年度末

における掲載作品数

（全所蔵作品数に占

める掲載件数）の割

合が，前中期目標期

間の年間平均を上回

るよう取り組んだ

か。 

 

 

・ 国立美術館全体の機

能として，ネットワ

ーク共有を前提とす

るＩＤＣ（インフォ

メーションデータセ

ンター）を確立し，

美術館における情報

② 美術情報の収集，記録の作成・蓄積，

デジタル化，レファレンス機能の充実 

 

１ 各館において，国内外の近現代美術や

西洋美術に関連する図書資料等を継続

的に収集するとともに，情報資料室や美

術図書室等において公開した。 

 

＜図書資料等の収集＞ 

・第 3期の平均収集件数 

約 18,476冊／年 

・累計件数 

449,190冊（平成 26年度末） 

 

＜図書室利用者＞ 

・第 3期の平均実績 

約 30,615人／年 

・第 3期の目標 

51,314人／年 

・目標達成率 

59.7％ 

 

２ 国立美術館 4館の所蔵作品をジャン

ル別，作家，作品名などから検索できる

所蔵作品総合目録検索システムについ

ては，平成 26年度末において掲載作品

数が 38,488件（全所蔵作品の 95.4%［目

標値 93.9%］），うち画像については計画

的に著作者等の許諾作業をすすめ

14,668 件（全所蔵作品の 36.4%［目標

値 17.8%］）となっている。 

 

３ その他，第 3期における特徴的な取組 

（本部） 

・平成 26年 6月に策定した「国立美術館

のデータベース作成と公開の指針」にも

とづき「国立美術館データベース作成と

公開に関する WG」を設置し，各館の課題

の整理と今後の事業について協議を開

始（平成 26年度） 

 

（東京国立近代美術館） 

・60周年事業の一環として，60年史のデ

ータ集成・編集作業及びミュージアム・

アーカイブの整備を進め，『東京国立近

代美術館60年史』の刊行（平成24年度），

ホームページ上における検索システム

「企画展出品作家総索引（和・欧）」の

公開（平成 25年度）等を実施 

美術情報等の基礎資料の収集，デジタル

化等については，各館とも着実に進捗して

おり，公開率についても目標を達成した。

また，フィルムセンターにおいては，フィ

ルム以外の映画関連資料のデジタル化も

着実に進捗している。 

図書室利用者数については，各年度目標

値を下回ったが，これは，国立新美術館の

新規開設時に利用者が著しく増加したこ

とが目標値を高く押し上げていることに

起因している。それでも平成 26年度は達

成率が 70％を上回る結果となり，図書室

の利用促進に対する取組が効果を見せて

いる。 

さらに，５館全体における情報ネットワ

ーク構築も継続して実施することができ

た。 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

近年，各方面で日本国内にある美術品の

データベース化の必要性が指摘されてい

る。国立美術館は，古代から現代までの西

洋美術及び日本近・現代美術の作品を所蔵

する組織として，所蔵作品及び関連の資料

を体系的にデータベース化し発信してき

た。平成 26年度には，その取組をさらに

進めるため，理事長のリーダーシップのも

と「国立美術館のデータベース作成と公開

に関するＷＧ」を設置し，所蔵作品・資料

をデータベース化し国内外に発信すると

ともに，関連の資料を積極的に収集し，日

本・アジアにおいては西洋美術の，世界に

おいては日本近・現代美術の研究の中心と

なることを目指して検討を始めた。人材や

予算確保などの問題はあるが，国内外の美

術関係者にとってきわめて重要な取組で

あり，引き続き検討を進めていく。 
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館における情報技

術の活用策を積極

的に開発しながら，

その知見を広く共

有化することに取

り組む。 

技術の活用策を積極

的に開発しながら，

その知見を広く共有

化することに取り組

んだか。 

 

（国立西洋美術館） 

・記録や写真等のアーカイブ資料も含む

「所蔵作品ファイル」の公開体制を他機

関に先駆けて整備（平成 26年度） 

 

（国立新美術館） 

・別館 1階に「アートライブラリー別館閲

覧室」を開室（平成 25年度） 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（３）-②美術情報の収集，記

録の作成・蓄積，デジタル化，レファレ

ンス機能の充実」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－４ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（４）教育普及活動の実施状況 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第５号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

幅広い

学習機

会の提

供（講

演会，

ｷﾞｬﾗﾘｰ

ﾄｰｸ，ｱ

ｰﾃｨｽﾄ･

ﾄｰｸ等） 

実施回数 実績値 － － 671 676 1,300 1,354  予算額（千円） － － － －  

参加者数 

計画値 － － 44,847 44,847 44,847 44,847  決算額（百万円） 1,229 1,127 1,049 1,138  

実績値 － 44,847 51,653 74,251 61,274 71,357  

経常費用（千円） － － － －  

達成度 － － 115.2% 165.6% 136.6% 159.1%  

ボラン

ティア

による

教育普

及事業 

事業参加

者数 
実績値 － － 12,385 11,108 21,339 25,885  経常利益（千円） － － － －  

ボランテ

ィア登録

者数 

実績値 － － 252 279 252 262  行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

ボランテ

ィア参加

者数 

実績値 － － 1,528 1,484 1,468 1,749  

従事人員数（人） 11 12 11 11  

１）決算額は損益計算書 教育普及事業費を計上している。 

２）従事人員数は，教育普及事業を担当するすべての研究職員数を計上してい

る。その際，役員及び事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（４）国民の美的感

性の育成 

美術作品や作家に

ついての理解を深

め，鑑賞者の美的感

性の育成に資する

よう，国立美術館に

おける美術教育に

関する調査研究の

成果を踏まえ，ギャ

ラリートーク，ワー

クショップ等に取

り組むこと。 

 

 

① 学校や社会教育

施設等との連携に

より，子どもから高

齢者までを対象と

した幅広い学習機

会を提供すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）国民の美的感

性の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 国立美術館にお

ける美術教育に関

する調査研究の成

果を踏まえ，学校や

社会教育施設等と

の連携強化により，

子どもから高齢者

までを対象とした

幅広い学習機会を

提供し，各館の年間

の平均参加者数が

前中期目標期間の

年間平均の実績を

上回るよう，それら

の参加者数の増加

に積極的に取り組

む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・教育普及事業参加者

数 

＜その他の指標＞ 

・教育普及事業実施回

数 

・ボランティアによる

教育普及事業参加者

数 

・ボランティア登録者

数 

・ボランティア参加者

数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 国立美術館におけ

る美術教育に関する

調査研究の成果を踏

まえ，学校や社会教

育施設等との連携強

化により，子どもか

ら高齢者までを対象

とした幅広い学習機

会を提供し，各館の

年間の平均参加者数

が前中期目標期間の

年間平均の実績を上

回るよう，それらの

参加者数の増加に積

極的に取り組んだ

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（４）国民の美的感性の育成 

① 幅広い学習機会の提供 

② ボランティアや支援団体の育成等に

よる教育普及事業 

③ 映画フィルム・資料を活用した教育普

及活動 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

① 幅広い学習機会の提供（講演会，ギャ

ラリートーク，アーティスト・トーク等） 

 

１ 美術館における教育普及事業の重要

性に鑑み，調査研究の成果に基づき，展

覧会に合わせた講演会やシンポジウム

等のほか，各館とも様々な機会をとらえ

て美術の理解の促進・普及を目的とした

取組を実施している。 

 

・第 3期の平均実施回数 

約 1,000回／年 

・第 3期の平均参加者数 

約 64,634人／年 

・第 3期の目標参加者数 

44,847人 

・目標達成率 

144.1％ 

 

２ 第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館） 

・閉館期間を利用し，企画展ギャラリー内

でコンサートやパフォーマンスを実施

する特別プログラム「Concerto Museo/ 

絵と音の対話」「14の夕べ」を開催（平

成 24年度） 

 

（京都国立近代美術館） 

・若い世代を対象とした「平成 26年度学

習支援事業 10代のためのプロジェク

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

国立美術館においては，鑑賞者が美術作

品や作家についての理解を深めることが

できるよう様々な取組を継続的に実施し

ている。特に，各館における児童生徒に向

けたきめ細かい教育的配慮，また教職員対

象の取組やアーティストのワークショッ

プは大きな成果をあげている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ボランティアや

支援団体を育成し，

相互の協力により

美術館における教

育普及事業の充実

を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ボランティアや

支援団体の育成と

相互協力による教

育普及事業の充実

を図る。また，ボラ

ンティアの参加人

数及び活動日数の

増加に積極的に取

り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ボランティアや支

援団体の育成と相互

協力による教育普及

事業の充実を図った

か。また，ボランテ

ィアの参加人数及び

活動日数の増加に積

極的に取り組んだ

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ト「美術館の放課後」」を実施（平成 26

年度） 

 

（国立西洋美術館） 

・平成 22年度に実施できなかった「ファ

ン・ウィズ・コレクション」及び「ファ

ン・デー」を復活させ，所蔵作品展・企

画展に関連したプログラムを実施する

など，毎年内容を工夫 

 

（国立国際美術館） 

・小・中・高・特別支援学校の教員・職員

等を対象に，美術館の活用法や子供によ

る鑑賞の取り組みについて討議・情報交

換する場として，「先生のための鑑賞ミ

ーティング」を開催（平成 23年度） 

 

（国立新美術館） 

・未就学児を対象にしたワークショップ

「はじめてのアート」を開催（平成 24，

25，26年度） 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（４）-① 幅広い学習機会の提

供」を参照。 

 

 

② ボランティアや支援団体の育成等に

よる教育普及事業 

 

１ 国立美術館全体として人員等が限ら

れている中で，特に教育普及事業におけ

るボランティアの存在は大きく，各館と

も，各館の現状等を踏まえつつ，ボラン

ティアの養成や能力の向上を図りなが

ら，その活用を推進している。 

 

＜ボランティアによる教育普及事業＞ 

・ボランティア登録者数 

第 3期平均 約 262名／年 

・ボランティア参加者数 

第 3期平均 約 1,557名／年 

・事業参加者数 

第 3期平均 約 17,679名／年 

 

２ 第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館） 

・本館において，ガイドスタッフのフォロ

ーアップ研修として，研究員や外部講師

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアや支援団体による教育普

及事業については，毎年度安定した活動を

行っている。また，東京国立近代美術館や

国立西洋美術館では，ボランティア・スタ

ッフを主体とした事業を実施することに

よって，その育成にも大きく寄与した。企

業との連携についても，コンサートの開催

等，引き続き多彩な事業を実施した。 
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③ フィルムセンタ

ーにおいては，映画

フィルム等の所蔵

作品の活用を図っ

た教育普及機能の

充実を図ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 映画フィルム・

資料の所蔵作品を

活用し，児童生徒を

対象とした「こども

映画館」の開催やジ

ュニアセルフガイ

ドの作成など教育

普及活動に積極的

に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 映画フィルム・資料

の所蔵作品を活用

し，児童生徒を対象

とした「こども映画

館」の開催やジュニ

アセルフガイドの作

成など教育普及活動

に積極的に取り組ん

だか。 

によるレクチャーを年 2回実施（平成

24，25，26年度） 

・工芸館において，ボランティアの新規募

集を行い，14日間 70時間に亘る養成研

修を実施（平成 25年度） 

 

（京都国立近代美術館） 

・京都市博物館ふれあいボランティア「虹

の会」からボランティアを受け入れ，来

館者アンケート調査の回収・集計業務に

従事することを通じて，ボランティアの

経験，知識の向上等に協力 

 

（国立西洋美術館） 

・通常の活動のほか，ボランティア・スタ

ッフが独自に企画・実施する「立ち寄り

プログラム」を「指輪展」と「美術館で

クリスマス」の二つにおいて試行的に実

施（平成 26年度） 

 

（国立国際美術館） 

・学生ボランティアを広く募り，図書資料

等の整理等，美術館運営の補助業務に従

事することを通じて，美術館活動に接す

る機会を提供 

 

（国立新美術館） 

・学生ボランティア「サポートスタッフ」

が，講演会やシンポジウム，ワークショ

ップ，コンサートの運営補助，広報事業

の補助などを担当 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（４）-②ボランティアや支援

団体の育成等による教育普及事業」を参

照。 

 

 

③ 映画フィルム・資料を活用した教育普

及活動 

＜第 3期における特徴的な取組＞ 

・フィルムセンターと京都国立近代美術館

の共同主催による「NFC 所蔵作品選集 

MoMAK Films@home」の継続開催及び内容

の拡充 

―上映作品の監督によるアフタート

ークを実施（平成 25年度） 

―「チェコの映画ポスター テリー・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルムセンターの「こども映画館」等

のほか，関西におけるフィルムセンター所

蔵作品の定期的な上映等により，鑑賞機会

の拡大，映画文化の普及に積極的に取り組

んだ。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

美術館が，広く国民に，特に子どもたち

にとって身近な存在であろうとするため
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 ポスター・コレクションより」展の

関連企画としてチェコセンター前

所長による講演会の実施（平成 26

年度） 

 

・国立国際美術館における年 2回の「中之

島映像劇場」の継続開催（うち 1回は東

京国立近代美術館フィルムセンターと

の共同主催） 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（３）-③映画フィルム・資料

を活用した教育普及活動」を参照。 

 

 

には，各館それぞれが工夫したプログラム

を実施し，美術に親しみを持ってもらう努

力を続けなければならない。各館において

今後も継続的に優れた取組を実施してい

く。 

 

４．その他参考情報 

 特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－５ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（５）調査研究の実施状況 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第３号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

 

         予算額（千円） － － － －  

         決算額（百万円） 318 324 280 370  

         経常費用（千円） － － － －  

         経常利益（千円） － － － －  

          行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

          

従事人員数（人） 57 54 50 50  

１）決算額は損益計算書 調査研究事業費を計上している。 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事

務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（５）調査研究成

果の反映 

展示，教育普及活

動その他の美術館

活動を行うために

必要な調査研究を

計画的に行い，そ

の成果を国立美術

館の業務の充実，

文化の振興に反映

させること。 

（５）調査研究成

果の反映 

各館の役割・任務

に従い，展覧会開

催のための調査研

究，教育普及活動

のための調査研

究，情報の収集・

提供のための調査

研究等を，外部資

金の活用を含めて

計画的に実施し，

これらの成果を確

実に美術館活動に

反映させる。なお，

実施に当たって

は，国内外の博物

館・美術館及び大

学等の機関との連

携協力を図り，調

査研究成果の共有

を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

○ 各館の役割・任務

に従い，展覧会開

催のための調査研

究，教育普及活動

のための調査研

究，情報の収集・

提供のための調査

研究等を，外部資

金の活用を含めて

計画的に実施し，

これらの成果を確

実に美術館活動に

反映させたか。な

お，実施に当たっ

ては，国内外の博

物館・美術館及び

大学等の機関との

連携協力を図り，

調査研究成果の共

有を図ったか。 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

１美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展

開 

（５）調査研究成果の美術館活動への反映 

① 調査研究一覧 

② 展覧会カタログの執筆 

③ 研究紀要の執筆 

④ 館ニュース等の執筆 

２我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・

通史的に提示し得るナショナルコレクションの形

成・継承 

（２）国内外の美術館等との連携 

① シンポジウムの開催等による国内外の優れた

研究者等との人的ネットワークの構築 

② 我が国の作家，美術作品による展覧会開催のた

めの海外の美術館との連携・協力 

③ その他海外の美術館との連携・協力 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

（５）調査研究成果の美術館活動への反映 

 

各館ともに，展覧会の開催（所蔵作品展を含む。）

の開催，教育普及活動等のための調査研究を積極的

に行い，成果を美術館活動へ反映させている。 

 

① 調査研究 

・調査研究数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 10 9 15 15 

工芸館 13 7 7 10 

フィルムセンター 14 13 17 20 

京都国立近代美術館 11 13 12 17 

国立西洋美術館 14 16 23 19 

国立国際美術館 10 21 13 10 

国立新美術館 14 16 14 14 

計 86 95 101 105 

※詳細は各年度実績報告書の「Ⅰ-１-（５）-①調

査研究一覧」の一覧表を参照。 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

例えば，平成 26年度の「菱田春草展」

（東京国立近代美術館）の開催に当たっ

ては，今後の菱田春草研究の礎とし，さ

らには広く近代日本画の研究に寄与さ

せるべく，公益財団法人からの助成を受

けて色材の科学調査などの調査研究を

他機関と連携して実施し，その成果を十

分に反映した展覧会とするなど，外部資

金の活用，他機関との連携を含めて，展

覧会の開催，教育普及活動等のための調

査研究等を着実に実施している。 
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② 展覧会カタログの執筆 

・執筆数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 6 11 6 9 

工芸館 8 3 10 13 

フィルムセンター 3 0 1 4 

京都国立近代美術館 15 7 13 14 

国立西洋美術館 5 7 7 9 

国立国際美術館 4 20 12 4 

国立新美術館 7 16 16 13 

計 48 64 65 66 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-１-（５）-②展覧

会カタログの執筆」の一覧表を参照。 

 

③ 研究紀要の執筆 

・執筆数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 2 1 5 2 

工芸館 0 2 2 0 

フィルムセンター 1 3 2 2 

京都国立近代美術館 10 1 4 - 

国立西洋美術館 3 3 4 3 

国立国際美術館 - - - - 

国立新美術館 - - - 15 

計 16 10 17 22 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-１-（５）-③研究

紀要の執筆」の一覧表を参照。 

 

④ 館ニュース等の執筆 

・執筆数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 12 32 11 11 

工芸館 10 9 6 11 

フィルムセンター 16 12 17 19 

京都国立近代美術館 3 0 0 7 

国立西洋美術館 11 10 10 11 

国立国際美術館 14 13 15 13 

国立新美術館 4 4 18 0 

計 70 80 77 72 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-１-（５）-④館ニ

ュース等の執筆」の一覧表を参照。 
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（２）国内外の美術館等との連携 

① シンポジウムの開催等による国内外の優れた

研究者等との人的ネットワークの構築 

・開催数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 2 2 1 6 

工芸館 0 1 1 1 

フィルムセンター 1 1 1 1 

京都国立近代美術館 2 1 2 3 

国立西洋美術館 2 2 1 4 

国立国際美術館 2 2 4 1 

国立新美術館 5 3 2 3 

計 14 12 12 14 

※平成 26年度については，東近美・本館，東近美・

工芸館及び西美に同じシンポジウムがそれぞれ計

上されているため，単純な合計と「計」は一致し

ない。 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（２）-①シン

ポジウムの開催等による国内外の優れた研究者

等との人的ネットワークの構築」を参照。 

 

② 我が国の作家，美術作品による展覧会開催のた

めの海外の美術館との連携・協力 

③ その他海外の美術館との連携・協力 

 

１ 国立美術館として，ICOM年次会合，アジア・ヨ

ーロッパ博物館ネットワーク（Asia-Europe 

Museum Network, ASEMUS）等の国際会議へ出席し

た。また，日豪美術館学芸員交流プログラムとし

て，隔年でオーストラリアの学芸員の招へい及び

国立美術館所属の学芸員の渡豪による交流事業

を実施した。 

 

２ その他，第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館本館） 

・第 55回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展に

おいて，藏屋美香（美術課長）が「キュレーター」

として参加した田中功起の日本館での個展

「abstract speaking - sharing uncertainty and 

collective acts」が特別表彰を受賞（平成 25年

度） 

 

（東京国立近代美術館工芸館） 

・文化庁，フィレンツェ国立美術監督局（イタリア）

との共同主催で，ピッティ宮殿の「白の間」にお

いて「日本の技と美―近現代工芸の精華―」展を

開催（平成 24年度） 

 

各館において，海外の美術館における

展覧会等に対する出品協力，企画協力が

積極的に実施された。 

国際博物館会議（ICOM）やアジア・ヨー

ロッパ博物館ネットワーク（ASEMUS)等

へも，引き続き積極的に参加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

各館の研究員の業務が過重負担の領域

に達しているため難しいが，国立美術館

における調査研究の充実を図るため，今

後も科学研究費補助金や公益財団法人

の助成等，外部研究資金の計画的な獲得

に努めたい。 
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（フィルムセンター） 

・チネチカ・デ・フリウリ（イタリア）との共同主

催した第 30回ポルデノーネ無声映画祭「アニメ

の誕生―日本アニメーション映画の先駆者たち」

において，日本の初期アニメーション映画を全 2

番組 25作品の構成で紹介（平成 23年度） 

 

（京都国立近代美術館） 

・国際交流基金との共同主催で，ローマ国立近代美

術館（イタリア）において「近代日本画と工芸の

流れ 1868-1945」展を開催（平成 24年度） 

 

（国立国際美術館） 

・ダラス美術館及ヒューストン美術館（アメリカ）

で開催された「アクションと未知の間で―白髪一

雄と元永定正」展に重要作品を貸与（平成 26年

度） 

 

（国立新美術館） 

・平成 27年 6月開催の「ニッポンのマンガ＊アニ

メ＊ゲーム」展を海外に巡回させることを決定

し，海外の美術館や文化機関と連携について協議

（平成 26年度） 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-

（２）-②我が国の作家，美術作品による展覧会

開催のための海外の美術館との連携・協力」を参

照。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１－６ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．美術振興の中心的拠点としての多彩な活動の展開 
（６）観覧環境の提供 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第５号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

キャンパスメンバーズ

制度の実施 

メンバー校数 実績値 － － 70 78 77 80  予算額（千円） － － － －  

利用者数 実績値 － － 85,181 76,180 89,192 76,675  決算額（百万円） 1,698 1,947 1,653 1,815  

          経常費用（千円） － － － －  

          経常利益（千円） － － － －  

          行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

          

従事人員数（人） 69 64 61 61  

１）決算額は損益計算書 展覧事業費を計上している。（本項目は展覧事業費の

一部であり，個別に計上できないため，展覧事業費全額を計上している。） 

２）従事人員数は，すべての研究職員数及び事業担当事務職員を計上している。

その際，役員及び事業担当を除く事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（６）快適な観覧環

境の提供 

国民に親しまれ

る美術館を目指し，

入館者の立場に立

った観覧環境の整

備や利用者の要望

を踏まえた管理運

営を行い，入館者の

期待に応えること。 

 

 

① 高齢者，障害者，

外国人等を含めた

入館者本位の快適

な観覧環境を形成

すること。 

 

② 入場料金及び開

館時間の弾力化な

ど，利用者の要望や

利用形態等を踏ま

えた管理運営を行

うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ミュージアムシ

ョップやレストラ

ン等のサービスの

充実を図ること。 

 

（６）快適な観覧環

境の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-1 高齢者，障害

者，外国人等を含め

た入館者本位の快

適な鑑賞環境の形

成のために展示方

法・外国語表示・動

線等の改善，施設整

備の計画的な実施

に取り組む。 

 

①-2 展示や解説パ

ネルを工夫すると

ともに，音声ガイド

等を導入するなど，

鑑賞しやすさ，理解

のしやすさに取り

組む。 

 

② 入館者を対象と

する満足度調査を

定期的に実施し，入

場料金及び開館時

間の弾力化などの

管理運営の改善に

取り組む。 

 

③ 入館者にとって

快適な空間となる

よう，利用者ニーズ

を踏まえてミュー

ジアムショップや

レストラン等の充

実を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

・キャンパスメンバー

ズ制度におけるメン

バー校数及び利用者

数 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

○ 高齢者，身体障害

者，外国人等を含め

た入館者本位の快適

な鑑賞環境の形成の

ために展示方法・外

国語表示・動線等の

改善，施設整備の計

画的な実施に取り組

んだか。 

 

○ 展示や解説パネル

を工夫するととも

に，音声ガイド等を

導入するなど，鑑賞

しやすさ，理解のし

やすさに取り組んだ

か。 

 

○ 入館者を対象とす

る満足度調査を定期

的に実施し，入場料

金及び開館時間の弾

力化などの管理運営

の改善に取り組んだ

か。 

 

○ 入館者にとって快

適な空間となるよ

う，利用者ニーズを

踏まえてミュージア

ムショップやレスト

ラン等の充実を図っ

たか。 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（６）快適な観覧環境の提供 

① 高齢者，身体障害者，外国人等への対

応 

② 展示，解説の工夫と音声ガイドの導入 

③ 入場料金，開館時間等の弾力化 

④ キャンパスメンバーズ制度の実施 

⑤ ミュージアムショップ，レストラン等

の充実 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

１ 国立美術館として高校生及び 18 歳未

満の者の観覧料の無料化（共催展を除

く。）を実施するとともに，文化の日の

無料観覧，夜間・休館日の開館，身体障

害者用トイレやオストメイトの設置，Ａ

ＥＤの設置，多言語による館案内表示の

設置など，各館ともに，入場料・開館時

間等の弾力化，高齢者・身体障害者・外

国人等への対応など快適な観覧環境の

提供に努めた。 

 

２ 第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館） 

・本館において，所蔵作品展の音声ガイド

を 2カ国（日本語・英語）で提供（平成

23年度より） 

・工芸館において，英語による作品解説「タ

ッチ＆トーク」を開催 

 

（京都国立近代美術館） 

・館内改修工事に伴い，館内サインを一新

したほか，インフォメーションに簡易筆

談器を設置（平成 25年度） 

 

（国立西洋美術館） 

・共催展「プラド美術館所蔵 ゴヤ 光と

影」が政府補償制度の適用第１号となっ

たことを受け，国民への還元策として

15日間高校生入場料無料化を実施（平

成 23年度） 

 

（国立国際美術館） 

・近隣ホテルと提携を強化し，ホテル利用

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

国立美術館においては，企業との共同に

よる障がい者特別内覧会，多言語による各

種案内などの高齢者・障害者・外国人等へ

の対応，展示・解説の工夫と音声ガイドの

導入，入場料金・開館時間等の弾力化，キ

ャンパスメンバーズ制度の実施，ミュージ

アムショップ・レストラン等の充実など，

快適な観覧環境を提供するための様々な

取組が継続的に行われている。 

  

 

 

＜課題と対応＞ 

快適な観覧環境は，観覧者が美術に親し

む上で欠かすことのできないものである。

そのために今後もより一層快適な観覧環

境とするための継続的な取組をしていく。

また，2020 年のオリンピック・パラリン

ピックは，外国人向けの展示環境を充実さ

せるためのよい機会であり，主要諸外国語

での案内や解説，ホームページの整備など

を検討していく。 
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者に対する観覧料割引や国立国際美術

館観覧券付き宿泊プラン等を実施（平成

26年度） 

 

（国立新美術館） 

・無線アクセスポイント（Wi-Fi）の試験

運用を 1階ロビーにて開始（平成 26年

度） 

 

３ また，国立美術館として，大学，短期

大学，高等専門学校，専修学校を対象と

した会員制度「国立美術館キャンパスメ

ンバーズ」を平成18年12月に発足させ，

所蔵作品展の無料観覧，特別展及び共催

展等を割引料金で観覧できるようにす

るなどした。 

 

４ ミュージアムショップについては，所

蔵作品の図版を使用したポストカード

や図柄を活用したオリジナルグッズの

開発に努め，ホームページにおいて展覧

会図録やグッズの情報を紹介するなど

の広報宣伝を行った。また，レストラン

については，企画展にちなんだ特別メニ

ュー等を提供した。 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-１-（６）快適な観覧環境の提供」

を参照。 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－１ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示しうるナショナルコレクションの形成・継承 
（１）収蔵品の収集 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

美

術

作

品

の

収

集 

購入点数 実績値 － － 674 311 208 104  予算額（千円） － － － －  

購入金額（千円） 実績値 － － 1,382,245 2,037,301 3,040,228 3,797,621  決算額（百万円） 1,668 2,985 3,402 4,170  

寄贈点数 実績値 － － 1,213 1,451 165 301  経常費用（千円） － － － －  

年度末所蔵作品

数 
実績値 － － 35,913 39,570 39,943 40,348  経常利益（千円） － － － －  

年度末寄託点数 実績値 － － 1,315 1,416 1,422 1,534  行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

映

画

フ

ィ

ル

ム

の

収

集 

購入本数 実績値 － － 291 247 297 304  従事人員数（人） 49 47 44 45  

購入金額（千円） 実績値 － － 274,662 114,092 322,979 313,094  １）決算額は固定資産の取得，処分，減価償却費及び減損損失累計額の明細に

おける美術工芸品の当期増加額から寄贈による資産の取得額を減じた額を

計上している。 

２）従事人員数は，国立新美術館を除くすべての研究職員数を計上している。

その際，役員及び事務職員は勘案していない。 

寄贈本数 実績値 － － 1,479 1,523 4,706 3,348  

年度末所蔵本数 実績値 － － 65,517 67,287 72,290 75,942  

年度末寄託品本

数 
実績値 － － 8,018 8,018 8,018 8,018  
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

２ 我が国の近・現

代美術及び海外の

美術を体系的・通史

的に提示し得るナ

ショナルコレクシ

ョンの形成・継承 

国立美術館は，我

が国唯一の国立の

美術館として，我が

国の近・現代美術及

び海外の美術を体

系的・通史的に提示

し得るナショナル

コレクションを形

成し，海外の主要な

美術館と交流する

とともに，これらの

貴重な国民的財産

を適切に保存・管理

し，確実に後世に伝

え，継承していくこ

とが必要である。こ

のため，国立美術館

は，コレクションの

充実を図るととも

に，作品の保管環境

の充実に努めるこ

ととする。 

 

（１）美術作品の動

向に関する情報収

集能力と収集の機

動性を高めるとと

もに，国立美術館の

役割に即した収集

方針を定め，これに

基づき，計画的かつ

適時適切な購入と

寄贈・寄託の受入れ

を進め，体系的・通

史的にバランスの

とれた所蔵作品の

充実を図ること。 

２ 我が国の近・現

代美術及び海外の

美術を体系的・通史

的に提示し得るナ

ショナルコレクシ

ョンの形成・継承 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)-1 国民に対し

て多様な鑑賞機会

を提供するととも

に，国内外の美術館

活動の活性化に資

するため，各種制度

を有効に活用し，ナ

ショナルコレクシ

ョンの形成を図る。

その際の各館の役

割・任務に沿った収

集方針は，次に掲げ

るとおりとし，その

収集方針に沿って，

体系的・通史的にバ

ランスのとれた所

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

・美術作品購入点数，

映画フィルム購入本

数 

・美術作品購入金額，

映画フィルム購入金

額 

・美術作品寄贈点数，

映画フィルム寄贈本

数 

・美術作品年度末所蔵

作品数，映画フィル

ム年度末所蔵本数 

・美術作品年度末寄託

点数，映画フィルム

年度末寄託本数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○ 各館の収集方針に

沿って，体系的・通

史的にバランスのと

れた所蔵作品の蓄積

を図ったか。 

なお，美術作品の

収集に当たっては，

その美術史的価値や

意義等についての外

部有識者の意見等を

踏まえ，適宜適切な

購入を図ったか。 

また，収集活動を

適時適切に行うため

に，美術作品の動向

に関する情報の入手

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

２ 我が国の近・現代美術及び海外の美術

を体系的・通史的に提示しうるナショナル

コレクションの形成・継承 

（１）美術作品の収集 

 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）美術作品の収集 

＜美術品＞ 

・第 3期累計購入点数 

1,296点 

・第 3期累計寄贈点数 

3,130点 

・平成 26年度末所蔵作品数 

40,348点 

・平成 26年年度末寄託点数 

1,534点 

 

＜映画フィルム＞ 

・第 3期累計購入本数 

1,139本 

・第 3期累計寄贈本数 

11,056本 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収蔵品の収集については，購入，寄贈と

もに全体として，体系的・通史的にバラン

スのとれたコレクションの充実を図るこ

とができた。美術品では，美術史的価値の

高い作品を収蔵したほか，国内所蔵の作品

の海外流出も防ぐことができた。映画フィ

ルムでは，映画史的に貴重なコレクション

の充実を図ることができた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

収集した作品については，準備が整いし

だい積極的に公開することはもちろんの

こと，貸与についても可能な限り積極的に

進め，公私立美術館等との連携協力をます

ます強化していきたい。 
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蔵作品の蓄積を図

る。 

なお，美術作品の

収集に当たっては，

その美術史的価値

や意義等について

の外部有識者の意

見等を踏まえ，適宜

適切な購入を図る。 

また，収集活動を

適時適切に行うた

めに，美術作品の動

向に関する情報の

入手と機動性の向

上に取り組む。 

 (1)-2 所蔵作品の

体系的・通史的なバ

ランスの観点から

欠けている部分を

中心に，寄贈・寄託

品の受け入れを推

進するとともに，そ

の積極的活用に努

める。 

(1)-3 各館の収集

方針に則しつつ，緊

密な情報交換と連

携を図りながら，国

立美術館全体のコ

レクションの充実

を図る。 

 

 

と機動性の向上に取

り組んだか。 

 

○ 所蔵作品の体系

的・通史的なバラン

スの観点から欠けて

いる部分を中心に，

寄贈・寄託品の受け

入れを推進するとと

もに，その積極的活

用に努めたか。 

 

○ 各館の収集方針に

則しつつ，緊密な情

報交換と連携を図り

ながら，国立美術館

全体のコレクション

の充実を図ったか。 

・平成 26年年度末所蔵本数 

75,942本 

・平成 26年年度末寄託品本数 

8,018本 

 

１ 作品の収集は，各館の収集方針及び各

館の研究員による調査・研究活動を通じ

て収集するべき美術作品を検討した後，

外部の有識者による美術作品購入選考

委員会の審査を経た上で実施した。ま

た，学芸課長会議において，作品収集に

ついての情報交換を行っている。 

 

２ 平成 23 年度から継続的に予算措置

されている特別購入予算の使途につい

ては，海外への流出可能性など緊急度

の高さ，作品の品質と希少性等の観点

から，法人全体で協議している。平成

26 年度末までに法人全体で 34 件の作

品を購入した。 

 

※詳細は各年度実績報告「Ⅰ-２-（１）美

術作品の収集」を参照。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－２ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示しうるナショナルコレクションの形成・継承 
（２）収蔵品の保管・管理 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

         予算額（千円） － － － －  

         決算額（百万円） 386 364 398 490  

         経常費用（千円） － － － －  

         経常利益（千円） － － － －  

         行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

         従事人員数（人） 40 39 37 38  

         １）決算額は損益計算書 収集保管事業費を計上している。 

２）従事人員数は，収集保管業務に携わるすべての研究職員数を計上している。

その際，役員及び事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）収蔵庫等保存

施設の狭隘・老朽化

への対応を図り，所

蔵作品全体を適切

な保存と管理環境

下に置き，それらを

適切に保存・管理

し，確実に後世へ継

承すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)-1 国民共有の

貴重な財産である

美術作品を永く後

世に伝えるととも

に，展示等の美術館

活動の充実を図る

観点から，収蔵庫等

保存施設の狭隘・老

朽化への対応に積

極的に取り組む。そ

の際，各館における

対策はもとより，抜

本的な改善に向け

た今後の方策とし

て，各館で横断的に

活用が可能な形態

や方法についても，

既存の施設との連

携を図りながら，地

元自治体や関係機

関の協力を得て検

討を進める。 

 

(2)-2 環境整備及

び管理技術の向上

に取り組むととも

に，展示作品の防災

対策の推進・充実を

図る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

○ 国民共有の貴重な

財産である美術作品

を永く後世に伝える

とともに，展示等の

美術館活動の充実を

図る観点から，収蔵

庫等保存施設の狭

隘・老朽化への対応

に積極的に取り組ん

だか。その際，各館

における対策はもと

より，抜本的な改善

に向けた今後の方策

として，各館で横断

的に活用が可能な形

態や方法について

も，既存の施設との

連携を図りながら，

地元自治体や関係機

関の協力を得て検討

を進めたか。 

 

○ 環境整備及び管理

技術の向上に取り組

むとともに，展示作

品の防災対策の推

進・充実を図ったか。 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（２）収蔵庫等保存施設の狭隘・老朽化へ

の対応と適切な保存環境の整備等 

① 収蔵庫等の狭隘・老朽化への対応 

② 保存環境の整備等と防災対策の推

進・充実 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

（２）収蔵庫等保存施設の狭隘・老朽化へ

の対応と適切な保存環境の整備等 

 

＜平成 26年度末における各館の状況及び

対応＞ 

●東京国立近代美術館 

（本館） 

新・旧二つの収蔵庫ともに収納が限界

に達している状況が続いているが，民間

業者の倉庫を借り，一時的に保管してい

る。また，作品同士の間隔が充分に取れ

ないことから生ずる風通しの悪化と虫

害の発生を防ぐため，こまめな清掃を実

施した。 

（工芸館） 

収蔵庫 4室とも狭隘化が更に進行し，

収納が限界に達している状況が続いて

いるが，安全な保管状況を保つために最

低限のスペースを確保するなど工夫を

行っている。 

（フィルムセンター） 

現在ノンフィルム資料のうち紙素材

の資料は4階図書室と地下3階収蔵庫に

保管しているが，収蔵が限界に達しつつ

あるため，複本となった雑誌やプレスな

どは相模原分館の新収蔵庫への部分的

移転を行っている。また，映画人・映画

会社の旧蔵品である未整理の新規寄贈

資料も，同様に相模原分館への搬入を継

続している。 

 

●京都国立近代美術館 

収納が限界に達している状況が続い

ているが，収納できない作品について

は，民間業者の倉庫を借り，一時的に保

管している。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

収蔵品の保管・管理については，ほとん

どの館において収納が限界に達している

状況が続いているが，その状況下で国立美

術館としてできることを確実に実施する

ことにより，安全な保管・管理を保ってい

る。 

また，防災対策の推進・充実については，

引き続き適切な水準で防災対策に取り組

んでいる。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

国立美術館の収集活動は，その寄贈作品

数の多さにも特徴があるが，収蔵庫の狭隘

化ゆえに，寄贈の申し出があっても一部し

か受け入れられないケースがある。一部の

館の収蔵庫では，本来作品保管場所ではな

い場所にも作品が溢れ，収まらない作品群

が収蔵庫内の床を埋めていて通路を確保

することすらできなくなっているなど，ま

さに危機的な状況となっている。現在は，

その状況下で国立美術館としてできるこ

とを確実に実施することにより，安全な保

管・管理を保つことができているが，国民

の宝であるナショナルコレクションを適

切に保管するためにも，また，国立美術館

の収集活動に支障をきたすことで貴重な

作品が海外に流出することを防ぐために

も，国立美術館の収蔵庫の拡大は一時の猶

予も許さないほどに緊急の課題となって

いる。 
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●国立西洋美術館 

不具合により使用が出来なくなって

いた新館第一，二収蔵庫の絵画ラックに

ついて，引き続き調査と修繕を実施し

た。また，収蔵庫内の日常的な整理整頓

と，適正な温湿度管理，地震対策の徹底

に努めている。 

 

●国立国際美術館 

収納が限界に達している状況が続い

ているが，積み重ねることができる作品

をまとめて収納する，ラックの隙間を可

能な限り小さくする等，適切な保存環境

を維持するよう努めている。 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-２-（２）収蔵庫等保存施設の狭

隘・老朽化への対応と適切な保存環境の

整備等」を参照。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－３ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示しうるナショナルコレクションの形成・継承 
（３）収蔵品の修理 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第２号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

          予算額（千円） － － － －  

          決算額（百万円） 386 364 398 490  

          経常費用（千円） － － － －  

          経常利益（千円） － － － －  

          行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

          従事人員数（人） 49 47 44 45  

          １）決算額は損益計算書 収集保管事業費を計上している。（本項目は収集保

管事業費の一部であり，個別に計上できないため，収集保管事業費全額を

計上している。） 

２）従事人員数は，国立新美術館を除くすべての研究職員数を計上している。

その際，役員及び事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）所蔵作品につ

いての修理，修復の

計画的実施により

適切な保存・管理を

行い，適切に後世へ

継承すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）修理・修復に

関しては，各館の連

携を図りつつ，外部

の保存科学の専門

家等とも連携して，

所蔵作品の保存状

況を確実に把握し，

修理・修復の計画的

実施に取り組む。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

○ 各館の連携を図り

つつ，外部の保存科学

の専門家等とも連携し

て，所蔵作品の保存状

況を確実に把握し，修

理・修復の計画的実施

に取り組んだか。 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（３）所蔵作品の修理・修復 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

（３）所蔵作品の修理・修復 

 

１ 国立美術館では，外部の修復家等専門

家と連携しつつ，作品の修理等を実施し

ている。 

 

２ 平成 26年度には，初めて特別修復予

算が措置され，32件の修理・修復を実

施した。 

 

※各館の修理・修復実績については各年度

実績報告書「Ⅰ-２-（３）所蔵作品の修

理・修復」を参照 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国立美術館では，所蔵作品の修理・修復

については，外部の修復家等専門家と連携

しつつ，緊急性等に応じて適切に実施して

いる。 

平成 26 年度に措置された特別修復予算

では，いずれも長年の課題となっていた作

品等の修理・修復を行い，特別修復予算を

有効に活用している。 

 

 

＜課題と対応＞ 

国立美術館として専門修復家の業務を

保持・確立しえない体制が続いており，諸

外国のナショナル・ミュージアムに比して

ぜい弱であることから，専門技術者などの

人材の確保が求められる。また，映画フィ

ルムについても，デジタル化が進む中で，

フィルム保存，修理・修復の専門家育成の

問題は早急に検討すべき課題である。 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 

  



43 

 

様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－４ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．我が国の近・現代美術及び海外の美術を体系的・通史的に提示しうるナショナルコレクションの形成・継承 
（４）収集・保管のための調査研究 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第３号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

         予算額（千円） － － － －  

         決算額（百万円） 295 305 256 315  

         経常費用（千円） － － － －  

         経常利益（千円） － － － －  

         行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

         従事人員数（人） 49 47 44 45  

         １）決算額は損益計算書 調査研究事業費（国立新美術館を除く）を計上して

いる。（本項目は調査研究事業費の一部であり，個別に計上できないため，

収集・保管業務のない国立新美術館を除く，調査研究事業費全額を計上し

ている。） 

２）従事人員数は，国立新美術館を除くすべての研究職員数を計上している。

その際，役員及び事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

 

 

 

 

 

 

（４）収集・保管・

修理等を行うため

に必要な調査研究

を計画的に行い，そ

の成果を国立美術

館の業務の充実，文

化の振興に反映さ

せること。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）各館の方針に

従い，所蔵作品や関

連する館外の美術

品及び保管・修理に

関する調査研究を

計画的に行い，その

成果を業務に反映

させる。なお，実施

に当たっては，国内

外の博物館・美術館

等及び大学等の機

関とも連携を図る。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

特になし 

＜評価の視点＞ 

 

 

○ 各館の方針に従い，

所蔵作品や関連する

館外の美術品及び保

管・修理に関する調

査研究を計画的に行

い，その成果を業務

に反映させたか。な

お，実施に当たって

は，国内外の博物

館・美術館等及び大

学等の機関とも連携

を図ったか。 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（４）美術作品の保管・修理等に関する調

査研究 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

（４）美術作品の保管・修理等に関する調

査研究 

国立美術館においては，国内外の博物

館・美術館，大学等と連携し，所蔵作品や

関連する館外の美術品及び保管・修理に関

する調査研究を継続して実施し，その成果

を業務に反映させている。 

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-２-（４）

美術作品の保管・修理等に関する調査研

究」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

全体として，所蔵作品や保存・修理に関

する調査研究について，国内外の博物館・

美術館等との連携を図りつつ，着実に実施

することができた。 

 

 

＜課題と対応＞ 

各館の研究員の業務が過重負担の領域

に達しているため難しいが，国立美術館に

おける調査研究の充実を図るため，今後も

科学研究費補助金や公益財団法人の助成

等，外部研究資金の計画的な獲得に努めた

い。 

 

４．その他参考情報 

 特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－１ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 
（１）ナショナルセンターとしての国内外の美術館等との連携・協力 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第８号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

館の刊行物

による研究

成果の発信 

展覧会図録 実績値 － － 28 28 28 28  予算額（千円） － － － －  

研究紀要 実績値 － － 3 3 3 3  決算額（百万円） 1,229 1,127 1,049 1,138  

館ニュース 実績値 － － 37 32 34 34  経常費用（千円） － － － －  

所蔵品目録 実績値 － － 2 5 1 0  経常利益（千円） － － － －  

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ･ｶﾞｲﾄﾞ等 実績値 － － 16 19 16 38  行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

その他 実績値 － － 9 12 4 9  従事人員数（人） 57 54 50 50  

学会等発表での発信 実績値 － － 61 68 109 108  １）決算額は損益計算書 教育普及事業費を計上している。（本項目は教育普及

事業費の一部であり，個別に計上できないため，教育普及事業費全額を計

上している。） 

２）従事人員数は，すべての研究職員数を計上している。その際，役員及び事

務職員は勘案していない。 

雑誌等論文掲載での発信 実績値 － － 79 114 172 179  

所蔵作品等に関するｾﾐﾅｰ･ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑの開催 
実績値 － － 7  7 10 9  

作品の貸与 

貸出 
件数 実績値 － － 174 180 198 175  

点数 実績値 － － 1,577 1,305 1,323 1,000  

特別観覧 
件数 実績値 － － 397 418 471 363  

点数 実績値 － － 829 1,082 1,438 923  

映画フィル

ム等の貸与 

貸出 
件数 実績値 － － 80 100 75 105  

本数 実績値 － － 168 272 175 264  

特別映写観

覧 

件数 実績値 － － 92 83 77 112  

本数 実績値 － － 267 288 241 485  

複製利用 
件数 実績値 － － 39 37 41 60  

本数 実績値 － － 62 426 438 1,987  

映画関連資

料の貸与 

貸出 
件数 実績値 － － 7 4 5 7  

点数 実績値 － － 209 39 166 164  

特別観覧 
件数 実績値 － － 45 20 35 29  

点数 実績値 － － 787 943 446 532  
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

３ 我が国におけ

る美術館のナショ

ナルセンターとし

て美術館活動全体

の活性化に寄与 

国立美術館が有

する調査研究の成

果，所蔵作品，人

材等を活用し，我

が国の美術振興の

ナショナルセンタ

ーとして，国際交

流等を推進すると

ともに，美術館活

動全体の活性化に

寄与することとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）所蔵作品等

に関する調査研究

の成果を多様な方

法により積極的に

公表し，広く美術

館関係者の知見の

向上に資するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 我が国におけ

る美術館のナショ

ナルセンターとし

て美術館活動全体

の活性化に寄与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）所蔵作品等

に関する調査研究

の成果を研究紀

要，学術雑誌，展

覧会に関わる刊行

物，学会及びイン

ターネット等を活

用して広く発信す

る。また，各種セ

ミナーやシンポジ

ウムを開催する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

・館の刊行物各種発

行数（内訳につい

てはアウトプット

情報参照） 

・学会等発表件数 

・雑誌等論文掲載件

数 

・所蔵作品等に関す

るセミナー・シン

ポジウムの開催件

数 

・作品の貸出件数／

点数，特別観覧件

数／点数 

・映画フィルム等の

貸出件数／点数，

特別映写観覧件数

／点数，複製利用

件数／点数 

・映画関連資料の貸

出件数／点数，特

別観覧件数／点数 

 

＜評価の視点＞ 

○ 所蔵作品等に関

する調査研究の成

果を研究紀要，学

術雑誌，展覧会に

関わる刊行物，学

会及びインターネ

ット等を活用して

広く発信したか。

また，各種セミナ

ーやシンポジウム

を開催したか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

３ 我が国における美術館のナショナルセンターと

して美術館活動全体の活性化に寄与 

（１）所蔵作品等に関する調査研究成果の発信 

① 研究紀要，学術雑誌，展覧会刊行物，学会等で

の発信 

② 所蔵作品等に関するセミナー・シンポジウムの

開催 

（２）国内外の美術館等との連携 

① シンポジウムの開催等による国内外の優れた

研究者等との人的ネットワークの構築 

② 我が国の作家，美術作品による展覧会開催のた

めの海外の美術館との連携・協力 

③ その他海外の美術館との連携・協力 

（３）国内外の美術館及びフィルム・アーカイブ等と

の保存・修復に関する情報交換 

（４）所蔵作品の貸与等 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）所蔵作品等に関する調査研究成果の発信 

① 研究紀要，学術雑誌，展覧会刊行物，学会等での

発信 

 

所蔵作品等に関する調査研究の成果について，各

館における各展覧会の展示構成に反映させるとと

もに，その図録や或いは研究紀要として，また，学

会等での発表や学術雑誌等での論文発表として発

信されている。あわせて，所蔵作品等に関するセミ

ナーやシンポジウムを開催するとともに，研究紀

要，シンポジウムの紹介，小企画展・テーマ展の開

催意図，所蔵品目録等をホームページに掲載し広く

公開している。 

 

＜館外の学術雑誌，学会等における発信＞ 

・学会等発表件数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国 本館 19 37 60 47 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

所蔵作品等に関する調査研究成果の

発信については，継続的及び計画的に

進められた。特に，長年待望されてい

た国立新美術館の研究紀要『 NACT 

Review 国立新美術館研究紀要 第 1

号』がついに平成 26年度に発刊され，

その研究紀要の枠を超えた充実した内

容は大きな反響を得ている。 
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立近代

美術館 

工芸館 6 2 11 15 

フィルムセンター 19 18 23 24 

京都国立近代美術館 3 3 4 4 

国立西洋美術館 5 3 7 13 

国立国際美術館 7 4 1 2 

国立新美術館 2 1 3 3 

計 61 68 109 108 

 

・雑誌等論文掲載 

―学術書籍，研究報告書等の発行の件数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 - - 3 3 

工芸館 - - 1 1 

フィルムセンター - - 9 4 

京都国立近代美術館 - - 1 2 

国立西洋美術館 - - 4 8 

国立国際美術館 - - 0 0 

国立新美術館 - - 1 1 

計 - - 19 19 

※平成 23年度，24年度ついては未集計。 

 

―【査読有り】学術誌論文掲載の件数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 0 0 5 4 

工芸館 1 1 2 0 

フィルムセンター 1 0 0 0 

京都国立近代美術館 0 2 0 1 

国立西洋美術館 1 0 3 5 

国立国際美術館 0 1 0 0 

国立新美術館 0 0 1 2 

計 3 4 11 12 

 

―【査読無し】学術誌論文掲載の件数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 40 66 14 17 

工芸館 3 5 9 8 

フィルムセンター 12 6 8 2 

京都国立近代美術館 0 5 1 1 

国立西洋美術館 1 5 2 1 

国立国際美術館 5 5 0 1 

国立新美術館 15 18 0 0 

計 76 110 34 30 

※平成 23年度，平成 24年度については「学術誌以外

（研究志向の薄い機関紙，美術雑誌，新聞，webサ

イト等）における発表」にあたるものも併せて計上。 
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(２）国内外の美術

館関係者との研究

会の開催や研究者

の交流等を行い，

国際的な美術館の

拠点となることを

目指すこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)-1 国内外の優

れた研究者を招聘

しシンポジウムを

開催するなど，美

術館活動に対する

示唆が得られるよ

う取り組むととも

に，人的ネットワ

ークの構築を推進

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国内外の優れた

研究者を招聘しシ

ンポジウムを開催

するなど，美術館

活動に対する示唆

が得られるよう取

り組むとともに，

人的ネットワーク

の構築を推進した

―学術誌以外（研究志向の薄い機関紙，美術雑誌，

新聞，webサイト等）における発表の件数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 - - 47 51 

工芸館 - - 14 15 

フィルムセンター - - 6 7 

京都国立近代美術館 - - 12 12 

国立西洋美術館 - - 9 15 

国立国際美術館 - - 4 5 

国立新美術館 - - 16 13 

計 - - 108 118 

※平成 23年度，平成 24年度については「【査読無

し】学術誌論文掲載」に併せて計上。 

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（１）-① 研究

紀要，学術雑誌，展覧会刊行物，学会等での発信」

の一覧表を参照。 

 

＜所蔵作品等に関するセミナー・シンポジウムの開催＞ 

・開催回数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 3 0 2 4 

工芸館 4 2 4 1 

フィルムセンター 0 1 1 1 

京都国立近代美術館 0 4 2 4 

国立西洋美術館 0 0 0 4 

国立国際美術館 0 0 1 0 

国立新美術館 - - - - 

計 7 7 10 9 

※平成 26 年度については，東近美本館，東近美工芸

館及び西美に同じシンポジウムがそれぞれ計上され

ているため，単純な合計と「計」は一致しない。  

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（１）-② 所蔵作

品等に関するセミナー・シンポジウムの開催」の一

覧表を参照。 

 

 

 

（２）国内外の美術館等との連携 

① シンポジウムの開催等による国内外の優れた研

究者等との人的ネットワークの構築 

・開催回数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 2 2 1 6 

工芸館 0 1 1 1 

フィルムセンター 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内外の研究者との交流について

は，各館とも展覧会の開催にあわせて

シンポジウム，研究会及び講演会を積

極的に開催し，人的ネットワークの構

築を積極的に図った。 
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（３）国内外の美

術館等における修

理・保存処理の充

実に寄与するこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)-2 海外の美術

館において，我が

国の優れた作家や

美術作品を世界に

広く紹介する展覧

会が活発に行われ

るよう，海外の美

術館との連携・協

力に積極的に取り

組む。 

 

 

（３）国内外の美

術館及びフィル

ム・アーカイブ等

と保存・修復に関

する情報交換を図

りながら，修復・

保存活動の充実に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

か。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○ 海外の美術館に

おいて，我が国の

優れた作家や美術

作品を世界に広く

紹介する展覧会が

活発に行われるよ

う，海外の美術館

との連携・協力に

積極的に取り組ん

だか。 

 

 

○ 国内外の美術館

及びフィルム・ア

ーカイブ等と保

存・修復に関する

情報交換を図りな

がら，修復・保存

活動の充実に取り

組んだか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都国立近代美術館 2 1 2 3 

国立西洋美術館 2 2 1 4 

国立国際美術館 2 2 4 1 

国立新美術館 5 3 2 3 

計 14 12 12 14 

※平成 26 年度については，東近美・本館，東近美・

工芸館及び西美に同じシンポジウムがそれぞれ計上

されているため，単純な合計と「計」は一致しない。  

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（２）-① シンポ

ジウムの開催等による国内外の優れた研究者等との

人的ネットワークの構築」の一覧表を参照。 

 

 

 

② 我が国の作家，美術作品による展覧会開催のため

の海外の美術館との連携・協力 

③ その他海外の美術館との連携・協力 

 

※P29～P30参照 

 

 

 

 

 

 

 

（３）国内外の美術館及びフィルム・アーカイブ等と

の保存・修復に関する情報交換 

 

＜第 3期における特徴的な取組＞ 

（東京国立近代美術館） 

・本館において，平福百穂《丹鶴青瀾》の大規模修復

するに当たり，東京藝術大学，横浜美術館，練馬区

立美術館の専門家と意見交換を実施（平成 24年度） 

・フィルムセンターの研究員が「Momoey! 第 2回国

際映画遺産フェスティバル」（カンボジア）等で行

われたシンポジウムやワークショップに参加し，参

加者と意見交換を実施（平成 26年度） 

 

（京都国立近代美術館） 

・フィルムセンターとの共催で開催した「日本の映画

ポスター芸術」に際し，ポスター等の保存・修復に

関する情報を交換（平成 24年度） 

 

（国立西洋美術館） 

・「東北地方太平洋沖地震被災文化財等救援委員会」

による文化財レスキュー事業の一環として，石巻文

化センター（宮城県）および陸前高田市立博物館（岩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各館において，海外の美術館におけ

る展覧会等に対する出品協力，企画協

力が積極的に実施された。 

国際博物館会議（ICOM）やアジア・

ヨーロッパ博物館ネットワーク

（ASEMUS)等へも，引き続き積極的に参

加した。 

 

 

 

 

 

引き続き国内外の美術館及びフィル

ム・アーカイブ等との保存・修復に関

する情報交換を行ったほか，海外にお

ける修復・保存に関するシンポジウ

ム・ワークショップへも積極的に参加

することにより，充実した活動を行う

ことができた。 
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（４）全国の美術

館等への所蔵作品

の貸与について

は，所蔵作品の展

示計画，作品保存

等に十分配慮しつ

つ，可能な限り積

極的に取り組むこ

と。 

（４）所蔵作品に

ついては，その保

存状況や各館にお

ける展示計画等を

勘案しつつ，国内

外の美術館・博物

館その他これに類

する施設に対し，

貸与等を積極的に

行う。 

○ 所蔵作品につい

ては，その保存状

況や各館における

展示計画等を勘案

しつつ，国内外の

美術館・博物館そ

の他これに類する

施設に対し，貸与

等を積極的に行っ

たか。 

 

 

 

手県）の救援・作品保存処置活動のため，研究職員

延べ 14名・52日間の派遣を実施（平成 23年度） 

 

（国立国際美術館） 

・美術関係者を対象に，テート美術館（イギリス）か

ら招いた 2名のゲストと保存・修復に関する実際的

な議論を行う NMAOラウンドテーブル／ワークショ

ップを開催（平成 25年度） 

 

（４）所蔵作品の貸与等 

（美術品の貸与） 

・第 3期累計 

館   名 
貸出 特別観覧 

件 点 件 点 

東京国立近

代美術館 

本館 268 1,033 781 2,222 

工芸館 90 833 146 399 

京都国立近代美術館 216 1,391 355 760 

国立西洋美術館 44 161 291 753 

国立国際美術館 109 1,787 76 138 

計 727 5,205 1,649 4,272 

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（４）所蔵作品の

貸与等」を参照。 

 

 

（映画フィルムの貸与） 

フィルムセンター 

・第 3期累計 

貸出 特別観覧 複製利用 

件 本 件 本 件 本 

360 879 364 1,281 177 2,913 

 

（映画関連資料の貸与） 

フィルムセンター 

・第 3期累計 

貸出 特別観覧 

件 本 件 本 

23 578 129 2,708 

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（４）所蔵作品の

貸与等」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内外の美術館等への所蔵作品の貸

与については，所蔵作品の展示計画，

作品保存等に十分配慮しつつ，可能な

限り積極的に取り組んだ。 

 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

国立美術館の所蔵作品貸与について

は，国内外の美術館等からもその役割

が大きく期待されており，依頼件数も

多数に上っている。国立美術館として

は各機関からの要望に最大限応えてい

るが，国立美術館には作品の貸出にあ

たっての入出庫管理及び収蔵庫内保全

を専門とするレジストラーが配置され

ていないことから，一部の館では貸与

依頼のすべてには対応しきれず，貸与

数に上限を設けざるを得なくなってい

る。国民の鑑賞機会をより一層提供し

ていくためにも，そして国外からの要

請に適切に対応していくためにも，国

立美術館に対する適切な予算措置が必

要である。 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－２ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 
（２）ナショナルセンターとしての人材育成 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第７号 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

指導者研修 

参加者数 実績値 － － 101 100 99 99  予算額（千円） － － － －  

 
うち教員免許更

新講習受講者数 
実績値 － － 22 13 10 16  決算額（百万円） 62 68 57 59  

インターンシップ受入人数 実績値 － － 35  44 37 33  経常費用（千円） － － － －  

博物館実習受入人数 実績値 － － 17  15 21 15  経常利益（千円） － － － －  

共同主催件数 実績値 － － 21 24 27 26  行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

共同研究件数 実績値 － － 26 27 24 28  従事人員数（人） 60 57 53 53  

キュレーター研修受入人数 実績値 － － 5 5 4 8  １）決算額はセグメント情報 本部 教育普及事業費を計上している。（(5)-1

は本部の教育普及事業費の一部であり，個別に計上できないため，本部の

教育普及事業費全額を計上している。その他の事業については各館の教育

普及事業費の一部であり，個別に計上できないため，本項目では計上して

いない。） 

２）従事人員数は，すべての研究職員数及び研修担当事務職員数を計上してい

る。その際，役員及び研修担当を除く事務職員は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）小・中学生

のための美術教育

の一翼を担うナシ

ョナルセンターと

して，モデル的な

教材の開発や教

員，学芸員等の資

質向上のための研

修等を重点的に実

施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)-1 美術教育の

一翼を担うナショ

ナルセンターとし

て，全国の小・中

学校等や公私立美

術館における教育

普及活動の充実に

資するプログラム

の開発・実施を行

うとともに，前中

期目標期間に作成

した教材の普及に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

・指導者研修参加者

数及びそのうちの

教員免許更新講習

受講者数 

・インターンシップ

受入人数 

・博物館実習受入人

数 

・共同主催件数 

・共同研究件数 

・キュレーター研修

受入人数 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

 

○ 全国の小・中学校

等や公私立美術館

における教育普及

活動の充実に資す

るため，先導的・

先駆的な教材やプ

ログラムの開発・

実施を行うととも

に，前中期目標期

間に作成した教材

の普及に取り組ん

だか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（５）美術教育の一翼を担うナショナルセンターと

しての活動 

① 美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指

導者研修の実施 

② 先駆的・実験的な教材やプログラムの開発 

（６）美術館活動を担う中核的人材の育成 

（７）全国の美術館等との連携・人的ネットワーク

の構築 

① 企画展・上映会等の共同主催と共同研究 

② キュレーター研修 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

（５）美術教育の一翼を担うナショナルセンターと

しての活動 

 

○先駆的・実験的な教材やプログラムの開発 

 

＜第 3期における特徴的な取組＞ 

（国立美術館全体） 

・国立美術館 4館の所蔵作品 65点による鑑賞教材

「アートカード・セット」の貸出・紹介 

・科研費基盤Ｂ「美術館の所蔵作品を活用した鑑

賞教育プログラムの開発」の研究成果に基づき，

東京国立近代美術館（本館・工芸館），国立西洋

美術館，東京国立博物館の所蔵作品による鑑賞

教育のパイロット・プログラムをウェブ上に公

開 

 

（東京国立近代美術館） 

・本館において，平成 23年度より完全実施された

新学習指導要領に合わせ，「生誕 100年 ジャク

ソン・ポロック展」において小学校と美術館の連

携による「表現＋鑑賞」連続授業を実施（平成 23

年度） 

・工芸館において，「所蔵作品展 もようわくわく」

展開催にあたり，小学生以下を対象とした子供向

けセルフガイドと，中学生以上を対象とした大人

向けセルフガイド及び中学生以下を対象とした

ワークシートを作成（平成 26年度） 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

 

 

 

従来から取り組んでいる鑑賞教材「ア

ートカード」の作成・貸与や対象年齢に

応じたセルフガイドの作成などのみな

らず，鑑賞教育のパイロット・プログラ

ム（「鑑賞教育.jp」）をウェブ上に公開

するなど，先導的・先駆的な教材やプロ

グラムの開発と普及に積極的に取り組

んだ。 
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(5)-2 全国の小・

中学校等における

鑑賞教育や，全国

の美術館における

教育普及活動の活

性化を図るため，

指導にあたる人材

の育成を目指した

全国レベルの教

員，学芸員等の研

修を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 全国の小・中学校

等における鑑賞教

育や，全国の美術

館における教育普

及活動の活性化を

図るため，指導に

あたる人材の育成

を目指した全国レ

ベルの教員，学芸

員等の研修を実施

したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（京都国立近代美術館） 

・来館の少ない世代や層へアプローチする「平成 26

年度学習支援事業 10 代のためのプロジェクト

「美術館の放課後」」を実施（平成 26年度） 

 

（国立西洋美術館） 

・「ファン・ウィズ・コレクション『彫刻の魅力を

探る』」に関連して，原形となる塑像からそれを

異なる素材に置き換えるための材料，その完成像

及び制作過程の記録ビデオをセットにした資料

教材を作成（平成 24年度） 

 

（国立新美術館） 

・「ルーヴル美術館展 日常を描く―風俗画にみる

ヨーロッパ絵画の真髄」展におけるジュニア版音

声ガイドの作成・提供（平成 26年度） 

 

 

○美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導

者研修の実施等 

 

１ 国立美術館として，都道府県・政令指定都市の

小・中学校教員，美術館学芸員，指導主事が一堂

に会し，美術館を活用した鑑賞教育の充実のため

の研究討議を行う「美術館を活用した鑑賞教育の

充実のための指導者研修」を平成 18年度から継

続的に実施している。 

 

２ 平成 21年度から，教育職員免許法第 9条の 3

第 1項の規定により免許状更新講習の認定を受け

て実施している。 

 

３ 平成 23年度から，より多くの方々と研修成果

を共有するため，従来冊子として発行してきた研

修記録をウェブサイトで公開している。 

 

４ その他，第 3期における特徴的な取組 

（東京国立近代美術館） 

・東京都図画工作研究会，東京都現代美術館，東京

都美術館との共催で教員研修を実施（平成 25年

度） 

 

（京都国立近代美術館） 

・京都市教育委員会，京都市図画工作教育研究会と

の共催で，小学校教員を対象に鑑賞教育の指導力

向上に向けた講座を開催（平成 24，25，26年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立美術館は，美術教育の一翼を担う

ナショナルセンターの事業として，各館

の共同によって毎年度「美術館を活用し

た鑑賞教育の充実のための指導者研修」

実施している。同研修は，各地域の学校

と美術館との連携強化を図るとともに，

児童生徒に対する鑑賞教育の充実に貢

献している。 
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・ 修了後の活動状況

等，業務の成果・

効果が出ている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 業務の効率化につ

いて，教材作成作

業等の効率化，研

修施設の有効活

用，施設管理業務

の民間委託等の取

組を行っている

か。 

 

 

・ 受益者負担の妥当

性・合理性がある

か。 

 

 

（国立国際美術館） 

・大阪市教育センター，大阪市小学校教育研究会図

画工作部等と連携し，大阪府市内小・中学校の図

画工作・美術教員を対象に研修会を実施（平成 26

年度） 

 

 

【業務の成果・効果】 

●平成 26 年度「美術館を活用した鑑賞教育の充実

のための指導者研修」に参加した指導者に対する

アンケート結果 

・総合評価 

「満足計」（「非常に満足」・「満足」の合計）…

98.0％ 

「不満計」（「やや不満」・「不満」の合計）…0.0％ 

・研修参加により能力（知識・スキル）が向上した

か 

「思う計」（「大いにそう思う」・「そう思う」の合

計）…96.0％ 

「思わない計」（「そう思わない」・「全く思わない」

の合計）…0.0％ 

・研修内容は職場で活用できるか 

「思う計」（「大いにそう思う」・「そう思う」の合

計）…96.0％ 

「思わない計」（「そう思わない」・「全く思わない」

の合計）…0.0％ 

・研修内容を地域の学校や美術館に広く還元できる

か 

「思う計」（「大いにそう思う」・「そう思う」の合

計）…83.8％ 

「思わない計」（「そう思わない」・「全く思わない」

の合計）…0.0％ 

 

【業務の効率化についての取組状況】 

「美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指

導者研修」は，主に，体験型プログラムを実施する

ものであり，座学や講義を前提として継続的に使用

する教材等を作成していない。また，美術作品が展

示されている展示室でのプログラムもあり，民間委

託がなじむものではない。 

 

 

 

【受益者負担の妥当性・合理性】 

国立美術館では有料の人材育成業務を行ってい

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同研修で得た成果等についてアンケ

ート調査を実施し，その結果に基づき，

内容等について見直しながら継続して

実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「美術館を活用した鑑賞教育の充実

のための指導者研修」は，主に体験プロ

グラムとして，展示室など既存の施設等

を活用し実施しており，業務の効率化に

ついては適切である。 

 

 

 

 

 

国立美術館では有料の人材育成業務

を行っていない。 
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（６）大学等との

機関とも積極的に

提携しながら，今

後の美術館活動を

担う中核的な人材

の育成を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）全国の美術

館等の運営に対す

る援助，助言を行

うとともに，関係

者の情報交換・人

的ネットワークの

形成等に努め，必

要な専門知識や技

術等を普及する方

法を早期に検討

し，実施すること。 

 

 

 

 

 

 

 

（６）大学院生等

を対象としたイン

ターンシップ等の

事業を進め，今後

の美術館活動を担

う中核的人材を育

成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）全国の美術

館等の運営に対す

る援助，助言を適

時行うとともに，

企画展の共同主催

やそれに伴う共同

研究及びその他の

研修制度を通じ

て，関係者の情報

交換・人的ネット

ワークの形成等に

取り組む。なお，

学芸担当職員を対

象とした研修制度

については，当該

館のニーズや実態

等を十分に踏まえ

るとともに，これ

までの実施方法等

 

 

 

 

 

 

○ 大学院生等を対

象としたインター

ンシップ等の事業

を進め，今後の美

術館活動を担う中

核的人材を育成し

たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 全国の美術館等

の運営に対する援

助，助言を適時行

うとともに，企画

展の共同主催やそ

れに伴う共同研究

及びその他の研修

制度を通じて，関

係者の情報交換・

人的ネットワーク

の形成等に取り組

んだか。 

 

 

○ 学芸担当職員を

対象とした研修制

度について，当該

館のニーズ・実態

等を十分踏まえ，

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-

（５）美術教育の一翼を担うナショナルセンター

としての活動」を参照。 

 

 

 

○美術館活動を担う中核的人材の育成 

・インターンシップ受入人数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国

立近代

美術館 

本館 6 6 6 5 

工芸館 7 4 3 4 

フィルムセンター 1 2 1 2 

京都国立近代美術館 1 3 4 5 

国立西洋美術館 4 15 7 3 

国立国際美術館 8 6 7 7 

国立新美術館 8 8 9 7 

計 35 44 37 33 

 

・博物館実習受入人数 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国立近

代美術館 

工芸館 4 2 6 0 

フィルムセンター 13 13 15 15 

計 17 15 21 15 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-

（６）美術館活動を担う中核的人材の育成」を参

照。 

 

 

○全国の美術館等との連携・人的ネットワークの構

築 

①企画展・上映会等の挙共同主催と共同研究 

・共同主催件数 

第 3期平均 約 25件／年 

・共同研究件数 

第 3期平均 約 26件／年 

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（７）-①企画

展・上映会等の共同主催と共同研究」を参照。 

 

 

 

 

○キュレーター研修 

館   名 H23 H24 H25 H26 

東京国立近

代美術館 

本館 
3 2 2 4 

工芸館 

京都国立近代美術館 1 1 1 0 

 

 

 

 

 

 

国立美術館においては，美術館活動を

担う中核的な人材を育成するため，主と

して大学院生を対象としてインターン

シップ制度を実施している。インターン

シップ生の受入れについては，選考方法

からカリキュラムの検討に加え，実際の

指導等にはかなりの労力を要するが，各

館とも人員等に限りのある中，事業の重

要性を認識しつつ，継続して実施してい

る。また，東京国立近代美術館工芸館及

びフィルムセンターでは，工芸及び映画

を取り扱う数少ない機関として大学生

の学芸員資格取得のための博物館実習

を実施しており，ナショナルセンターと

して人材育成に積極的に取り組んでい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

企画展・上映会等の共同主催と共同研

究については優れた水準で実施されて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キュレーター研修の受入れについて

は，選考方法からカリキュラムの検討に

加え，実際の指導等にはかなりの労力を

要するが，各館とも人員等に限りのある

中，事業の重要性を認識しつつ，継続し
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を含め，平成２３

年度中に見直しの

ための幅広い検討

を行い，その結果

に基づき，平成２

４年度から実施す

る。 

 

これまでの実施方

法等を含め見直し

のための検討を行

ったか。また，結

果に基づき行った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

国立西洋美術館 0 1 1 1 

国立国際美術館 1 0 0 2 

国立新美術館 0 1 0 1 

計 5 5 4 8 

 

平成 23年度 7月から 9月までの間に各都道府

県教育委員会及び美術館等約 400件に対してキュ

レーター研修に関するアンケート調査（回答約

50％）を実施した。その結果，派遣元の「人員（研

究員）不足」「旅費等の予算不足」，また，「公募

時期」や「受入館の情報不足」等が当該研修への

参加を困難にしている主な要因であることが判

明した。 

アンケート調査の結果を踏まえ，当該研修への

参加者を増員すべく，参加環境を整備するため

に，国立美術館として対応が可能な「受入館の情

報提供」「公募時期の適正化」等について検討し，

平成 25年度公募（平成 26年度分）から全国美術

館会議に不参加の大学美術館（11館）を新たに公

募リストへ追加した。 

 

※詳細は各年度実績報告書「Ⅰ-３-（７）-②キュ

レーター研修」を参照。 

 

 

 

て実施している。 

 

 

 

＜課題と対応＞ 

次代を担う美術館員（学芸員）の養成

は，将来に向けての課題であり，今後も

積極的に取り組んでいく。 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－１ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３－３ 

Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．我が国における美術館のナショナルセンターとして美術館活動全体の活性化に寄与 
（３）フィルムセンターの取組状況 

当該事業実施に 

係る根拠 

独立行政法人国立美術館法 

第１２条第５号 ほか 

業務に関連する

政策・施策 

 関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 

 

①主要なアウトプット（アウトカム）情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 
達成

目標 
基準値 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

所蔵映画フィ

ルム検索シス

テムの拡充 

新規公開件数 実績値 － － 401 88 337 268  

予算額（千円） － － － －  

決算額（百万円） 1,370 1,441 1,364 1,505  

経常費用（千円） － － － －  

経常利益（千円） － － － －  

累計公開件数 実績値 － － 6,028 6,116 6,453 6,721  

行政サービス実施コスト（千円） － － － －  

従事人員数（人） 11 9 8 8  

１）決算額はセグメント情報 東京国立近代美術館 経常費用を計上している。
（本項目は，フィルムセンターの経費を個別に計上できないため，東京国立
近代美術館の経費全額を計上している。） 

２）従事人員数は，フィルムセンターの職員数を計上している。その際，役員

は勘案していない。 
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）フィルムセン

ターにおいては，国

際的に我が国を代

表する映画文化振

興の中枢となる総

合的な機関として，

国内外の映画関係

団体等との連絡を

密接に図り，その連

携・調整について役

割を果たすこと。ま

た，より機動的かつ

柔軟な運営を行う

ため，東京国立近代

美術館から独立し

た一館となること

を検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)-1フィルムセン

ターは我が国の映

画文化振興の中枢

的機関として，国際

フィルム・アーカイ

ブ連盟（ＦＩＡＦ）

の正会員として，引

き続き国際的な事

業等に取り組み，

「所蔵映画フィル

ム検索システム」を

拡充する等，各種情

報の収集・発信を行

う。さらに，映画団

体が行う映画資料

の保存に関するプ

ロジェクトや大学

等が行う映画フィ

ルム調査等の各種

取組について連

携・調整の役割を積

極的に果たすため，

当該団体等との連

絡会議を年に３回

程度主宰する。 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

・所蔵映画フィルム検

索システムにおける

新規公開件数及び累

計公開件数 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

○ 引き続き国際的な

事業等に取り組み，

「所蔵映画フィルム

検索システム」を拡

充する等，各種情報

の収集・発信を行っ

たか。さらに，映画

団体が行う映画資料

の保存に関するプロ

ジェクトや大学等が

行う映画フィルム調

査等の各種取組につ

いて連携・調整の役

割を積極的に果たす

ため，当該団体等と

の連絡会議を年に３

回程度主宰したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

（８）我が国の映画文化振興の中核的機関

としてのフィルムセンターの活動 

①国際フィルム・アーカイブ連盟（FIAF）

の正会員としての活動 

②日本映画情報システムの運営 

③所蔵映画フィルム検索システムの拡充 

④映画関係団体等との連携 

⑤フィルムセンターの東京国立近代美術

館からの独立の検討 

 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

（８）我が国の映画文化振興の中核的機関

としてのフィルムセンターの活動 

 

① 国際フィルム・アーカイブ連盟（FIAF）

の正会員としての活動 

＜第 3期における特徴的な取組＞ 

・ユネスコ世界視聴覚文化遺産の日記念特

別イベントとして「映画はどこで，どの

ように保存されているのか―日／米ナ

ショナル・フィルム・アーカイブからの

報告―」を開催（平成 23年度） 

・フィルムセンター主幹が FIAF運営委員

（副会長）として，2度の運営委員会に

出席し，第 68回 FIAF会議におけるシン

ポジウムにおいて基調講演を開催（平成

24年度） 

・FIAF加盟機関同士の連携を活かし，ニ

ューヨーク近代美術館映画部門の特別

協力を得て上映会「MoMA ニューヨーク

近代美術館映画コレクション」を開催

（平成 26年度） 

 

② 日本映画情報システムの運営 

文化庁が運営する日本映画情報シス

テムに協力している。平成 26年度末現

在，旧作に関する情報提供の協力は終了

したが，東京国立近代美術館フィルムセ

ンター公開データベースへの接続に関

する協力を引き続き行っている。 

 

③ 所蔵映画フィルム検索システムの拡

充 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

国内外の FIAF 加盟機関との連携を活か

し，海外の同種機関の貴重なコレクション

を紹介するというフィルムセンターの責

務を果たした。 

そのほか，フィルムの収集・保存・修復，

上映会や展覧会の企画・実施，教育・研究

活動の展開，国内外諸機関との積極的な連

携など，ナショナルセンターとしての役割

を積極的に担った。また，日本映画情報シ

ステム，所蔵映画フィルム検索システムの

拡充を図り，情報収集・発信に努めており，

映画関係団体や大学等との連携強化にも

積極的に取り組んだ。 

 

 

＜課題と対応＞ 

フィルムセンターの独立に関してはか

ねてより検討を進めているが，我が国唯一

のフィルム・アーカイブとして国際的にも

注目，期待されているナショナルセンター

であることを鑑み，引き続き検討を重ねた

い。 
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(8)-2フィルムセン

ターが，より機動的

かつ柔軟な運営を

行うため，東京国立

近代美術館の映画

部門から，各館とな

らぶ独立した一館

となることを引き

続き検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ フィルムセンター

が，より機動的かつ

柔軟な運営を行うた

め，東京国立近代美

術館の映画部門か

ら，各館とならぶ独

立した一館となるこ

とを引き続き検討し

たか。 

 

 

平成 17年度に公開を開始した所蔵映

画フィルム検索の拡充に努めており，平

成 26年度末現在，公開件数は 6,721件

となっている。 

 

④ 映画関係団体等との連携 

国内外の映画関係団体等との連携に

ついては，映画フィルムの貸与を積極

的に行うとともに，関係機関・関係団

体が主催するシンポジウム，講演会等

への参加や研究成果の発表を通じて協

力している。 

 

⑤ フィルムセンターの東京国立近代美

術館からの独立の検討 

平成 25年度には，独立のための予算

要求を積極的に行ったが，必要な人員の

確保が認められず，独立には至らなかっ

た。現在も引き続き，館の内外で独立の

ための検討を行っている。 

 

※その他を含め，詳細は各年度実績報告書

「Ⅰ-３-（８）我が国の映画文化振興の

中核的機関としてのフィルムセンター

の活動」を参照。 

 

 

 

４．その他参考情報 

 特になし 
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様式４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１．業務の効率化の状況 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 
評価対象となる指標 達成目標 

基準値 

（22年度実績） 
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 （参考情報） 

使用資源の削減割合

（対 22年度比） 

使用量 

電気 実績値 
5年計画中

に 5%削減 

100.0% 93.0% 92.6% 89.2% 90.3%   

ガス 実績値 100.0% 100.7% 95.7% 92.5% 89.9%   

合計 実績値 100.0% 92.3% 93.4% 90.1% 90.2%   

使用料金 

電気 実績値 － 100.0% 104.0% 116.8% 133.0% 144.2%   

ガス 実績値 － 100.0% 117.4% 125.9% 138.2% 145.3%   

合計 実績値 － 100.0% 107.4% 119.2% 134.3% 144.5%   

廃棄物の削減割合

（対 22年度比） 

排出量 

一般廃棄物 実績値 

減量化 

100.0% 93.3% 88.7% 88.8% 90.1%   

産業廃棄物 実績値 100.0% 95.1% 97.2% 157.2% 106.9%   

合計 実績値 100.0% 93.8% 92.7% 107.8% 94.8%   

廃棄料金 
一般廃棄物 実績値 － 100.0% 92.2% 94.9% 93.7% 99.2%   

産業廃棄物 実績値 － 100.0% 112.4% 144.4% 183.3% 123.2%   

一般管理費の削減状況（単位：千円） 

実績値 

15%以上の効

率化 

695,969 619，407 666，915 712,680 726,671  

※ 消費税率の変動の影

響を受けない削減率を

表示するため，消費税納

付額を控除した実績値

で比較している。 

このため，平成 22 年度

～平成 24年度については，

業務実績報告書に記載し

ている数値と差違がある。 

削減割合 － 11.0% 4.17% △2.40% △4.41%  

事業費の削減状況（単位：千円） 
実績値 5%以上の効

率化 

3,201,573 2,920,109 3,016,389 2,558,602 2,888,727   

削減割合 － 8.79% 5.78% 20.08% 9.77%   

評価対象となる指標 20年度実績 
見直し計画 

（H22年 4月公表） 
23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 

 

随意契約

等見直し

計画の実

績と具体

的取組 

競争性のあ

る契約 

件数 
実績値 82 101 84 100 65 77   

見直し計画との比較増減 － － △17 △1 △36 △24   

金額（千円） 
実績値 2,430,355 2,639,329 1,489,961 3,153,694 2,862,040 2,647,331   

見直し計画との比較増減 － － △1,149,368 514,365 222,711 8,002   

 競争入札 

件数 
実績値 81 98 73 79 58 59   

見直し計画との比較増減 － － △25 △19 △40 △39   

金額（千円） 
実績値 2,426,890 2,623,745 1,203,151 2,471,218 2,631,380 2,487,622   

見直し計画との比較増減 － － △1,420,594 △152,527 7,635 △136,123   
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企画競争，

公募等 

件数 
実績値 1 3 11 21 7 18   

見直し計画との比較増減 － － 8 18 4 15   

金額（千円） 
実績値 3,465 15,584 286,810 682,476 230,660 159,709   

見直し計画との比較増減 － － 271,226 666,892 215,076 144,125   

競争性の無

い契約 

件数 
実績値 119 100 141 98 73 123   

見直し計画との比較増減 － － 41 △2 △27 23   

金額（千円） 
実績値 9,955,158 9,746,184 8,206,808 8,329,814 7,093,441 7,373,618   

見直し計画との比較増減 － － △1,539,376 △1,416,370 △2,652,743 △2,372,566   

 

合計 

件数 
実績値 201 201 225 198 138 200   

見直し計画との比較増減 － － 24 △3 △63 △1   

金額（千円） 
実績値 12,385,513 12,385,513 9,696,769 11,483,508 9,955,481 10,020,948   

見直し計画との比較増減 － － △2,688,744 △902,005 △2,430,032 △2,364,565   

一者応

札・応募

の状況 

競争性のあ

る契約 

件数 
実績値 82 － 84 100 65 77   

20年度との比較増減 － － 2 16 △17 △5   

金額（千円） 
実績値 2,430,355 － 1,489,961 3,153,694 2,862,040 2,647,331   

20年度との比較増減 － － △940,394 723,339 431,685 216,976   

 

うち，一者

応札・応募

となった

契約 

件数 
実績値 29 － 22 37 24 40   

20年度との比較増減 － － △7 8 △5 11   

金額（千円） 
実績値 1,404,497 － 296,644 2,150,361 1,277,548 1,704,273   

20年度との比較増減 － － △1,107,853 745,864 △126,949 299,776   

 

一般競

争契約 

件数 
実績値 29 － 17 29 18 33   

20年度との比較増減 － － △12 0 △11 4   

金額（千円） 
実績値 1,404,497 － 188,837 1,885,968 1,049,048 1,639,519   

20年度との比較増減 － － △1,215,660 481,471 △355,449 235,022   

指名競

争契約 

件数 
実績値 0 － 0 0 0 0   

20年度との比較増減 － － 0 0 0 0   

金額（千円） 
実績値 0 － 0 0 0 0   

20年度との比較増減 － － 0 0 0 0   

企画競

争 

件数 
実績値 0 － 1 2 3 6   

20年度との比較増減 － － 1 2 3 6   

金額（千円） 
実績値 0 － 12,852 9,353 112,506 43,164   

20年度との比較増減 － － 12,852 9,353 112,506 43,164   

公募 

件数 
実績値 0 － 4 6 3 1   

20年度との比較増減 － － 4 6 3 1   

金額（千円） 
実績値 0 － 94,954 255,040 115,994 21,590   

20年度との比較増減 － － 94,954 255,040 115,994 21,590   
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

Ⅲ 業務運営の

効率化に関する

事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 一般管理費

等の削減 

業務運営に関し

ては，「独立行政

法人の事務・事業

の見直しの基本

方針」（平成２２

年１２月７日閣

議決定）等を踏ま

え，国立美術館の

活性化が損なわ

れないよう十分

配慮しつつ，一層

の業務の効率化

を推進すること

により，美術作品

購入等の効率化

になじまない特

Ⅱ 業務運営の効

率化に関する目標

を達成するために

とるべき措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収蔵品の安全性

の確保，快適な観

覧環境の提供，入

館者サービスの充

実及びその他業務

の質の向上を考慮

しつつ，業務運営

全般について，次

の取組を行い，事

務及び事業の改善

を図る。 

１ 一般管理費等

の削減 

運営費交付金を

充当して行う事業

については，業務

の効率化を進め，

中期目標の期間

中，一般管理費に

ついては１５％以

上，業務経費につ

いては５％以上の

効率化を図る。た

だし，美術作品購

入費，美術作品修

復費，土地借料等

の特殊要因経費は

その対象としな

い。また，人件費

＜主な定量的指標＞ 

・使用資源の削減割合 

・廃棄物の削減割合 

・一般管理費の削減状況 

・事業費の削減状況 

・随意契約等見直し計

画の実績と具体的

取組 

・一者応札・応募の状況 

※いずれも内訳につ

いては「主要な経年

データ」参照。 

＜その他の指標＞ 

 特になし 

 

＜評価の視点＞ 

○ 収蔵品の安全性の

確保，快適な観覧環

境の提供，入館者へ

のサービスの充実

及びその他業務の

質の向上を考慮し

つつ，業務運営全般

について，次の取組

を行い，事務及び事

業の改善を図った

か。 

（一般管理費等の削

減） 

○ 運営費交付金を充

当して行う事業に

ついては，業務の効

率化を進め，中期目

標の期間中，一般管

理費については１

５％以上，業務経費

については５％以

上の業務の効率化

を図ったか。 

具体的には下記の

措置を講じたか。 

（ア）情報通信技術を

活用した業務の効

率化 

（イ）使用資源の削減 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

Ⅱ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとる

べき措置 

1 業務の効率化のための取り組み 

（１）各美術館の共通的な事務の一元化 

（２）使用資源の削減 

①省エネルギー（5年計画中に 5％の削減） 

②廃棄物減量化 

③リサイクルの推進 

（４）民間委託の推進 

①一般管理部門を含めた組織・業務の見直しと民間委託の

推進 

②広報・普及業務の民間委託の推進 

（５）競争入札の推進 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

（ア）引き続き理事長の指示による事務局長のトップマネ

ージメントの下，各館の事務組織が有機的に連携し，効

果的・効率的な業務を遂行している。法人内で採用して

いる VPN（Virtual Private Network：暗号化された通信

網）を用いたグループウェア及びテレビ会議システム，

特にテレビ会議システムについては，定期的な会議等に

積極的に活用している。 

 

（イ）使用資源の削減 

使用量，使用料金の削減割合（対 22年度比） 

館    名 
使用量 使用料金 

電気 ガス 合計 電気 ガス 合計 

東

京

国

立

近

代

美

術

館  

本館 82.0% 89.5% 84.7% 113.3% 137.4% 121.2% 

工芸館 83.3% － 83.3% 121.6% － 121.6% 

フィルムセンター 78.4% － 78.4% 118.7% － 118.7% 

フィルムセンター 

相 模 原 分 館  

111.4

% 
－ 111.4% 358.7% － 358.7% 

京 都 国 立 近 代 美

術館 
83.3% 41.1% 69.0% 102.4% 41.4% 84.2% 

国立西洋美術館  81.6% 90.7% 84.8% 131.2% 146.0% 136.5% 

国立国際美術館  82.8% － 82.8% 127.3% － 127.3% 

国立新美術館  93.2% 103.0% 96.0% 146.8% 159.5% 150.4% 

計  90.3% 89.9% 90.2% 144.2% 145.3% 144.5% 

 ※東京国立近代美術館工芸館･フィルムセンター・フィルムセンター相模原

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

情報通信技術を活用した業務の効

率化をはじめ，民間委託の推進，契

約の競争性・透明性の確保など，業

務運営全般について業務の効率化に

努めている。 

グループウェア及びテレビ会議シ

ステムの利用により，情報の共有化，

出張費等の削減，役職員の時間の有

効利用など業務の効率化に努力して

いる。 

 

 

エネルギー削減のための諸施策の

実行，省エネルギー計画に基づく施

設設備改修及び節電対策に積極的に

取り組んでいる。エネルギー使用量

については，前中期目標期間の最終

事業年度（平成 22年度）と比べると

9.8%（電気 9.7%，ガス 10.1%）減少

しており，５年計画中に 5%の削減は

達成している。エネルギーの使用量

は入館者数の増加等に影響を受ける

ため，毎年減少させていくことは厳

しい状況にあるが，引き続き削減に

対する取組の実施を徹底すること

で，法人全体として継続的な減量化

に努めたい。 

また，廃棄物の減量化については，
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殊要因経費を除

き，中期目標の期

間中，一般管理費

に つ い て は １

５％以上，業務経

費 に つ い て も

５％以上の効率

化を図ること。た

だし，人件費につ

いては次項に基

づいた効率化を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

については次項に

基づき取り組むこ

ととし，本項の対

象としない。 

具体的には下記の

措置を講ずる。 

（ア）情報通信技

術を活用した業務

の効率化 

（イ）使用資源の

削減 

・省エネルギー（エ

ネルギー使用量を

５年計画中に５％

削減） 

・廃棄物減量化 

・リサイクルの推

進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・省エネルギー(エ

ネルギー使用量

を５年計画中に

５％削減) 

・廃棄物減量化 

・リサイクルの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分館及び国立国際美術館は，ガス設備を設置していない。 

※使用量の合計は，電気は一般電気事業者からの昼間買電を 9.97GJ/千 kWh，

夜間買電を 9.28GJ/千 kWh，特定規模電気事業者からの買電を 9.76GJ/千

kWh，都市ガスを 45GJ/千 kWh に換算し得た熱量に 0.0258kl/GJ を乗じて

得た原油換算量を，各施設の延床面積で除した値（原単位）を基礎とする

（エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則に基づく。）。 

 

●省エネルギー（増減の理由等） 

国立美術館においては，業務の特殊性から，展覧会場や

美術作品収蔵庫において一定の温湿度維持等が必要とされ

削減が難しいものの，引き続き，美術作品のない区画にお

ける設定温度の適格化（夏季 28℃，冬季 19℃），夏季にお

ける服装の軽装化，不使用設備機器類のこまめな停止及び

職員等の意識の啓発によりエネルギーの削減に努めた。 

また，エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づき，

エネルギー管理統括者の元で，省エネルギー計画策定等を

行い，各館において可能な箇所から，施設設備の改修を行

い，省エネルギー効果を高めた。特に，国立新美術館にお

いては，引き続き，BEMS（Building and Energy Management 

System）により，詳細なエネルギーの使用量と室内環境の

把握を行い，その情報を定例的に開催する省エネルギー推

進会議へ報告し，省エネルギー対策に生かすなどの取り組

みを行っている。 

フィルムセンター相模原分館の電気使用量の増加は，平

成 26年 3月に増築が竣工し，平成 26年度より稼働したた

めである。 

なお，法人全体でのエネルギー使用量は 22年度比で

90.2％と減少したが，使用料金は供給各社の値上げ等の影

響により 44.5%の増加となっている。 

 

排出量，廃棄料金の削減割合（対 22年度比） 

館 名 

排出量 廃棄料金 

一般

廃棄

物  

産業

廃棄

物  

合計 一般

廃棄

物  

産業

廃棄

物  

東 京 国

立 近 代

美術館  

本館  64.0% 63.5% 63.8% 65.8% 71.1% 

工芸館  50.5% 62.5% 52.2% 51.9% 57.2% 

ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ  67.3% 330.7% 183.9% 60.0% 299.7% 

京都国立近代美術館  65.8% 258.1% 112.2% 102.9% 36.9% 

国立西洋美術館  107.6% 39.7% 78.8% 78.4% 63.3% 

国立国際美術館  51.8% － 61.9% 72.0% 89.0% 

国立新美術館  98.2% 99.9% 98.6% 125.7% 120.1% 

計 90.1% 106.9% 94.8% 99.2% 110.3% 

※フィルムセンターには，フィルムセンター相模原分館を含む。 

 

●廃棄物減量化（増減の理由） 

国立美術館においては，開館日数や来館者数の増減によ

主にフィルムセンターの新規プロジ

ェクト開始等に伴う廃棄物排出量の

一時的な増加があったものの，ペー

パーレス化，古紙の分別回収による

再資源化などを行って減量化に努め

ている。しかし，一時的な要因とは

いえ，館によっては，廃棄物の排出

量や廃棄料金は増加していることか

ら，今後も法人全体として継続的な

減量化を図りたい。 
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３  契 約 の 点

検・見直し 

契約について

は，「独立行政法

人の契約状況の

点検・見直しにつ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 契約の点検・

見直し 

（１）業務運営の

効率化を図るた

め，美術作品の購

入など随意契約が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【一般管理費の削減

状況】 

○ 一般管理費の削減

は順調に進められ

たか。 

 

 

 

 

 

 

【事業費の削減状況】 

○ 事業費の削減は順

調に進められたか。 

 

 

 

○ 契約の点検・見直

し 

（１）業務運営の効率

化を図るため，美術

作品の購入など随

意契約が真にやむ

る影響など，業務の性質上，廃棄物の計画的な削減が難し

いものの，引き続き，事務・研究部門における電子メール，

グループウェアの活用による通知文書の発信やサーバ保存

文書の共同利用によるペーパーレス化，両面印刷の促進等

による用紙の節減に努めるとともに，古紙の分別回収によ

る再資源化を進めることにより，廃棄物の削減を図った。 

廃棄物の排出量及び廃棄料金の増加は，来館者数の増加

及び展覧会に使用した部材の廃棄に伴う増加といった一時

的な要因によるものが主である。 

フィルムセンター（相模原分館を含む）の産業廃棄物の

排出量は，新プロジェクト開始等に伴う館内整理を行い，

大画面のモニター等の廃棄を行ったため，一時的に増加し

た。 

京都国立近代美術館の産業廃棄物排出量は，基準となる

平成 22年度の排出量が著しく少なかったため，相対的に大

幅な増加となっているが，平成 23年度以降はほぼ横ばいと

なっており，適正な範囲内の排出量に留まっていると言え

る。 

 

●リサイクルの推進 

引き続き，古紙含有率１００％のコピー用紙の利

用，廃棄物の分別，ＯＡ機器等トナーカートリッジ

のリサイクルによる再生使用を行い，リサイクルの

推進に努めた。 

 

 

【一般管理費の削減状況】 

（単位：千円） 

 H22年度実績 H26年度実績 削減割合 

一般管理費 695,969 726,671 △4.41% 

 

●特記事項（増加の理由） 

 国立西洋美術館新館の版画収蔵庫系統空調設備改修工

事などの工事費用のため。 

 

 

 

【事業費の削減状況】 

（単位：千円） 

 H22年度実績 H26年度実績 削減割合 

業務経費 3,201,573 2,888,727 9.77% 

 

 

 

 

①一般管理部門を含めた組織・業務の見直しと民間委託の

推進 

平成 26 年度末現在，15 の業務について民間委託を

行い業務の効率化を図っている。内訳については平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般管理費については，平成 22 年

度と比べて削減割合が悪化している

が，これは，国立西洋美術館新館の

版画収蔵庫系統空調設備改修工事な

どの工事費用のためである。引き続

き継続的に削減に努める。  

 

 

 

 

 

事業費の削減は平成２２年度実績

と比べて 5％以上の削減を達成して

いる。 

 

 

 

管理運営業務について民間競争入

札の導入により効率化を図るなど，

各業務について民間委託を推進して

いる。 
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いて」（平成２１

年１１月１７日

閣議決定）に基づ

く取組を着実に

実施し，一層の競

争性と透明性の

確保に努め，契約

の適正化を推進

するとともに，外

部委託の活用等

により，定型的な

管理・運営業務の

効率化を図るこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真にやむを得ない

ものを除き，契約

については引き続

き競争性のあるも

のへ移行する。ま

た，契約が一般競

争入札等による場

合であっても，真

に競争性が確保さ

れているか等の観

点から点検し，見

直しを行う。 

 

（２）施設の管

理・運営（展示事

業の企画等を除

く。）については，

東京国立近代美術

館本館及び工芸

館，東京国立近代

美術館フィルムセ

ンター及び国立新

美術館で民間競争

入札を実施してい

る。 

 

（３）施設内店舗

の賃貸について

は，現契約終了の

同意を得たうえ

で，快適な観覧環

境の提供及び入館

者サービスの充実

に留意し，より一

層の鑑賞環境の向

上と効率化のた

め，企画競争の導

入を含めたより良

い方途の検討を行

い，順次措置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を得ないものを除

き，契約については

引き続き競争性の

あるものへ移行し

たか。また，契約が

一般競争入札等に

よる場合であって

も，真に競争性が確

保されているか等

の観点から点検し，

見直しを行ったか。 

 

（２）施設の管理・運

営（展示事業の企画

等を除く。）につい

ては，既に東京国立

近代美術館（本館及

び工芸館）で実施し

ている民間競争入

札の検証結果等を

踏まえ，当該館にお

ける対象範囲の拡

大や他施設への導

入に取り組んだか。 

 

（３）施設内店舗の賃

貸については，現契

約終了の同意を得

たうえで，快適な観

覧環境の提供及び

入館者サービスの

充実に留意し，より

一層の鑑賞環境の

向上と効率化のた

め，企画競争の導入

を含めたより良い

方途の検討を行い，

順次措置したか。 

 

 

 

 

【契約の競争性，透明

性の確保】 

○ 契約方式等，契約

に係る規程類につ

いて，整備内容や運

用は適切か。 

 

成 26 年度業務実績報告書 P98 参照。 

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」

に則り民間競争入札を行った東京国立近代美術館本館及び

工芸館の管理運営業務（展示事業の企画等を除く。以下同

じ。）並びにフィルムセンターの管理運営業務，国立新美

術館の管理運営業務は，契約事務の軽減，統括管理業務

導入による事務と委託業務の効率化，民間事業者の相互連

携の推進による適確な業務の実施とともに，それぞれの業

務の専門的知識を活かした適確な提案による施設設備維持

管理と観覧環境の向上に寄与した。 

 

②広報・普及業務の民間委託の推進 

平成 26 年度末現在，8 の業務について民間委託を

行い業務の効率化を図っている。内訳については平

成 26 年度業務実績報告書 P99 参照。 

 

③競争入札の推進 

一般競争入札の実績については「主要な経年デー

タ」を参照。 

随意契約の見直しを行い，随意契約によることが

やむを得ないものを除き，引き続き競争契約に移行

している。詳細は各年度実績報告書「Ⅱ-１-（５）競争入

札の推進」を参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【契約に係る規程類の整備及び運用状況】 

○契約に係る規程類等 

  ① 独立行政法人国立美術館会計規則 

  ② 独立行政法人国立美術館会計規程の特例を定める

規程 

  ③ 独立行政法人国立美術館契約事務取扱細則 

  ④ 独立行政法人国立美術館契約公表基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約に係る規程類の整備は適切で

ある。 
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○ 契約事務手続に係

る執行体制や審査

体制について，整

備・執行等は適切

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【随意契約等見直し

計画】 

  ⑤ 独立行政法人国立美術館食堂及び店舗貸付取扱要

領 

  ⑥ 独立行政法人国立美術館における「企画競争・公

募」並びに「総合評価落札方式」の取扱いについて 

 

○国の契約基準と異なる規程の有無 

  「独立行政法人等における契約の適正化について（通

知）」（平成 20年 12月 3日付け 20文科会第 583号）を受

け，国と同様の契約基準としており，国と異なる規程は

ない。  

 

 

【執行体制（平成 26年度末現在）】 

 法人本部 

課長１名，会計担当係 係長１名，主任・係員２名 

 東京国立近代美術館 

課長１名，会計担当係 係長１名，主任・係員２名（法

人本部職員兼務） 

 京都国立近代美術館 

会計担当係 係長１名，主任・係員２名 

 国立西洋美術館 

会計担当係 係長１名，主任・係員２名 

 国立国際美術館 

会計担当係 係長１名，主任・係員２名 

 国立新美術館 

会計担当係 係長１名，主任・係員１名 

 

【審査体制】 

  各館に分任契約担当役を設置し，契約手続等が会計規

則等に則り適正に行われているかの審査を行い，契約を

締結する体制をとっている。また，随意契約の場合は，

当該契約を随意契約とすることが適正かを十分に精査し

た上で，契約を行うよう本部からの指導の徹底を行って

いる。 

  各館での契約手続等が適正に行われているかについて

は，監事監査及び内部監査においても確認を行っている。 

  なお，契約監視委員会において，監事及び外部有識者

の意見を踏まえ，契約の点検見直しを行っている。 

 

【契約監視委員会の審議状況】 

 ○実施状況 

平成 23年度：１回（指摘事項：特になし） 

平成 24年度：１回（指摘事項：特になし） 

平成 25年度：１回（指摘事項：特になし） 

平成 26年度：１回（指摘事項：特になし） 

 

 

【随意契約等見直し計画の実績と具体的取組】 

※契約の摘要，件数，内訳，金額等については「主要な経

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約事務手続に係る執行体制や審

査体制は整備されている。また，監

事監査及び内部監査においても確認

を行うとともに契約監視委員会によ

る契約の点検見直しが行われてお

り，特段の問題はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の性質上，随意契約によらざる

を得ない契約を除き，「随意契約等見
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○ 「随意契約等見直

し計画」の実施・進

捗状況や目標達成

に向けた具体的取

組状況は適切か。 

 

 

 

【個々の契約の競争

性，透明性の確保】 

○ 再委託の必要性等

について，契約の競

争性，透明性の確保

の観点から適切か。 

 

○ 一般競争入札等に

おける一者応札・応

募の状況はどうか。

その原因について

適切に検証されて

いるか。また検証結

果を踏まえた改善

方策は妥当か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年データ」を参照。 

【原因，改善方策】 

競争性のない随意契約に関して，見直し計画に比し，金

額は減少しているが，件数が増加している。これは国立美

術館特有の業務である美術作品の購入に関する随意契約が

増加したことが要因である。引き続き少額随契又は真にや

むを得ない場合を除き競争性の確保に努めるものとする。 

 

 

 

【再委託の有無と適切性】 

無し 

 

 

 

【一者応札・応募の状況】 

※契約の摘要，件数，内訳，金額等については「主要な経

年データ」を参照。 

 

【原因，改善方策】 

一者応札・応募となった契約は，平成 20 年度に対し 11

件増加している。一般競争契約 4 件，企画競争 6 件及び公

募 1 件が増加分である。引き続き，ＨＰを活用した公告及

び公告期間の 20 日以上の確保など，平成 21 年度に定めた

「一者応札・応募に係る改善方策について」の実施により，

一者応札・応募の解消に努める。 

 

「一者応札・応募に係る改善方策について」は以下のと

おり。 

 （１）競争参加資格要件については，調達目的を確実に

達成するための必要最小限度のものとすることを徹底

する。 

 （２）一者応札，一者応募となっている契約については，

業務等の内容に応じ，早期執行に努めるとともに，契

約（落札決定）後の準備期間を考慮した上で入札時期

を設定するなど，履行期間及び準備期間の十分な確保

を図る。 

 （３）現在，国の規則に準じて 10日以上としている公告

期間について，過去に一者応札・一者応募となった契

約については，原則として 20日以上の公告期間を確保

することとする。 

 （４）物品・役務の調達については，入札公告等の時点

で調達内容が把握できるよう，原則として仕様書等に

ついてもホームページから閲覧可能とし，競争参加手

続の効率化に努めることとする。 

 

【一般競争入札における制限的な応札条件の有無と適切

性】 

  業務の特殊性に応じて，応札条件に制限を設けること

直し計画」の実施・進捗状況等は適

切である。 

また，随意契約に係る契約情報は公

開されている。 

 

 

 

 

 

 

再委託はない。 

 

 

 

 

一般競争入札等における一者応

札・応募となった契約は増加してい

る。引き続き一者応札・応募の減少

に努めていく。 
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４ 保有資産の

有効利用 

保有資産につ

いては，その必要

性や規模の適切

性等についての

検証を適切に行

うとともに，本来

業務に支障のな

い範囲で保有資

産の有効利用に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 保有資産の有

効利用 

保有する美術館施

設等の資産につい

ては，利用実態を

把握し，保有の目

的・必要性に鑑み，

一層の有効利用に

資するための方策

を検討・実施する。 

 

 

 

 

【関連法人】 

○ 法人の特定の業務

を独占的に受託し

ている関連法人に

ついて，当該法人と

関連法人との関係

が具体的に明らか

にされているか。 

 

○ 当該関連法人との

業務委託の妥当性

についての評価が

行われているか。 

 

○ 関連法人に対する

出資，出えん，負担

金等（以下「出資等」

という。）について，

法人の政策目的を

踏まえた出資等の

必要性の評価が行

われているか。 

 

【実物資産】 

（保有資産全般の見

直し） 

○ 実物資産につい

て，保有の必要性，

資産規模の適切性，

有効活用の可能性

等の観点からの法

人における見直し

状況及び結果は適

切か。 

 

○ 見直しの結果，処

分等又は有効活用

を行うものとなっ

た場合は，その法人

の取組状況や進捗

状況等は適切か。 

 

 

 

 

 

がある。応札条件については契約監視委員会に諮り，特に

問題ない旨の意見を得ている。 

 

【関連法人の有無】 

無し 

 

【当該法人との関係】 

無し 

 

【当該法人に対する業務委託の必要性，契約金額の妥当性】 

無し 

 

【委託先の収支に占める再委託費の割合】 

無し 

 

【当該法人への出資等の必要性】 

無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実物資産の保有状況】 

平成 26年度末現在 

① 実物資産の名称と内容，規模 

 有形固定資産 176,821百万円 

 （内訳） 

  建物 51,218百万円 

  構築物 929百万円 

   建物名称 延面積（㎡） 

東京国立近代美術館 17,192 

東京国立近代美術館工芸館 1,867 

東京国立近代美術館フィルムセンター 6,912 

東京国立近代美術館フィルムセンター相

模原分館 

9,576 

京都国立近代美術館 9,762 

国立西洋美術館 17,369 

国立国際美術館 13,487 

国立新美術館 49,710 

 

  土地 52,982百万円 

   敷地名称 面積（㎡） 

東京国立近代美術館フィルムセンター敷地  722 

東京国立近代美術館フィルムセンター相 14,997 

 

 

 

関連法人はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実物資産の保有の必要性，資産規模

の適切性，有効活用の可能性等につ

いては，減損もなく，特に問題はな

い。また，資産除去債務については，

財務諸表の注記事項において適切に

開示しており，特に問題はない。 

 

 

 

 

 

 

見直しの対象となった保有資産は

なく，処分等を行う必要はない。 
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○ 「勧告の方向性」

や「独立行政法人の

事務・事業の見直し

の基本方針」，「独立

行政法人の職員宿

舎の見直し計画」，

「独立行政法人の

職員宿舎の見直し

に関する実施計画」

等の政府方針を踏

まえて，宿舎戸数，

模原分館敷地 

京都国立近代美術館敷地 5,001 

国立西洋美術館敷地 2,208 

国立新美術館敷地 22,140 

 

機械装置 250百万円，車両運搬具 1百万円，工具器具備品

563百万円，美術品・収蔵品 70,719百万円 

 

 無形固定資産 15百万円 

  ソフトウェア 12百万円，電話加入権 3百万円 

 

・職員宿舎は保有していない。 

 

② 保有の必要性（法人の任務・設置目的との整合性，任務

を遂行する手段としての有用性・有効性等） 

国立美術館は，東京国立近代美術館（本館・工芸館・フ

ィルムセンター），京都国立近代美術館，国立西洋美術館，

国立国際美術館及び国立新美術館の五館で組織されてい

るが，いずれの美術館も，国の文化政策の必要性から，そ

の目的・名称・機能・施設・建設場所・運営形態等を国に

おいて検討し，国自らが建設し，独立行政法人国立美術館

に現物出資されたものであり，その美術館が建設された意

義，建設され場所等を最大限に尊重し，法人の目的を達成

するためには，五館それぞれが設置された場所において設

置目的に相応しい特色ある活動を展開することが必要不

可欠である。 

 

③ 有効活用の可能性等の多寡 

遊休している建物及び土地等の固定資産はない。 

 

④ 見直し状況及びその結果 

整理合理化計画等において，個別に指摘された資産の見

直しはない。また，監事監査において指摘された資産の見

直しはない。 

 

⑤ 処分又は有効活用等の取組状況／進捗状況 

該当なし 

 

⑥ 政府方針等により，処分等することとされた実物資産に

ついての処分等の取組状況／進捗状況 

該当なし 

 

 

⑦基本方針において既に個別に講ずべきとされた施設等以

外の建物，土地等の資産の利用実態の把握状況や利用実態

を踏まえた保有の必要性等の検証状況 

5館とも年間を通して，展覧会の開催，美術作品（映画

フィルムを含む）の収集保管（国立新美術館を除く），調

査研究及び教育普及事業を実施しており，建物，土地等の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「勧告の方向性」や「独立行政法人

の事務・事業の見直しの基本方針」

等の政府方針において処分等するこ

ととされた実物資産はない。 
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使用料の見直し，廃

止等とされた実物

資産について，法人

の見直しが適時適

切に実施されてい

るか（取組状況や進

捗状況等は適切

か）。 

 

（資産の運用・管理） 

○ 実物資産につい

て，利用状況が把握

され，必要性等が検

証されているか。 

 

○ 実物資産の管理の

効率化及び自己収

入の向上に係る法

人の取組は適切か。 

 

 

 

【金融資産】 

（保有資産全般の見

直し） 

○ 金融資産につい

て，保有の必要性，

事務・事業の目的及

び内容に照らした

資産規模は適切か。 

 

 

○ 資産の売却や国庫

納付等を行うもの

となった場合は，そ

の法人の取組状況

や進捗状況等は適

切か。 

 

 

 

 

 

 

（資産の運用・管理） 

○ 資金の運用状況は

適切か。 

 

 

保有が必要である。 

 

⑧見直し実施計画で廃止等の方針が明らかにされている宿

舎以外の宿舎及び職員の福利厚生を目的とした施設につい

て，法人の自主的な保有の見直し及び有効活用の取組状況 

  該当なし 

 

⑨ 実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上に係る法

人の取組 

東京国立近代美術館本館及び工芸館の管理・運営業務に

ついては，平成 21 年度より公共サービス改革法に基づく

民間競争入札を導入している。他館への導入等について

は，平成 23 年度からの中期計画で「既に実施している東

京国立近代美術館での検証結果等を踏まえ，当該館におけ

る対象範囲の拡大や他施設への導入に取り組む。」ことを

明記し，平成 25 年度より国立新美術館においても，公共

サービス改革法に基づく民間競争入札を導入している。 

また，平成 25 年 12 月 24 日の閣議決定を受け，施設の

貸出料金の見直しや貸出条件の緩和を行い，自己収入の向

上に努めた。 

 

 

【金融資産の保有状況】 

平成 26年度末現在 

① 金融資産の名称と内容，規模 

現金及び預金（1,697百万円） 

 

② 保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用

性・有効性） 

平成 26 年度末における未払金（1,296 百万円）の支払い

等 

 

③ 資産の売却や国庫納付等を行うものとなった金融資産

の有無 

 利益剰余金は独立行政法人通則法第 44条第 1項による

積立金として計上することとしており，中期目標期間終

了後に，自己収入により取得した固定資産の価格相当額

及びリース損益等影響額を除いた額を国庫に返納するこ

ととなっている。 

 

④ 金融資産の売却や国庫納付等の取組状況／進捗状況 

中期目標期間終了後，文部科学大臣との協議のうえ国庫

納付額を決定し，速やかに国庫納付を行う。 

 

【資金運用の実績】 

当法人の金融資産は現金及び預金のみであり，国債や有

価証券等の運用実績はない。 

 

【資金運用の基本的方針（具体的な投資行動の意志決定主

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立美術館の保有するすべての建

物，土地等は有効に活用されており，

保有の必要性があると認められる。 

 

 

実物資産の管理の効率化について

は，民間競争入札を実施している美

術館での対象範囲の拡大及び他館で

の新規導入が行われており，適切に

行われている。 

 

 

金融資産の保有の必要性，事務・事

業の目的及び内容に照らした資産規

模については，特に問題はない。 

 

 

 

 

 

 

 

資産の売却や国庫納付等を行う金

融資産はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金は現金及び預金のみであり，資

金の運用状況及び運用体制の整備状

況について特段の問題はない。 
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○ 資金の運用体制の

整備状況は適切か。 

 

○ 資金の性格，運用

方針等の設定主体

及び規定内容を踏

まえて，法人の責任

が十分に分析され

ているか。 

 

（債権の管理等） 

○ 貸付金，未収金等

の債権について，回

収計画が策定され

ているか。回収計画

が策定されていな

い場合，その理由は

妥当か。 

 

○ 回収計画の実施状

況は適切か。ⅰ）貸

倒懸念債権・破産更

生債権等の金額や

その貸付金等残高

に占める割合が増

加している場合，

ⅱ）計画と実績に差

がある場合の要因

分析が行われてい

るか。 

 

○ 回収状況等を踏ま

え回収計画の見直

しの必要性等の検

討が行われている

か。 

 

 

 

 

 

体，運用に係る主務大臣・法人・運用委託先間の責任分担

の考え方等）の有無とその内容】 

  該当なし 

 

【資産構成及び運用実績を評価するための基準の有無とそ

の内容】 

  該当なし 

 

【資金の運用体制の整備状況】 

  該当なし 

 

【資金の運用に関する法人の責任の分析状況】 

  該当なし 

 

 

 

 

 

【貸付金・未収金等の債券と回収の実績】 

平成 27年 3月 31日現在の債権は，未収入金 721百万円，

立替金 2百万円となっている。 

  なお，未収入金は当期に工事が完了した施設整備費補

助金の未収入（482百万円）及び文化芸術振興費補助金の

未収入金（227百万円）が主な要因である。 

 

 

 

【回収計画の有無とその内容（無い場合は，その理由）】 

資金等の貸付を行っておらず，中期目標期間終了後に利

益剰余金を国庫納付するため，回収計画及び運用方針は制

定していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【回収計画の実施状況】 

【貸付の審査及び回収率の向上に向けた取組】 

【貸倒懸念債権・破産更生債権等の金額／貸付金等残高に

占める割合】 

【回収計画の見直しの必要性等の検討の有無とその内容】 

  該当なし 

 

【知的財産の保有の有無及びその保有の必要性の検討状

況】 

現在保有している特許権等の知的財産はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未収入金はその要因が明確であり，

回収可能性に問題はない。また，貸

付金はない。 
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【知的財産等】 

（保有資産全般の見

直し） 

○ 特許権等の知的財

産について，法人に

おける保有の必要

性の検討状況は適

切か。 

 

○ 検討の結果，知的

財産の整理等を行

うことになった場

合には，その法人の

取組状況や進捗状

況等は適切か。 

 

（資産の運用・管理） 

○ 特許権等の知的財

産について，特許出

願や知的財産活用

に関する方針の策

定状況や体制の整

備状況は適切か。 

 

○ 実施許諾に至って

いない知的財産の

活用を推進するた

めの取組は適切か。 

 

 

【知的財産の整理等を行うことになった場合には，その法

人の取組状況／進捗状況】 

【出願に関する方針の有無】 

【出願の是非を審査する体制整備状況】 

【活用に関する方針・目標の有無】 

該当なし 

 

 

 

【知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状況】 

中期目標に定められた，国立美術館が実施する事業にお

いて，知的財産を出願する必要が生じるものは想定されて

いない。今後，美術館活動の結果として特許取得が可能と

なるものが創出された場合は，その案件ごとに検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施許諾に至っていない知的財産について】 

 該当なし 

 

 

 

現在保有している知的財産はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－２ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
２．給与水準の適正化等 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 － 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 （参考情報） 

ラスパイレス指数 

（対国家公務員） 

事務 実績値 － － 95.8 101.0 100.1 97.8   

研究 実績値 － － 94.0 95.9 96.8 95.9   
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

２ 給与水準の適

正化等 

給与水準につい

ては，「公務員の給

与改定に関する取

扱いについて」（平

成２２年１１月１

日閣議決定）を踏ま

え，国家公務員の給

与水準等を十分に

考慮して，検証した

うえで，業務の特殊

性を踏まえた適切

な目標水準・目標期

限を設定し，その適

正化に取り組むと

ともに，検証結果や

取組状況を公表す

ること。 

総人件費につい

ても，平成２３年度

はこれまでの人件

費改革の取組を引

き続き着実に実施

するとともに，平成

２４年度以降は，今

後進められる独立

行政法人制度の抜

本的な見直しを踏

まえ，厳しく見直す

こと。 

 

２ 給与水準の適

正化等 

国家公務員の給

与水準とともに業

務の特殊性を十分

考慮し，対国家公務

員指数の抑制を図

り，各年度における

対年齢・地域・学歴

勘案の指数が引き

続き１００以下と

なるように取り組

むとともに，対年齢

勘案の指数につい

ても１００以下と

なるように努め，そ

の結果について検

証を行い，検証結果

や取組状況を公表

する。 

また，これまでの人

件費改革の取組を

平成２３年度まで

継続するとともに，

平成２４年度以降

は，今後進められる

独立行政法人制度

の抜本的な見直し

を踏まえ，取り組む

こととする。ただ

し，人事院勧告を踏

まえた給与改定分

及び競争的資金に

より雇用される任

期付職員に係る人

件費については本

人件費改革の削減

対象より除く。 

なお，削減対象の

「人件費」の範囲

は，各年度中に支給

した報酬（給与），

賞与，その他の手当

の合計額とし，退職

手当，福利厚生費は

＜主な定量的指標＞ 

・ラスパイレス指数 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

国家公務員の給与水

準とともに業務の特殊

性を十分考慮し，対国

家公務員指数の抑制を

図り，各年度における

対年齢・地域・学歴勘

案の指数が引き続き１

００以下となるように

取り組むとともに，対

年齢勘案の指数につい

ても１００以下となる

ように努め，その結果

について検証を行い，

検証結果や取組状況を

公表したか。 

また，これまでの人

件費改革の取組を平成

２３年度まで継続する

とともに，平成２４年

度以降は，今後進めら

れる独立行政法人制度

の抜本的な見直しを踏

まえ，取り組むことと

したか。 

 

 

【給与水準】 

○ 給与水準の高い理

由及び講ずる措置

（法人の設定する目

標水準を含む）が，

国民に対して納得の

得られるものとなっ

ているか。 

○ 法人の給与水準自

体が社会的な理解の

得られる水準となっ

ているか。 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

４ 人件費の抑制，給与体系の見直し 

①人件費決算 

②給与体系の見直し 

 評定 ○ 評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ラスパイレス指数（平成２６年度実績）】 

「主要な経年データ」参照。 

平成 24年度，25年度の事務職員給与水

準については，年齢のみを勘案した対国家

公務員指数は国家公務員を上回っている

が，地域勘案の指数は国家公務員を下回

る。本部事務局及び５館の美術館のうちの

３館が東京都特別区内に所在し，１級地に

勤務する事務・技術職員の割合が国を大き

く上回るため，年齢のみを勘案した指数に

おいては国家公務員を上回ったものと考

えられる。 

 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

給与水準は国家公務員に準じており，結

果的に社会一般の情勢に適合する選択を

しており，ラスパイレス指数に沿って見て

も，適切な給与水準である。 

法人ホームページにおいても取組状況

が公表されており，適正に実施されてい

る。 

引き続き適正な水準の維持に努めてい

く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国からの財政支出の割合は大きいもの

の，ラスパイレス指数を踏まえると，法人

の給与水準は，社会的な理解の得られる水

準となっている。 
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含まない。 ○ 国の財政支出割合

の大きい法人及び累

積欠損金のある法人

について，国の財政

支出規模や累積欠損

の状況を踏まえた給

与水準の適切性に関

して検証されている

か。 

 

 

【諸手当・法定外福利

費】 

○ 法人の福利厚生費

について，法人の事

務・事業の公共性，

業務運営の効率性及

び国民の信頼確保の

観点から，必要な見

直しが行われている

か。 

 

【会費】 

・ 法人の目的・事業に

照らし，会費を支出

しなければならない

必要性が真にあるか

（特に，長期間にわ

たって継続してきた

もの，多額のもの）。 

 

・ 会費の支出に見合っ

た便宜が与えられて

いるか，また，金額・

口座・種別等が必要

最低限のものとなっ

ているか（複数の事

業所から同一の公益

法人等に対して支出

されている会費につ

いては集約できない

か）。 

 

・ 監事は，会費の支出

について，本見直し

方針の趣旨を踏まえ

十分な精査を行って

いるか。 

 

【支出予算の総額に占める国からの財政

支出の割合】 

 94.9％円（平成 26年度予算） 

【累積欠損額】 

 0円（平成 25年度決算） 

 

 

 

 

 

 

【福利厚生費の見直し状況】 

 支出実績は，健康診断経費，産業医委託

経費など必要最小限であるので，見直す必

要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

【会費の見直し状況】 

 特例財団法人日本博物館協会に対し，東

京国立近代美術館，京都国立近代美術館，

国立西洋美術館，国立国際美術館及び国立

新美術館から会費を支出している。当該協

会では国内外の博物館等に関する調査研

究を行っており，会議等への参加による情

報収集及び意見交換によって業務の質の

向上に資するものであり，会費の支出が必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監事による会費支出の精査】 

 契約監視委員会において，会費支出の点

検を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務運営の効率性の上からも必要な範

囲と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会費は業務の質の向上に資する必要最

低限のものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約監視委員会にて，公益法人等への会

費支出状況について精査を行っており，適

切と認められる。 
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・ 公益法人等に対し会

費（年 10万円未満の

ものを除く。）を支出

した場合には，四半

期ごとに支出先，名

目・趣旨，支出金額

等の事項を公表して

いるか。 

【公益法人等に対する会費支出の公表】 

 公益法人等に対する会費支出について

は，四半期ごとにＨＰで公表している。 

 

 

 

 

国立美術館のウェブサイトにて，公益法

人等への会費支出状況の掲載，四半期ごと

の更新を行っており，適切と認められる。 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－３ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
３．内部統制 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 （参考情報） 

 

         

  －       

  －       

  －       
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

５ 内部統制・ガバ

ナンスの強化 

 

 

 

 

（１）法令等を遵守

し，有効かつ効率的

に業務を遂行する

ため，業務の特殊性

や実施体制に応じ

た効果的な統制機

能の在り方を検討

し，更なる内部統制

の充実・強化に取り

組むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務運営全般

について，外部有識

者を含めて評価を

行い，その結果を業

務運営の改善等に

反映させること。 

 

５ 内部統制・ガバ

ナンスの強化 

 

 

 

 

（１）組織を構成す

る人員・美術館施

設及び国から交

付される運営費

交付金等を有効

に活用し，常に健

全で適正かつ堅

実な管理運営環

境を確保できる

よう，理事長のマ

ネジメントの強

化や監査機能の

充実について検

討を行いつつ，そ

の結果を逐次運

営管理に反映さ

せるなど内部統

制の充実・強化を

図る。 

 

 

（２）外部有識者で

構成する外部評価

委員会を年１回以

上開催し，当該委員

会において，国立美

術館の目標等を踏

まえ，年度ごとに業

務の実績に関する

評価を実施する。ま

た，評価結果につい

ては，公表するとと

もに，その結果を組

織，事務，事業等の

改善に反映させる。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

特になし 

＜評価の視点＞ 

 

○ 組織を構成する人

員・美術館施設及び

国から交付される運

営費交付金等を有効

に活用し，常に健全

で適正かつ堅実な管

理運営環境を確保で

きるよう，理事長の

マネジメントの強化

や監査機能の充実に

ついて検討を行いつ

つ，その結果を逐次

運営管理に反映させ

るなど内部統制の充

実・強化を図ったか。 

 

 

 

 

 

 

○ 外部有識者で構成

する外部評価委員会

を年１回以上開催し，

当該委員会において，

国立美術館の目標等

を踏まえ，年度ごとに

業務の実績に関する

評価を実施したか。ま

た，評価結果について

は，公表するととも

に，その結果を組織，

事務，事業等の改善に

反映させたか。 

 

 

 

【法人の長のマネジメ

ント】 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

 

 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

理事長の召集及び主宰で独立行政法人

国立美術館館長等会議（以下「館長等会議」

という。）を年に５回以上開催している。

館長等会議は，国立美術館の業務の適正か

つ円滑な執行を図るため，各館の館長及び

理事で構成する会議である。 

館長等会議における審議事項は，国立美

術館の運営に関する基本方針等であり，国

立美術館の運営管理上の重要事項につい

て協議している。 

館長等会議の開催に際しては，各館の館

長の他，役員である理事及び監事，室長以

上の職員の出席を求めており，説明又は意

見を求めるとともに，同時に館長等会議に

おける決定等について周知を図る場とし

て活用している。 

 

 

 

 

 

外部評価委員会は，単年度ごとの業務の

実績について評価を行う組織で，年に２回

以上開催し，「外部評価報告書」を取りま

とめ，理事長に報告している。外部評価報

告書は，業務実績報告書と合わせて法人ホ

ームページ上で公開している。 

平成 25 年度外部評価報告書の中では，

国立美術館としての自己収入の増加が求

められているが，それを受け，平成 26 年

度は会員制度の拡充，インターネット上で

の小口寄附金受入れの開始，デジタル画像

の活用拡大，施設貸出の活用拡大などの取

組を進め，自己収入の増加を積極的に図っ

た。 

 

 

【リーダーシップを発揮できる環境の整

備状況と機能状況】 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

国立美術館の業務の適正かつ円滑な執

行を図るため，理事長主宰による館長等会

議を開催し，運営に関する基本方針等の重

要事項について協議するなど，内部統制の

充実・強化について取り組んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価委員会を年に 2回以上開催し，

業務の実績に関する評価を実施するとと

もに，その結果をホームページにおいて公

表している。評価結果については，事務，

事業等の改善にいかしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館長等会議，事務局長を長とする本部事

務局，理事，運営委員会による理事長の補
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（リーダーシップを発

揮できる環境整備） 

○ 法人の長がリーダ

ーシップを発揮でき

る環境は整備され，実

質的に機能している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（法人のミッションの

役職員への周知徹底） 

○ 法人の長は，組織に

とって重要な情報等

について適時的確に

把握するとともに，法

人のミッション等を

役職員に周知徹底し

ているか。 

 

 

 

理事長の召集及び主宰で開催する館長

等会議により，法人における予算，人員等

の決定手続きが行われている。 

  また，法人の長である理事長の補佐体制

として，理事を 3名任命するとともに，各

館に館長を配置し，各館の館務を掌理させ

ている。さらに，本部に理事を兼任する事

務局長を置き，本部事務局の企画立案機能

の充実を図るとともに，各館横断的な調査

研究業務及びその他の学芸に係る専門的

な重要事項に係る事務を掌理する学芸調

整役を配置し，各館が有機的に連係し，効

果的・効率的な業務を遂行しうる体制を整

備している。 

これらのほか，理事長のマネジメントを

補佐するため，外部の有識者で組織する運

営委員会を開催している。運営委員会は，

国立美術館の管理運営に関する重要事項

について，理事長の諮問に応じて審議し，

理事長に対して助言する組織で，年に２回

開催し，事業実績や事業計画等について意

見を求めている。 

 

 

【組織にとって重要な情報等についての

把握状況】 

館長等会議を年に5回以上開催し，法人

として対処すべき課題や各館における現

状等について意見交換を行い，その対処方

針等を決定している。また，外部有識者で

構成する運営委員会や外部評価委員会の

開催を通じても重要な情報等の把握に努

めている。 

また，監事監査において指摘された課題

については速やかに法人内に周知してい

る。 

 

【役職員に対するミッションの周知状況

及びミッションを役職員により深く浸透

させる取組状況＊】 

館長等会議，運営委員会，外部評価委員

会の開催に際しては，役員及び各館の館長

はもとより，各館の副館長・部長・課長・

室長が常時出席しており，これらの会議を

通じて，ミッションの周知等を行ってい

る。毎年度秋（11月）に開催する合同会議

（拡大館長等会議）では，特定の課題やそ

の他の課題等について，副館長・学芸課長

も参加し意見交換を行っている。 

佐体制の整備等を通じて，理事長がリーダ

ーシップを発揮できる環境は整備され，実

質的に機能している。また，これらの体制

を通して理事長は組織にとって重要な情

報等について適時的確に把握している。 

館長等会議により，法人における総合調

整機能，資源の戦略的配分とその効果が検

討・決定されている。また，各館における

美術作品の収集，展覧会の開催計画の情報

交換の場として，学芸課長会議が開催され

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館長等会議，運営委員会及び外部評価委

員会並びに学芸課長会議及び運営管理会

議に一定の管理職又は職員が参加するこ

とによって，法人のミッション等を役職員

に周知させている。 
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（組織全体で取り組む

べき重要な課題（リス

ク）の把握・対応等） 

○ 法人の長は，法人の

規模や業種等の特性

を考慮した上で，法人

のミッション達成を

阻害する課題（リス

ク）のうち，組織全体

として取り組むべき

重要なリスクの把

握・対応を行っている

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このほか，研究系職員を中心とした学芸

課長会議や事務系職員を中心とした運営

管理会議を開催し，これらを通じてミッシ

ョンの周知等を実施している。 

 

 

【組織全体で取り組むべき重要な課題（リ

スク）の把握＊状況】 

国立美術館の事務事業に係る政府とし

ての決定を遵守するとともに，外部の有識

者で構成する運営委員会や外部評価委員

会の開催を通じて，組織全体で取り組むべ

き重要な課題(リスク)の把握に努めてい

る。また，館長等会議，運営管理会議・学

芸課長会議における状況聴取のほか，監事

や会計監査人との意見交換を通じて把握

に努めている。 

 

【組織全体で取り組むべき重要な課題（リ

スク）に対する対応状況】 

平成 26 年度において取組んだ課題に対す

る対応としては，主に次のとおりである。 

 

○理事長が法人又は国立美術館各館に係

る諸課題に適切，かつ迅速に対処するた

めに必要な経費として，理事長裁量経費

を計上した。 

 

○十分な人件費の確保が望めない現在の

状況において，常勤職員の増加は困難を

極める中，任期付研究員及びアソシエイ

トフェロー制度を有効に活用した。 

なお，同制度のうち，任期付研究員制

度については，将来，研究員への登用も

考慮したものとなっている。 

 

○館長等会議及び学芸課長会議において，

美術作品購入費の使途について協議し，

海外への流出可能性など緊急度の高さ，

作品の品質と希少性等の観点から，美術

作品の購入を検討した。 

 

○５館の横断的・総合的事業プロジェクト

として，平成 22年度に初めての合同企

画展「陰影礼讃―国立美術館のコレクシ

ョンによる」を開催し，高評を得た。平

成 26年度は，２度目の合同企画展「No 

Museum, No Life?―これからの美術館事

典」（平成 27年度開催）に向けて準備を

 

 

 

 

 

 

組織全体で取り組むべき重要な課題（リ

スク）を把握するとともにその対応策を適

切に行っている。 
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○ その際，中期目標・

計画の未達成項目（業

務）についての未達成

要因の把握・分析・対

応等に着目している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（内部統制の現状把

握・課題対応計画の作

成） 

○ 法人の長は，内部統

制の現状を的確に把

握した上で，リスク

を洗い出し，その対

応計画を作成・実行

しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進めた。 

 

○台風等自然災害時及び急病人（来館者）

の発生等の不測の事態において，臨時閉

館や救急処置等適切に対応できるよう

体制を構築している。 

 

○地震による衝撃の被害を軽減するため，

衝撃吸収ゴムや額装の改善を適宜実施

した。 

 

 

【未達成項目（業務）についての未達成要

因の把握・分析・対応状況】 

文部科学省評価委員会による評価結果

では，第 2期中期目標の未達成項目はなか

ったが，ナショナルセンターとしての人材

育成については中期計画の達成度が B評

定（達成度 70％～100％）であった。特に

キュレーター研修について，応募者側の事

情を勘案した上で，参加者数増加に向けた

改善が求められたことから，キュレーター

研修の参加希望者及び派遣元の事情を考

慮し，募集の時期を早めるとともに，当該

研修年度の展覧会開催予定について情報

提供を行った。 

 

 

【内部統制のリスクの把握状況】 

各館における定例会議等や法人として

の運営管理会議，学芸課長会議及び館長等

会議を通じて，内部統制のリスクの把握に

努めている。 

また，監事監査のほか，会計規則に基づ

く会計監査，内部監査実施規則に基づく資

産及び会計に係る事務全般の監査，競争的

資金等取扱規則に基づく内部監査，文書管

理規則に基づく監査等を通じて内部統制

のリスクの把握に努めている。 

  

 

【内部統制のリスクが有る場合，その対応

計画の作成・実行状況】 

内部統制のリスクが把握された場合，館

長等会議，運営管理会議，学芸課長会議等

において具体的な対策を検討している。平

成 26年度には，平成 27年度自己収入未達

額の対応等について具体的な対策を検討

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標・計画の未達成項目ではない

が，指摘された項目については参加者募集

の時期を早めるとともに展覧会開催予定

について情報提供を行い，適切に対応して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部統制の整備・運用状況は，有効に機

能を発揮している。また，各館における定

例会議等や法人としての 運営管理会議，

学芸課長会議を通じて，内部統制のリスク

の把握に努める体制が確立している。内部

統制リスクへの対応については，適宜，運

営管理会議及び館長等会議において協議

するとともに各館に周知することにより，

適切に対応している。 
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【監事監査】 

○ 監事監査において，

法人の長のマネジメ

ントについて留意し

ているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【監事監査における法人の長のマネジメ

ントに関する監査状況】 

１．監査規程の整備状況 

(1) 監事監査 

①独立行政法人国立美術館監事監査要綱 

②独立行政法人国立美術館監事監査実施

基準 

③独立行政法人国立美術館監事監査要領 

 

(2) 内部監査 

①独立行政法人国立美術館内部監査実施

規則 

②各年度の内部監査計画 

 

(3) 独立行政法人国立美術館職員倫理規

則 

 

２．監査体制の整備状況 

(1) 監事監査 

①監事（文部科学大臣任命） 

 2名（非常勤） 

②監査の事務補助（監事監査要綱第６条） 

 平成 26年度実績 4名 

 

(2) 内部監査 

①監査員（内部監査実施規則第４条） 

平成 26年度実績 6名 

②総括及び調整等（内部監査実施規則第１

１条） 

総括及び調整：事務局長 

 

３．監査実績 (実施項目，実施時期等) 

(1) 監事監査の実績 

①監事監査の概要 

館長等会議その他重要な会議に出席す

るほか，役職員から事業の報告を聴取し，

重要な決裁書類等を閲覧し，財務及び業務

についての状況を調査している。さらに，

会計監査人から会計監査人の監査方法及

びその結果について説明を受け，会計帳簿

等の調査を行い，財務諸表，事業報告書及

び決算報告書について検討を加え，いずれ

も適正であることを確認するとともに，業

務の執行に関する法令遵守等の状況につ

いても確認している。 

 

②定期監査スケジュール，報告書等 

○監事監査計画作成（4月） 

 

監事は，館長等会議その他重要な会議へ

の出席，役職員からの事業の報告の聴取，

重要な決裁書類等の閲覧，及び会計監査人

からの説明などを通して，理事長のマネジ

メントに留意した上で，監査を実施してい

る。 
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○ 監事監査において

把握した改善点等に

ついて，必要に応じ，

法人の長，関係役員

に対し報告している

か。その改善事項に

対するその後の対応

提出先：理事長 

○定期監査（6月） 

・業務監査（毎年度１回） 

・監査結果報告書（提出先：理事長） 

・会計監査（年度決算時） 

監査結果報告書（提出先：理事長） 

 監査結果報告については速やかに法人

内に周知している。また，報告書において

意見が付された場合には，改善提案を｢監

査結果報告書の監査意見に対する措置状

況について（通知）｣として監事に報告し

ている。 

 

③その他の監査 

・館長等会議その他重要な会議への出

席。聴取，意見交換等，重要な書類等

の回付（監事監査要綱第１３条），出

納計算内訳表等（月末）の回付，必要

に応じて実施する臨時監査・視察。 

・臨時監査・視察実績 

平成 23年度：５館 

平成 24年度：５館 

平成 25年度：５館 

平成 26年度：５館 

 

④会計監査人との連携 

会計監査人から監査計画の報告（12月

頃），会計監査人から監査報告（6月） 

 

⑤「独立行政法人，特殊法人等監事連絡会」

総会及び第 9部会への参加 

 

 (2) 内部監査の実績 

①内部監査の概要 

東京国立近代美術館，京都国立近代美術

館，国立西洋美術館，国立国際美術館及び

国立新美術館を対象として，契約方法の妥

当性，見積徴収方法，旅費・諸謝金の取り

扱い等について，2人～3人の監査員が監

査に当たっている。 

 

 

【監事監査における改善点等の法人の長，

関係役員に対する報告状況】 

監査結果報告については速やかに法人

内に周知している。また，報告書において

意見が付された場合には，改善提案を｢監

査結果報告書の監査意見に対する措置状

況について（通知）｣として監事に報告し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事監査において把握した改善点等に

ついては，適宜報告がなされている。また，

その改善事項への対応状況も適切に行わ

れている。 
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状況は適切か。 

 

 

 

ている。 

 

【監事監査における改善事項への対応状

況】 

監査結果報告については速やかに法人

内に周知している。また，報告書において

意見が付された場合には，改善提案を｢監

査結果報告書の監査意見に対する措置状

況について（通知）｣として監事に報告し

ている。 

 

＜課題と対応＞ 

人員の不足は，将来の法人の目的達成に

支障を来し，職員の心身の健康維持に悪影

響を及ぼすことが懸念される。任期付研究

員及びアソシエイト・フェローの制度導入

については，人件費の有効活用という観点

だけでなく，美術館の使命を全うするため

の人材の確保・養成という観点からも，適

正な運用に努め，必要に応じて常勤職員の

増加等を図る必要がある。 

 

４．その他参考情報 

特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－４ 
Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
４．情報安全 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標  23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 （参考情報） 

 

         

  －       

  －       

  －       
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 
中期目標 中期計画 主な評価指標 

法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

（３）保有する情報

については，法令等

に基づき適切に情

報の開示を行うと

ともに，政府の方針

を踏まえた適切な

情報セキュリティ

対策を推進するな

ど，責任ある体制を

構築するために必

要な措置をとるこ

と。 

（３）保有する情報

については，国民が

適正な情報を円滑

に得られるよう，ホ

ームページにおけ

る情報を充実させ

るなど，必要な措置

を講じて，適切に情

報を開示する。ま

た，保有する情報の

安全性向上のため

に，必要な管理体制

の整備を図るとと

もに，情報セキュリ

ティに配慮した業

務運営の情報・電子

化に取り組むなど，

情報セキュリティ

対策を推進する。 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜評価の視点＞ 

 

○ 保有する情報につ

いて，国民が適正な

情報を円滑に得られ

るよう，ホームペー

ジにおける情報を充

実させるなど，必要

な措置を講じて，適

切に情報を開示した

か。また，保有する

情報の安全性向上の

ために，必要な管理

体制の整備を図ると

ともに，情報セキュ

リティに配慮した業

務運営の情報・電子

化に取り組むなど，

情報セキュリティ対

策を推進したか。 

 

 

 

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

Ⅰ国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上 

１ 美術振興の中心的拠点としての多彩

な活動の展開 

（３）美術に関する情報の拠点としての機

能の向上 

① 情報通信技術（ICT）を活用した

展覧会情報や調査研究成果などの

公表等 

Ⅱ業務運営の効率化 

３ 管理情報の安全性の向上 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

○保有する情報について，ホームページに

おける情報の充実等，国民への適切な情

報の開示についての本部及び各館の取

組については P18～21を参照。 

 

 

○保有する情報の安全性向上のために必

要な管理体制の整備と情報セキュリティ

対策についての法人全体での取組 

 

個人情報の保護については，引き続き，

個人情報保護に関する説明会への参加や

情報漏えいの事例等の通知を行うととも

に，個人情報ファイルの保有状況調査の実

施等にあわせ，重要書類は鍵のかかる保管

庫に納めること，個人情報を取り扱う業務

中に離席する際は，当該書類やパソコン画

面を他の職員等から見られないような措

置を講じること，廃棄する際はシュレッダ

ーにかけることなど，厳格に書類管理を行

った。また，あわせてウィルス対応ソフト

ウェアの導入の徹底や最新のプログラム

への更新を随時行うなど，電子メール等に

よる外部からのウィルス進入を回避する

安全策を講じた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

本部及び各館においてホームページに

おける情報の充実を行うとともに，保有す

る情報の安全性向上のためのセキュリテ

ィ対策が十分図られている。 

 

＜課題と対応＞ 

今後もホームページを閲覧する人が増

加していくように更なる充実を図ってい

く。一方で，ホームページのみならず，機

関リポジトリーや SNS の活用が拡大して

いる中で，外部への情報漏えいなどを徹底

的に防止していく。 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

  

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 
Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む），収支計画及び資金計画 
１．財務の状況 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

  

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 － 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 （参考情報） 

収 入 状 況

（単位：百

万円） 

運営費交付金 

予算額 － － 5,973 7,784 7,546 7,460  ※金額は単位未満四捨五入の

ため，合計が合致しない場合

がある。 

決算額 － － 5,973 7,701 7,546 7,460  

差引増減額 － － 0 △83 0 0  

施設整備費補助金 

予算額 － － 6,063 5,347 5,104 3,596   

決算額 － － 7,026 5,318 5,533 3,865   

差引増減額 － － 964 △29 429 269   

展示事業収入 

予算額 － － 1,044 1,095 1,106 1,106   

決算額 － － 1,150 1,172 1,198 1,262   

差引増減額 － － 106 77 92 156   

寄附金収入 

予算額 － － － － － －   

決算額 － － 28  17 9 622   

差引増減額 － － 28 17 9 622   

文化芸術振興費補助金 

予算額 － － － － － －   

決算額 － － － － － 227   

差引増減額 － － － － － 227   

受託収入 

予算額 － － － － － －   

決算額 － － － － － －   

差引増減額 － － － － － －   

計 

予算額 － － 13,080 14,226 13,756 12,162   

決算額 － － 14,177 14,208 14,286 13,436   

差引増減額 － － 1,098 △18 530 1,274   

支 出 状 況

（単位：百

万円） 

一般管理費 

予算額 － － 1,640 1,513 1,341 1,296   

決算額 － － 1,476 1,443 1,376 1,361   

差引増減額 － － 164 70 △35 △65   

 

うち，人件費 

予算額 － － 330 331 264 293   

決算額 － － 293 283 263 287   

差引増減額 － － 37 48 1 6   

うち，物件費 

予算額 － － 1,310 1,182 1,077 1,004   

決算額 － － 1,183 1,161 1,113 1,075   

差引増減額 － － 127 22 △37 △71   
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事業経費 

予算額 － － 5,377 7,366 7,311 7,270   

決算額 － － 5,486 6,939 7,123 7,914   

差引増減額 － － △109 427 188 △644   

 

うち，人件費 

予算額 － － 773 773 712 790   

決算額 － － 794 718 715 790   

差引増減額 － － △21 56 △2 △0   

うち，物件費 

予算額 － － 4,603 6,592 6,599 6,480   

決算額 － － 4,692 6,221 6,408 7,124   

差引増減額 － － △88 371 190 △644   

施設費 

予算額 － － 6,063 5,347 5,104 3,596   

決算額 － － 7,047 5,318 5,533 3,865   

差引増減額 － － △985 29 △429 △269   

文化芸術振興費補助金 

予算額 － － － － － －   

決算額 － － － － － 227   

差引増減額 － － － － － 227   

受託経費 

予算額 － － － － － －   

決算額 － － － － － －   

差引増減額 － － － － － －   

計 

予算額 － － 13,080 14,226 13,756 12,162   

決算額 － － 14,010 13,700 14,032 13,368   

差引増減額 － － △930 526 △276 △1,206   
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

Ⅳ 財務内容の

改善に関する事

項 

 

税制措置も活

用した寄付金や

自己収入の確保，

予算の効率的な

執行等に努め，適

切な財務内容の

実現を図ること。 

 

 

１ 自己収入の増

加 

積極的に外部

資金の獲得を図

るとともに，施設

使用料等，自己収

入の増加に努め

ること。 

また，自己収入

額の取り扱いに

おいては，各事業

年度に計画的な

収支計画を作成

し，当該収支計画

による運営に努

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 固定的経費の

節減 

管理業務の節

減を行うととも

に，効率的な施設

運営を行うこと

Ⅲ 予算（人件費

の見積もりを含

む），収支計画及

び資金計画 

収入面に関し

ては，実績を勘案

しつつ，自己収入

を積極的に確保

することにより，

計画的な収支計

画による運営を

図る。 

 

自己収入につ

いては，入場料収

入等の増額を目

指す。 

また，外部資金

については，寄附

金や企業からの

支援（協賛金等）

の獲得のほか「キ

ャンパスメンバ

ーズ」等への加入

者の増大などに

取り組む。 

なお，管理業務の

効率化を図る観

点から，各事業年

度において，適切

な効率化を見込

んだ予算による

運営に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

１ 予算（中期計

画の予算） 

 

 

 

 

＜主な定量的指標＞ 

・収入状況 

・支出状況 

※いずれも内訳につ

いては「主要な経年

データ」参照。 

 

＜その他の指標＞ 

特になし 

 

＜評価の視点＞ 

 

 

○ 収入面に関して，

実績を勘案しつ

つ，自己収入を積

極的に確保するこ

とにより，計画的

な収支計画による

運営を図ったか。 

 

○ 自己収入につい

ては，入場料収入

等の増額を目指し

たか。 

また，外部資金に

ついては，寄附金

や企業からの支援

（協賛金等）の獲

得のほか「キャン

パスメンバーズ」

等への加入者の増

大などに取り組ん

だか。 

 

 

 

 

 

○ 管理業務の効率

化を図る観点か

ら，各事業年度に

おいて，適切な効

率化を見込んだ予

算による運営に取

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

Ⅲ予算（人件費の見積もりを含む），収支計画及び資金計画等 

１ 予算 

２ 収支計画 

３ 資金計画 

５ 短期借入金 

６ 重要な財産の処分等 

７ 剰余金 

９ 施設設備に関する計画 

 評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ ＜主要な業務実績＞ 

 

 

【収入状況】 

 ※「主要な経年データ」参照。 

 

【支出状況】 

※「主要な経年データ」参照。 

 

１ 第 3期期間中を通じて，優れた展覧会の企画立案，積極的な

広報活動，幅広い世代に美術作品をより楽しく鑑賞してもらう

ための様々な教育普及事業や快適な観覧環境の整備，ミュージ

アムショップ・レストランの充実など，入館者増加のための取

組を積極的に行った。 

 

２ 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25年 12

月 24日閣議決定）において自己収入の増加等が求められたが，

それを受け，平成 26 年度に会員制度の拡充，インターネット

上での小口寄附金受入れの開始，デジタル画像の活用拡大，施

設貸出の活用拡大などの取組を進め，外部資金の獲得に向けた

取組も積極的に行った。 

 

３ キャンパスメンバーズについては，入会校学生向けに解説し

たサイト（PC，モバイル，スマートフォン）において，各館の

展覧会情報を提供するとともに，サイトを周知するためのポス

ター及びチラシを加入校に配布するなど，利用促進に努めると

ともに，新規加盟校獲得のため，未加盟校を訪問し，事務担当

や担当教授へキャンパスメンバーズの普及活動を行った。 

 

４ 中期計画に定めたとおり，運営費交付金を充当して行う事業

については，業務の効率化を進め，中期目標期間中，一般管理

費については 15％以上，業務経費については 5％以上の効率化

を図る（ただし，美術作品購入費，美術作品修復費，土地借料

等の特殊要因経費はその対象としない。また，人件費について

は別に定める。）こととしている。この計画に基づき，一般管

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

予算，収支計画及び資金計画につ

いては，計画額と実績額とのかい離

の要因が法人の業務運営に問題が

あることによるものではない。 
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等により，固定的

経費の節減を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 収支計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り組んだか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入】 

 

 

 

 

 

【支出】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収支計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理費△3.02%，業務経費△1.03%の効率化を行い，年度計画予算

を策定している。平成 26 年度については，年度計画予算に基

づき執行し，特殊要因経費を除いた削減率は，一般管理費 4.41%

の増加，業務経費 9.77%の削減となった。一般管理費について

は，緊急を要する工事費用等により，増加となった。 

 

５ 予算（単位：百万円） 

区分 中期計画 
年度計画合計 

差引 
予算 決算 

収入 70,443 53,224 56,107 2,883 

運営費交付金 28,093 28,762 28,680 △83 

 展示事業収入 5,327 4,351 4,782 431 

 寄附金収入 － － 676 676 

 施設整備費補助金 37,023 20,110 21,742 1,632 

 文化芸術振興費補助金 － － 227 227 

支出 70,443 53,224 55,110 △1,886 

 人件費 5,474 4,267 4,145 125 

 一般管理費 6,539 4,572 4,532 40 

 展覧事業費 16,540 19,724 19,745 △21 

 調査研究事業費 1,143 820 713 107 

 教育普及事業費 3,724 3,731 3,988 △257 

 施設整備費補助金 37,023 20,110 21,763 △1,653 

文化芸術振興費補助金 － － 227 △227 

 収入については，入場料収入が年度計画額より増加したことか

ら，展示事業等収入が増加した。また，運営費交付金は，国家公

務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平成２４年法律第

２号）に基づき減額された。施設整備費補助金は，平成２４年度

補正予算及び平成２５年度補正予算で措置された工事が完了し

たことにより増加した。 

支出については，一般管理費及び調査研究事業費は，業務の効

率化を推進したことにより，年度計画より減少した。展覧事業費

及び教育普及事業費は，緊急的な修繕及び設備改修等による支出

により，年度計画額より増加した。 

 

６ 収支計画（単位：百万円） 

区分 中期計画 
年度計画合計 

差額 
計画 決算 

費用の部         

経常経費 28,425 21,167 21,712 △545 

 管理部門経費 7,794 5,641 6,455 △814 

  人件費（注１） 1,466 1,218 1,600 △382 

  一般管理費（注２） 6,328 4,423 4,855 △432 

 事業部門経費 19,824 14,870 14,587 283 

  人件費（注１） 4,008 3,049 2,544 505 

  展覧事業費（注３） 11,073 7,382 7,295 87 

  調査研究事業費 1,093 788 788 0 

  教育普及事業費 

（注４） 

3,650 3,651 3,960 △309 
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３ 資金計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資金計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 減価償却費 807 656 670 △14 

収益の部 28,425 21,167 21,902 736 

 運営費交付金収益 

（注５） 

22,291 16,160 15,865 △ 295 

 展示事業等収入 

（注６） 

5,327 4,351 4,782 430 

 資産見返運営費 

交付金戻入 

732 592 607 15 

 資産見返物品受贈 

額戻入 

69 55 46 △9 

 資産見返寄附金戻入 6 8 12 5 

 資産見返補助金等 

戻入 

-  - 0 0 

 寄附金収益 -  - 69 69 

 施設費収益 -  - 427 427 

 補助金収益 -  - 94 94 

主な増減理由 

（注１）国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平

成２４年法律第２号）に準じた抑制及び業務配分の見直しによ

る。 

（注２）施設整備費補助金による費用への計上が増加したことに

よる。 

（注３）固定資産の取得が見込より多かったことによる。 

（注４）緊急的な修繕等による。 

（注５）固定資産の取得が見込より多かったことによる。 

（注６）入場料収入等の増加による。 

 

７ 資金計画（単位：百万円） 

区分 中期計画 
合計 

差額 
計画 決算 

資金支出 70,443 53,224 57,965 △4,742 

 業務活動による支出 

（注１） 

32,984 32,722 35,003 △2,281 

 投資活動による支出 

（注２） 

37,459 20,502 22,962 △ 2,461 

 財務活動による支出 - - - - 

          

資金収入 70,443 53,224 56,908 3,684 

 業務活動による収入 33,420 33,114 34,171 1,057 

  運営費交付金によ 

る収入（注３） 

28,093 28,762 28,680 △83 

  展示事業等による 

収入（注４） 

5,327 4,351 5,491 1,139 

 投資活動による収入 37,023 20,110 22,737 2,627 

  施設整備費補助金 

による収入（注５） 

37,023 20,110 22,736 2,625 

  有形固定資産売却 

による収入（注６） 

    -   2 2 
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【財務状況】 

（当期総利益（又は

当期総損失）） 

 

○ 当期総利益（又は

当期総損失）の発

生要因が明らかに

されているか。 

○ また，当期総利益

（又は当期総損

失）の発生要因は

法人の業務運営に

問題等があること

によるものか。 

 

（利益剰余金（又は

繰越欠損金）） 

○ 利益剰余金が計

上されている場

合，国民生活及び

社会経済の安定等

の公共上の見地か

ら実施されること

が必要な業務を遂

行するという法人

の性格に照らし過

大な利益となって

いないか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 繰越欠損金が計

上されている場

主な増減理由 

（注１）前中期目標期間の未払金の支出等による。 

（注２）前期繰越工事の完了等による。 

（注３）国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律（平

成２４年法律第２号）に基づく減額による。 

（注４）入場料収入等の増加及び寄附金の収入による。 

（注５）平成 24年度補正予算及び平成 25年度補正予算の完了に

よる。 

（注６）平成 24 年度に国立国際美術館の車両運搬具を売却した

ことによる。 

 

 

【当期総利益（当期総損失）】 

 当期総利益 35,512,685円 

 

 

【当期総利益（又は当期総損失）の発生要因】 

自己収入の増加による収益。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利益剰余金】 

前中期目標期間繰越積立金 376,142,466円 

施設設備積立金 31,951,800円 

調査研究事業積立金 4,285,595円 

積立金 133,765,041円 

当期未処分利益 35,512,685円 

 

【利益剰余金の推移】（単位：百万円） 

  H23 H24 H25 H26 

積立金         

 前中期目標期間繰越積立金 381 379 378 376 

施設設備積立金 0 0 0 32 

調査研究事業積立金 0 0 0 4 

 積立金（通則法第 44条第 1項） 0 89 101 134 

当期未処分利益 89 11 69 36 

計 470 479 548 582 

 

 

【繰越欠損金】 

  計上なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財務状況については，自己資本比

率が高く，当期総利益を計上してい

るなどから，特段の問題はない。 

 

当期総利益の発生要因は，自己収

入の増加によるものであり，法人の

業務運営に問題等はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益剰余金について，平成 25 年

度に経営努力認定が得られた。 
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Ⅳ 短期借入金

の限度額 

短期借入金の限

度額は，１５億

円。 

短期借入金が想

合，その解消計画

は妥当か。 

 

 

○ 当該計画が策定

されていない場

合，未策定の理由

の妥当性について

検証が行われてい

るか。さらに，当

該計画に従い解消

が進んでいるか。 

 

（運営費交付金債

務） 

○ 当該年度に交付

された運営費交付

金の当該年度にお

ける未執行率が高

い場合，運営費交

付金が未執行とな

っている理由が明

らかにされている

か。 

 

○ 運営費交付金債

務（運営費交付金

の未執行）と業務

運営との関係につ

いての分析が行わ

れているか。 

 

（溜まり金） 

・ いわゆる溜まり金

の精査において，

運営費交付金債務

と欠損金等との相

殺状況に着目した

洗い出しが行われ

ているか。 

 

 

 

【短期借入金の限度

額】 

○ 中期目標期間中

の短期借入の実績

は有ったか。有る

場合は，その額及

 

【解消計画の有無とその妥当性】 

該当なし 

 

【解消計画に従った繰越欠損金の解消状況】 

該当なし 

 

【解消計画が未策定の理由】 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

【運営費交付金債務の未執行率（％）と未執行の理由】 

（平成 26年度末） 

 運営費交付金債務の未執行率 3.08%（229,537,454円） 

 未執行の理由 

  美術作品購入及び修復に係る事業は業務達成基準としてい

るが，平成 26 年度に予定していた当該事業の一部が実施でき

なかったため，当該費用が未執行の債務として計上された。 

 

 

 

【業務運営に与える影響の分析】 

  次年度以降に当該業務が実施でき次第，債務は解消する予定

である。 

 

 

 

 

【溜まり金の精査の状況】 

当法人は運営費交付金以外の財源で手当てすべき欠損金が発

生していないことから，運営費交付金債務と相殺されているもの

はない。 

また，当期総利益がキャッシュフローを伴わない費用と相殺さ

れているものはない。 

 

【溜まり金の国庫納付の状況】 

該当なし 

 

 

【短期借入金の有無及び金額】 

 該当なし 

 

【必要性及び適切性】 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営費交付金の未執行の理由は

適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

溜まり金はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期借入金はない。 
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定される理由

は，運営費交付

金の受入れに遅

延が生じた場合

である。 

Ⅴ不要財産及び

不要財産となる

ことが見込まれ

る財産の処分に

関する計画 な

し 

Ⅵ 上記以外の

重要な財産の処

分等に関する計

画 

なし  

Ⅶ 剰余金の使

途 

決算において剰

余金が発生した

時は，次の経費

等に充てる。 

１ 美術作品の

購入・修理 

２ 展覧会の充

実 

３ 調査研究事

業の充実 

４ 情報・資料の

収集等事業の充

実 

５ 講演会・出版

その他教育普及

事業の充実 

６ 研修事業の

充実 

７ 入館者サー

ビス，情報提供

の質的向上，老

朽化対応のため

の施設・設備の

充実 

 

 

 

 

 

 

 

び必要性は適切で

あったか。 

 

【重要な財産の処分

等に関する計画】 

○ 重要な財産の処

分に関する計画は

有るか。ある場合

は，計画に沿って

順調に処分に向け

た手続きが進めら

れているか。 

 

【剰余金の使途】 

○ 利益剰余金は有

るか。有る場合は

その要因は適切

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 目的積立金は有

るか。有る場合は，

活用計画等の活用

方策を定める等，適

切に活用されてい

 

 

 

【重要な財産の処分に関する計画の有無及びその進捗状況】 

重要な財産の処分に関する計画はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【利益剰余金の有無及びその内訳】 

前中期目標期間繰越積立金 376,142,466円 

施設設備積立金 31,951,800円 

調査研究事業積立金 4,285,595円 

積立金 133,765,041円 

当期未処分利益 35,512,685円 

 

【利益剰余金の推移】（単位：百万円） 

  H23 H24 H25 H26 

積立金         

 前中期目標期間繰越積立金 381 379 378 376 

施設設備積立金 0 0 0 32 

調査研究事業積立金 0 0 0 4 

 積立金（通則法第 44条第 1項） 0 89 101 134 

当期未処分利益 89 11 69 36 

計 470 479 548 582 

 

 

【利益剰余金が生じた理由】 

  前中期目標期間繰越積立金は，自己収入で購入した固定資

産，リース資産の残存価格によるものである。 

  施設設備積立金は独立行政法人通則法第４４条第３項によ

り主務大臣の承認を受けた額のうち，中期計画の剰余金の使途

において定めた施設・整備の充実に充てるためのものである。 

  調査研究事業積立金は独立行政法人通則法第４４条第３項

により主務大臣の承認を受けた額のうち，中期計画の剰余金の

使途において定めた調査・研究事業の充実に充てるためのもの

である。 

  積立金は今中期目標期間の未処分利益によるものである。 

  当期未処分利益は自己収入の増加によるものである。 

 

【目的積立金の有無及び活用状況】 

施設設備積立金 31,951,800円 

調査研究事業積立金 4,285,595円 

 

 

 

 

 

重要な財産の処分に関する計画

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

利益剰余金の要因は適切であり，

法人の性格に照らし過大な利益剰

余金ではなく，特に問題ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的積立金は中期計画の剰余金

の使途において定めた「剰余金の使

途」に基づき使途が特定されてい

る。 
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Ⅴ その他業務

運営に関する重

要事項 

 

１ 施設・設備に

関する計画 

安全かつ良好

な施設環境を維

持するとともに，

業務の目的・内容

に適切に対応す

るため，長期的視

野 に 立 っ た 施

設・設備の整備計

画を作成するこ

と。 

 

 

 

 

Ⅷ その他主務

省令で定める業

務運営に関する

事項 

１ 施設・設備に

関する計画（別

紙４）  

（１）施設・設備

の老朽化への対

応，入館者の安

全確保及び利便

性の向上等のた

め，長期的な視

野に立った整備

計画を策定し，

施設・設備に関

する計画に沿っ

た整備を推進す

る。 

（２）国立新美術

館の管理運営を

適切に実施する

ため，用地（未

購入の土地）に

ついて，施設・

設備に関する計

画に基づき，予

算措置に応じて

購入を進める。 

３ 中期目標期

間を超える債務

負担 

中期目標期間を

超える債務負担

については，国

立美術館の業務

運営に係る契約

の期間が中期目

標期間を超える

場合で，当該債

務負担行為の必

要性及び資金計

画の影響を勘案

し，合理的と判

断されるものに

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 施設・設備の老朽

化への対応，入館

者の安全確保及び

利便性の向上等の

ため，長期的な視

野に立った整備計

画を策定し，施

設・設備に関する

計画に沿った整備

を推進したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国立新美術館の

管理運営を適切に

実施するため，用

地（未購入の土地）

について，施設・

設備に関する計画

に基づき，予算措

置に応じて購入を

進めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設設備積立金は独立行政法人通則法第４４条第３項により

主務大臣の承認を受けた額のうち，中期計画の剰余金の使途にお

いて定めた施設・整備の充実に充てるためのものである。 

調査研究事業積立金は独立行政法人通則法第４４条第３項に

より主務大臣の承認を受けた額のうち，中期計画の剰余金の使途

において定めた調査・研究事業の充実に充てるためのものであ

る。 

東京国立近代美術館本館は、平成 24 年度に館内環境保全の必

要性から展示室・収蔵庫空調機の更新を行い，平成 26 年度に，

来館者及び収蔵作品への安全を確保するため，防災設備の更新工

事を行った。東京国立近代美術館フィルムセンターは，平成 23

年度に相模原分館の映画フィルム等収納設備工事を行い，平成 25

年度には， 重要文化財に指定されている可燃性映画フィルムを

安全に保管するため、専用倉庫の増築等を行った。また、平成 25

年度には，館内環境保全のためにフィルムセンターの空調機の配

管等改修工事も行った。 

  

 京都国立近代美術館は，平成 22 年度から 2 年計画で行った空

気調和設備の改修が平成 23 年度に完了した。また，設置から 20

年以上を経過していた電気設備等について，平成 24 年度から平

成 26年度までの 3年計画で更新工事を行い，設置から 25年以上

経過しているエレベーターについても，平成 25 年度から平成 26

年度までの 2年計画で改修工事を行った。 

 

国立西洋美術館は，館内環境の保全等から行った本館屋上防水

等改修工事及び新館熱源機器設備等改修工事が平成 26 年に完了

した。また，平成 26 年度には，耐用年数の１５年を超えて使用

していた企画展示館空調設備等についても改修工事を行った。 

 

 

 

 国立新美術館の土地購入について，第 3期（平成 23～26年度）

に計 183 億 3500 万円が予算措置され，当該購入により，持分比

率は 73.86%となった。また，国立新美術館は，来館者の安全を確

保するため，エレベーター戸開走行保護装置の設置工事を平成 25

年度に行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設及び設備に関する計画は中

期計画に基づき適切に実施されて

いる。 
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４．その他参考情報 

特になし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついて行う。 

４ 積立金の使

途 

前中期目標期間

の期間の最終年

度において，独

立行政法人通則

法第４４条の処

理を行ってなお

積立金があると

きは，その額に

相当する金額の

うち文部科学大

臣の承認を受け

た金額につい

て，次期へ繰り

越した経過勘定

損益影響額等に

係る会計処理に

充当する。 

 

 

 

【施設及び設備に関

する計画】 

○ 施設及び設備に

関する計画は有る

か。有る場合は，

当該計画の進捗は

順調か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中期目標期間を超

える債務負担】 

○ 中期目標期間を

超える債務負担は

有るか。有る場合

は，その理由は適

切か。 

 

【積立金の使途】 

○ 積立金の支出は

有るか。有る場合

は，その使途は中期

計画と整合してい

るか。 

【施設及び設備に関する計画の有無及びその進捗状況】 

中期計画の施設・設備に関する計画に基づき，以下の施設整備

が完了した。 

（平成 23年度完了） 

・東京国立近代美術館フィルムセンター相模原分館映画フィル

ム等収納設備工事 

・京都国立近代美術館空気調和設備改修 

（平成 24年度完了） 

・東京国立近代美術館本館展示室・収蔵庫空調機更新 

（平成 25年度完了） 

・東京国立近代美術館フィルムセンター配管等改修工事 

・東京国立近代美術館フィルムセンター相模原分館重要文化財

映画フィルム収蔵庫増築等工事 

・国立新美術館エレベーター戸開走行保護装置設置工事 

（平成 26年度完了） 

・東京国立近代美術館本館防災設備更新工事 

・京都国立近代美術館電気設備等更新 

・京都国立近代美術館昇降機設備等改修工事 

・国立西洋美術館企画展示館空調設備等改修工事 

・国立西洋美術館本館屋上防水等改修工事 

・国立西洋美術館新館熱源機器設備改修その他工事 

・国立新美術館土地購入（平成 23～26年度取得分） 

 

 国立新美術館の土地購入について，当初計画では，平成 26 年

度で完了予定であったが，予算措置の都合により，平成 26 年度

末時点では，完了していない。平成 27 年度以降も引き続き予算

措置される予定である。 

 

 

 

【中期目標期間を超える債務負担とその理由】 

 中期目標期間を超える債務負担はない。 

 

 

 

 

 

 

【積立金の支出の有無及びその使途】 

 積立金の支出はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標期間を超える債務負担

はない。 

 

 

 

 

 

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 
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様式４－２ 中期目標管理法人 中期目標期間評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項，財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－２ 
Ⅲ 予算（人件費の見積もりを含む），収支計画及び資金計画 
２．人事の状況 

関連する政策評価・

行政事業レビュー 

 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 （参考情報） 

常勤職員数 実績値 － 127 125 125 119 114 113 103 103 101  

法律及び閣議決定により，平成 18年から平成 23

年の間に常勤職員人件費を 6％削減する総人件

費改革が行われた。 

※各年度当初における職員数。 

常勤職員，任期付職

員の計画的採用状況 

常勤職員 実績値 － 1 1 6 1 1 0 3 8 1  平成 25年度には，「任期付研究員」のうち 2名を

審査を経て常勤研究員に採用した。 任期付職員 実績値 － 0 0 0 0 0 1 4 5 6  
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３．各事業年度の業務に係る目標，計画，業務実績，年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中期目標 中期計画 主な評価指標 
法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 （見込評価） （期間実績評価） 

２ 人事に関する

計画 

人事管理，人事交

流の適切な実施に

より，内部管理事務

の改善を図ること。

また，効率的かつ効

果的な業務運営を

行うため，非公務員

化のメリットを活

かした制度を活用

すること。 

２ 人事に関する

計画 

（１）方針 

① 国家公務員制

度改革や類似独立

行 政 法 人 等 の 人

事・給与制度改革の

動向を勘案しつつ，

職員の能力や業績

を適切に反映でき

る人事・給与制度の

検討を引き続き行

う。 

② 人事交流を促

進するとともに，職

員の資質向上を図

るための研修機会

の提供に努める。ま

た，効率的かつ効果

的な業務運営を行

うため，非公務員化

のメリットを活か

した制度を活用す

る。 

（２）人員に係る指

標 

給与水準の適正化

等を図りつつ，業務

内容を踏まえた適

切な人員配置等を

推進する。 

 

＜主な定量的指標＞ 

特になし 

＜その他の指標＞ 

・常勤職員数 

・常勤職員，任期付職

員の計画的採用状況 

＜評価の視点＞ 

 

【人事に関する計画】 

○ 人事に関する計画

は有るか。有る場合

は，当該計画の進捗

は順調か。 

 

○ 人事管理は適切に

行われているか。 

 

○ 業務内容を踏まえ

た適切な人員配置を

行っているか。また，

有期雇用職員人事制

度の活用を図った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 職員の意識向上を

図るため，次の職員

＜実績報告書等参照箇所＞ 

平成 23～26年度業務実績報告書 

８ 人事に関する計画 

 

 

評定  評定  

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

 

＜評定に至った理由＞ 

 

 

 

 

＜今後の課題＞ 

 

 

 

＜その他事項＞ 

＜主要な業務実績＞ 

 

 

 

 

【人事に関する計画の有無及びその進捗

状況】 

・人事に関する計画は左記の通りであり，

順調に進捗している。  

 

【常勤職員数の推移】 

・平成 26年度常勤職員数 101名 

※常勤職員数の推移については「主要な経

年データ」参照。 

 

・国立美術館では，継続的な業務の見直し

や人員の再配置，退職後の職員の不補

充，平成 23年度より制度化した任期付

研究員及びアソシエイトフェロー制度

の有効活用を行っている。また，平成

26年度において，常勤の研究職員及び

事務職員に準じた有期雇用職員の人事

制度（特定有期雇用職員）を新たに整備

し，専門的事項の調査研究を行う研究職

と，専門的な知識と経験等を有する専門

職を対象として外部資金等により採用

可能とした。 

 

・常勤職員，任期付職員の計画的採用状況 

※「主要な経年データ」参照。 

 

・ 危機管理体制等の整備・充実に関する

取組状況 

各館において消防訓練を実施し，地震

や火災への対応を想定した準備を整え，

危機管理の対策を講じ，不測の事態にも

柔軟に対応できるよう危機管理の意識を

持つように徹底した。 

 

 

 ア，イ 

   主に新規採用者（非常勤職員を含

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

 

 

 

人事に関する計画に基づき，適切に進め

られている。 

 

 

 

 

人事管理についても，業務内容を踏まえ

た人員配置等適切に行っている。 

 

 

業務内容に応じて，任期付職員を採用す

るとともに，任期付研究員の一部を審査を

経て，常勤研究員として採用するなど，効

果的な活用が行われている。 

なお，法人の人員は，諸外国の代表的な

美術館等と比較して，非常に貧弱である。

法人が適切に人事管理等を行っていると

しても，現状以上の人員の削減は，ナショ

ナルセンターとしての美術館の機能の低

下を招き，法人の目的達成を阻害する恐れ

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規採用者，転任者研修，接遇・クレー

ム研修，メンタルヘルスケアに関する研修
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研修を実施したか。 

ア新規採用者・転

任者職員研修 

イ 接遇研修 

ウメンタルヘルス

ケアに関連する

研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 外部の研修に職員

を積極的に派遣し，

その資質の向上を図

ったか。特に研究職

職員への研修機会の

増大に努めたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 職員のメンタルヘ

ルスケアの一層の推

進を図ったか。 

 

 

 

む）・外部機関からの転入者を対象と

して，接遇・クレーム研修を実施し

た。 

（平成 23年度 1回実施，参加者 27名 

平成 24年度 1回実施，参加者 20名 

平成 25年度 1回実施，参加者 17名 

平成 26年度 1回実施，参加者 14名） 

ウ 

   メンタルヘルスケアに関する研修

を実施した。 

（平成 23年度 1回実施，参加者 12名 

平成 24年度 1回実施，参加者 17名 

平成 25年度 1回実施，参加者 19名 

平成 26年度 1回実施，参加者 18名） 

 

 

文部科学省・文化庁が主催する研修の

他，他省庁等が主催する研修の情報提供を

行い積極的に参加した。 

 

【第 3 期中の研究職員の主な研修受講実

績】 

・文部科学省学芸員等在外派遣研修生（平

成 23，24年度） 

・全国美術館会議「学芸員研修会」（平成

23，24年度） 

・全国美術館会議情報・資料部会企画セミ

ナー（平成 23年度） 

・日本博物館協会日独青少年指導者セミナ

ー（平成 24年度） 

・第 4回ミュージアム・マネジメント研修

（平成 26年度） 

 

 

産業医による個別面談を実施した。 

 

 

 

 

 

が適切に実施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科学省・文化庁主催による学芸員研

修をはじめ他省庁等が主催する研修など

に積極的に職員を派遣している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業医による個別面談により，職員のメ

ンタルヘルスケアを実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

４．その他参考情報 

特になし 

 

詳細は上記の参照箇所に

譲り，左記の「評価の視点」

に係る内容について重点

的に記載 


